
 

 

この「紀要」の目指すもの 

 

  

 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 

 理事長 山本 嘉彦 

 

 私たち兵庫県社会福祉事業団は、医療・介護など多くの分野で活動しています。 

 私たちは、私たちの活動の多様性という「強み」を活かすことが大切です。 

 それぞれの活動の報告をし、成果を披露し、新たな提案を行っていくことは、も

ちろん、自身の活動の励みになります。発信することで、自分たちの行ってきたこ

とを振り返り、次のステップへの考察にもつながります。 

 同時に、その活動報告を見て、それぞれの分野で参考にし、活用できる発想も多

いと思います。 

 他の人の発想や活動に乗っかって、自分たちのところでその続きを考え、実践し

てもいいと思います。 

 ちがう分野のことだからと思わず、「自分たちのところに活かせることはない

か。」そんな気持ちで読んで頂ければと思います。 

 ０から１をつくる貴さを知ると、人は失敗に寛容になります。 

 この「紀要」を通じて、新しい「価値」をつくる。    この「紀要」の目指

すものです。 
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さくら（シミュレート室） 

～環境が与えるサービスの質の向上～ 

 

総合リハビリテーションセンター 救護施設 のぞみの家 宮脇 崇彰、藤本 美紀、宮原 典子 

 
１ 救護施設 

 

救護施設は、日本国憲法第 25 条「国民は、健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に

基づいた生活保護法第 38 条第２項に規定された施設

である。救護施設は、身体上または精神上著しい障害

があるため、独立して居宅での生活が困難な人々に対

して、施設入所のうえ生活扶助を行い、潤いがあり、

こころ豊かで生きがいのある生活の場を提供し、利用

者の自立性を育てる介護、支援、指導を行うことを目

的としている。 

生活保護を受けていても居宅で生活されている方々

は多くおられるが、何らかの理由があり居宅で生活で

きない、生活しづらい状況の方が救護施設に入所し生

活をしている。施設で生活されている方の共通点は生

活保護を受けておられる生活困窮者の方であるという

ことである。 

２ のぞみの家 

 

(1) 沿革 

神戸市西区、兵庫県立総合リハビリテーションセ

ンター内にあるのぞみの家は、施設周辺にお店が多

く、バリアフリーで利便性に優れ、神戸市の中心部

まで公共交通機関を利用して約 30 分の立地である。 

昭和 27 年 11 月に前身は県立玉津寮「救護の家」

として定員 27 名で設立した。昭和 38 年７月に現在

の定員 100 名に改定され、昭和 41 年４月１日から兵

庫県社会福祉事業団が運営を受託する。平成 29 年４

月１日現在 100 名（男性 60 名女性 40 名）の利用者

が生活しており、事務員３名、支援員 23 名、看護師

３名、栄養士１名の計30名の職員配置になっている。 

 

 

 

  

要旨抄録  

のぞみの家は平成 26 年度、建築後 20 年を経過し、平成 27 年１月から平成 27 年９月末まで、施設の大規模改

修を行った。 

立地的に仮設が確保できないため、利用者の生活を維持しながら工程を６期に分けて順次改修を行なった。 

改修のメインの一つとして、退所後、居宅で生活を目標にしている利用者が、できるだけスムースに地域移行

できるよう、ワンルームでキッチンやバス、トイレなどを兼ね備えた地域移行シミュレート室“さくら”を整備

した。 

“さくら”の名称は、「施設入所から目標達成をめざし施設で生活し、最終段階の居宅移行を行う場。卒業」を

イメージして当時の施設長が名付けた。 

今回、改修工事を終え、“さくら”を利用したさまざまなケースについて振り返り、環境がもたらす支援の幅の

拡がり、サービスの質の向上について検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

“さくら”居室内 

キーワード 

利用者増の変化、居宅生活シミュレーション、地域移行に向けた環境整備、多様なニーズと支援の可能性 



-2- 

(2) 障害別 

 

精神障害者手帳を所持している利用者が約５割であるが、障害疾患を有する利用者を含めると７割を超える。

身体障害、知的障害の他、制度の狭間にある方、ホームレス、DV 被害者など社会的要因で利用している方もい

る。 

(3) 平均年齢 

 

利用者の平均年齢は 59.9 歳（男性 59.8 歳女性 60.0 歳）。最少年齢は 31 歳、最高年齢は 84 歳である。 

(4) 在所期間 

 

利用者の平均在所期間は７年５ヶ月（男性６年３ヶ月女性９年２ヶ月）。一番長い方で 47 年である。本来、

救護施設は利用期間が決まっていないため、利用者の目的、目標を基に支援を行い、利用者が目的、目標が達

成し、次の生活の場がみつかれば退所となる。 

(5) 入退所の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度に入所した利用者 28 名の入所前の生

活状況は、病院が 18 名。精神科病院からの入所が多

い。次に多いのはホームレス９名。居宅から１名と

なる。精神科病院に長期入院している利用者の退院

促進、地域移行の事業が進み、病院から直接居宅へ

移行する前に施設をステップとして利用される方が

多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度退所した利用者 26 名の退所後の進路

は、居宅が18名、他施設が５名、病院が３名である。

ホームレスの利用者が居宅を見つけ移行したケース、

救護施設の事業である居宅生活訓練事業を終え居宅

に移行したケースなどが 18 名になる。他施設は、生

活保護法は他の法律による給付が優先して活用され

るため、障害施設や介護保険施設への移行がある。 

障害別人員

区分

性別
重度 中度 軽度 小計 重度 中度 軽度 小計 重度 中度 軽度 小計 重度

軽
中度

小計 重度
軽

中度
小計

男 2 2 1 1 12 5 17 1 5 6 4 27 31 12 44 9 0 7 60

女 0 2 1 3 1 3 1 5 4 3 7 3 20 23 7 34 5 0 1 40

計 2 0 0 2 3 1 0 4 13 8 1 22 5 8 13 7 47 54 19 78 14 0 8 100

計

（H29.3.31現在）

視　覚　障　害 聴覚・言語障害 肢 体 不 自 由 知 的 障 害 精 神 障 害
その他の
障　　害

単　　独
障害者数

二　　重
障害者数

三重以上
障害者数

障害
なし

年齢別人員

年齢別

性　別

男 5 1 5 3 15 7 17 3 1 3 60 59.8 84 32

女 3 2 3 4 4 3 15 3 2 1 40 60.0 81 31

計 8 3 8 7 19 10 32 6 3 4 100 59.9

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 計80歳以上75～79歳60～64歳 65～69歳 70～74歳

（H29.3.31現在）

最　　高 最　　低平均年齢39歳以下

在所期間

性別

男 9 27 13 6 1 2 2 60

女 7 13 10 1 3 4 2 40

計 16 40 23 7 3 5 2 4 100

平均在所期間 男　６年３ヶ月 女　９年２ヶ月 平均　７年５ヶ月

25年以上30年未満 30年以上 計

在所期間別人員 （H29.3.31現在）

１年未満 １年以上５年未満 ５年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満

退所後の生活状況 （単位：人）

病院 居宅
他の社会
福祉施設
等へ転所

ホーム
レス

計

平成25年度 13 3 4 24 44

平成26年度 10 1 14 25

平成27年度 15 2 2 22 41

平成28年度 18 1 9 28

退所後の進路状況 （単位：人）

病院 居宅
他の社会
福祉施設
等へ転所

死亡 計

平成25年度 0 29 9 5 43

平成26年度 21 9 3 33

平成27年度 3 17 12 1 33

平成28年度 3 18 5 26
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(6) 事業 

○ 居宅生活訓練事業 
施設を退所し、居宅で生活することを希望して

いる利用者を対象に、近隣のアパートを利用して、

最大１年居宅の訓練やシミュレーション、評価を

行い、スムースに居宅移行できるよう支援してい

る。 

○ 通所事業 
居宅生活訓練事業を終え、居宅生活を行うため

施設を退所した利用者が地域で安心して生活でき

るよう、他法の社会的資源と併用し、利用者のフ

ォローをより多くできるよう、施設への利用者の

通所や職員が利用者宅への訪問を行い、生活全般

の相談・支援を行っている。 

○ 一時入所事業 
居宅で生活している方が何らかの理由があり一

時的に居宅で生活できない状態になった場合に生

活の立て直しのため、短期間で施設を利用するケ

ースや精神科病院から施設に入所する際に不安が

あり、体験的に施設を利用するケースなどがある。 

 

３ さくら（シミュレート室）利用ケース事例 

 

(1) ケース１：Ｏ氏（29日間利用） 

＜プロフィール＞ 

性別：男性 

年齢：51 歳 

障害：アルコール依存症、アルコール性認知症、

脳梗塞後遺症 

＜入所経緯＞ 

大学卒業後、結婚したが離婚した後、会社の慰

安旅行中に多量飲酒し川に転落。その際、左大腿

骨骨折・腰椎骨折のため、長期入院となり失職。

退院後、アルコールを飲むようになり、体調を崩

し、自宅で倒れているところを発見され救急搬送。

アルコールによる栄養失調、身体状況の低下、脳

梗塞後遺症があり、車いす生活となる。精神科病

院で治療を行い、栄養状況改善、身体状況や精神

的に安定される。利用者の居宅移行の思いが強く、

将来的に単身生活を目標にのぞみの家に入所する。 

＜入所生活＞ 

入所後、個別支援計画をもとに生活リズムの確

立、ADL・IADL 向上、リハビリ訓練の支援を行っ

ていたが、Ｏ氏から「早く居宅で生活したい。早

く退所したい。」と話があり、具体的な居宅のイメ

ージがつかない生活がＯ氏のストレスとなってい

た。 

措置機関である福祉事務所からは、単身生活時

アルコール依存で現在に至った経緯があるため、

居宅訓練を実施し、居宅のシミュレーションによ

って評価をおこなってもらいたい。と話がある。 

＜利用目的＞ 

居宅生活訓練事業は、年間同時に実施できる利

用者が３名であり、すでにメンバー３名が事業に

参加し実施されていたこと、Ｏ氏が車いすを使用

しており、居宅生活訓練事業の訓練場所アパート

がバリアフリーではないことなどから、Ｏ氏の居

宅生活訓練は居宅生活訓練事業とは別に個別に行

うこととした。 

また、当利用者の施設入所後の生活面において、

逸脱した行動はなく、居宅生活という目標に向け

スムースに訓練が進んでいたこと、単身生活の経

験があり、社会性の基盤が備わっていたこともあ

り、福祉事務所や施設内で検討した結果、約１ヶ

月“さくら”の利用で評価を行うこととした。 

＜支援内容＞ 

居宅訓練中、Ｏ氏は自室ではなく“さくら”を

利用し、買い物や調理、清掃、金銭管理、日中の

過ごし方など、生活全般の評価を行う。 

＜実施方法＞ 

① 食費、１週間 5,000 円を管理。 

② 毎日朝食と夕食はＯ氏がメニューを考え、買

い物、調理をして食べる。昼食のみ食堂で他利

用者と食べる。 

③ 食材の購入後は用紙にレシートを貼り、収支

簿に記載。 

④ 居宅日誌を毎日記入、Ｏ氏に一日の振り返り

を行ってもらう。 

＜利用にあたって本人の希望＞ 

大学時代と離婚したときに自炊はしていたが、

レトルトの利用が多かった。煮物など作ってみた

い。 

 

○ 調理メニュー 

カレー、鱈のムニエル、鱈の照り焼き、キャベ

ツの炒め物、豆腐の味噌汁、焼きそば、スパゲッ

ティなど 

＜評価＞ 

買い物、家事動作、食費の管理も問題なく行え

ており、居宅日誌も毎日記載されておりＯ氏の居

宅移行の意欲が感じられた。一方、日中の過ごし

方では趣味が少なく、時間を持て余しているよう

にも感じられ、居宅移行後の日中の過ごし方とい

う課題もみえてきた。 

＜Ｏ氏の感想＞ 

調理は大変だったが、家事はできた。 
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＜結果＞ 

“さくら”を利用した評価を福祉事務所に伝え、

障害者サービスを調整し、サービスを利用して居

宅生活を行うこととなり、のぞみの家を退所する

ことができた。 

(2) ケース２：Ｔ氏（８日間利用） 

＜プロフィール＞ 

性別：男性 

年齢：66 歳 

障害：原発巣 Ｓ状結腸がん、肺・肝臓に転移。 

抗がん剤治療の効果が見られないことから

治療は中止。 

＜利用目的＞ 

施設内でインフルエンザが流行したことから、

バス・トイレが居室に設置されている“さくら”

を利用することで、行動範囲が“さくら”で完結

でき、抵抗力が弱いＴ氏への感染が予防されるこ

とから利用を行う。 

＜支援内容＞ 

食事の配膳、下膳は職員が対応。Ｔ氏は“さく

ら”で食べる。インフルエンザが蔓延している期

間は“さくら”で生活。 

＜結果＞ 

Ｔ氏はインフルエンザに罹ることなくインフル

エンザは終結した。 

(3) ケース３：Ｙ氏親子（26 日間利用） 

＜プロフィール＞ 

（母）性別：女性 

年齢：51 歳 

障害：生活困窮に伴うホームレス 

（子）性別：男性 

年齢：16 歳 

障害：自閉症 

＜入所経緯＞ 

母親は仕事をしながら居宅で生活していたが、

腰痛を発症し仕事ができなくなる。収入が減り居

宅を失い、生活保護の申請に至る。施設入所時に

は居宅移行の目処がついていたため、一時入所事

業での利用となる。 

＜利用目的＞ 

のぞみの家は全室２人部屋であり、親子での利

用受け入れは初めてであった。 

息子の障害も考慮し、“さくら”を利用すること

とする。 

＜支援内容＞ 

母親から、｢息子は集団の中に入るのは難しいた

め配慮してもらいたい。｣と希望があり、食事は食

堂まで取りに来てもらうが、食べるのは“さくら”。 

入浴・トイレについても“さくら”を利用する。 

＜変化＞ 

夜間、寂しさから息子が母親のベッドに入り込

む様子が見られた。食事は退所時まで居室で摂取

していたが、始め母親が食事を食堂まで取りに来

ていたのが、次第に息子も食堂まで食事を取りに

来るようになる。 

母親は他利用者と喫煙場で話をする姿が見られ、

とても社交的。息子は自分から施設内を歩く様子

は見られず、唯一食堂に食事を配下膳するのみで

あったが、その際、職員に毎回礼儀正しく挨拶を

することができていた。 

＜結果＞ 

母親、息子ともに、施設生活内で２人の生活を

保持しつつ、施設のフォローを受け居宅移行まで

の期間生活を送ることができ、退所となる。 

(4) ケース４：Ｓ氏（８日間利用） 

＜プロフィール＞ 

性別：女性 

年齢：62 歳 

障害：中等度精神発達遅滞 

＜利用経緯＞ 

のぞみの家の在所期間約５年。居宅生活訓練事

業に参加し終了。その後、施設近隣で居宅生活を

始めた。入所中は特に大きな病気にかかることも

なく、病院に通院することも、服薬もなかった。 

居宅移行時、金銭管理や書類の手続きなどの不

安もあり、のぞみの家の通所事業を利用して、Ｓ

氏がのぞみの家に来る通所と職員がＳ氏の居宅を

訪問することで生活全般の相談や支援を行いフォ

ローしていた。 

居宅移行 35 日目、Ｓ氏の友人から、「友人宅に

来ている本人の様子がおかしい。」と連絡があり、

職員が友人宅に駆けつける。結果、脳梗塞を発症

しており、救急搬送、19 日間の入院治療となる。 

＜利用目的＞ 

ほぼ後遺症もなく病院を退院することとなるが、

措置機関である福祉事務所からは、Ｓ氏の状態に

不安があり、「のぞみの家で短期間でもいいので評

価をしてもらいたい。」と話があり、すでにのぞみ

の家を退所した元利用者Ｓ氏の自負もあったが、

居宅生活が継続できるか評価を行うため、“さくら”

を利用することとなる。 

＜支援内容＞ 

食事はのぞみの家の食事を提供。職員によるバ

イタルチェックや服薬の確認を行いながら外出や

買い物は自由。入浴やトイレは“さくら”を利用

する。 
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＜結果＞ 

Ｓ氏の体調や生活状況の確認を行い、福祉事務

所に報告、再度居宅での生活が開始となる。 

 

４ 考察 

 

ケース１では、今まで車いすの利用者が居宅移行を

希望していても、バリアフリーで訓練できる場所がな

かったため、評価やシミュレーションを行わずに退所

したり、居宅移行に対し消極的になっていた利用者が

いたが、“さくら”ができたことにより、居宅移行のシ

ミュレーションを行うことに障害の有無関係なく実施

できることとなった。これにより、多くの利用者に安

心感を持って、スムースに居宅移行してもらうことが

できるようになった。 

ケース２では、病気を患い、感染症に気をつけて生

活している利用者の感染予防。“さくら”を利用するこ

とにより他者との接触が最小限に抑えられ、少しでも

安心して施設生活を送るお手伝いができたのではない

かと思う。 

ケース３では、今まで受け入れを行ったことがない

親子での受け入れケースであったが、“さくら”を利用

することで、施設で生活しながらも、親子での生活は

守られたのではないかと考える。 

ケース４では、居宅移行した利用者が体調を崩し、

再度のぞみの家を利用しなければならなかったケース

である。一度居宅に移行できたという本人の能力を職

員は見極めるため、“さくら”を利用して、できるだけ

居宅生活に近い環境を提供、評価を行うことができた。 

このように、個々のケースごとに、“さくら”の利用

経緯、利用目的は違っているが、“さくら”を利用する

ことにより、居宅移行の評価対象者の幅が広がり、緊

急や一時入所の受け入れ、利用者に対するサービスの

質の向上につながっていると感じる。 

 

５ おわりに 

 

救護施設は、社会のセーフティネットと言われ、社

会情勢に敏感に対応していく必要がある施設である。 

現在、利用者の障害別で言えば、環境の変化に弱く、

心身に影響を受けやすい精神に障害を有する方が多く

なっている。精神科病院から居宅移行のステップとし

てのぞみの家を利用している方も多く、より居宅生活

に近い環境の提供による、スムースな移行が求められ

る。 

また、ケースにあげたように、多種多様なニーズに

対応できる臨機応変な支援が求められ、施設でできる

環境の提供が支援の幅、サービスの質の向上につなが

る。 

今後もより多くの利用者の多様なニーズに応えられ

るよう、のぞみの家を退所する際は何かを得て帰って

もらう。 

“さくら”のイメージの文字通り、「のぞみの家から

卒業」として職員一同利用者を見送りたいと願う。 
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【平成29年度全事協実践報告・実務研究論文佳作入選論文】 

口腔ケアの充実を目指して～誤嚥性肺炎を減らす～ 

 

総合リハビリテーションセンター 特別養護老人ホーム 万寿の家  

碓井 秀樹、田中 奈々、尾崎 悠亮、石川 亮、野上 雅子 

（*尾崎 悠亮 H29.4/1付 丹寿荘へ異動） 

 
１ 実態調査 

 

平成 28 年４月、施設内の口腔ケアの現状を把握する

ために“ご利用者に十分なケアが行えているのか”と、

“職員は口腔ケアにどのような意識や印象を持ってい

るのか”という２つの側面から実態調査を行うことと

した。 

 

(1) ご利用者の口腔ケアに関する実態調査 

①目的；ご利用者の口腔ケアの自立度や頻度（１日

何回口腔ケアを行えているのか）、どのような問題

があるのかを明らかにすること。 

②対象；全ご利用者 

③方法；ユニットリーダーを中心に評価 

④内容；表１ 

 

 

 

 

表 1：ご利用者の口腔ケア状況実態調査表 

(2) 職員の意識調査 

①目的；支援員が口腔ケアに対して正しい知識を持

ち合わせているか、またどのような意識で取り組

んでいるか、口腔ケアを負担に感じているか、口

腔ケアについて知りたいことは何か等を把握する

こと。 

②対象；全支援員 

③方法；質問紙法 

④内容；口腔ケアの重要性の認識度、誤嚥性肺炎と

の関連性の理解、ケア時の身体的疲労と精神的負

担、ケア時の感染症に対する意識や対応、口腔ケ

アに関する指導や研修の受講の有無と希望、口腔

ケアについて知りたいこと（歯ブラシの持ち方、

歯ブラシの歯へのあて方、歯磨きの回数、歯磨き

にかける時間、歯磨きの時の姿勢、うがいの誘導

の仕方、義歯の着脱の仕方、口を開けてもらう方

法、拒否の強い人への対応の仕方）、口腔内確認時

に意識している場所（口唇、上歯、口の天井、舌

頬、歯茎、下歯）。 

 

 

 

 

 

 

 

要旨抄録  

平成27年の介護保険法改定にて、特別養護老人ホームの入所要件が原則要介護度３以上になりご利用者の重度

化また高齢化が進んでいる。その影響もあって、当施設では誤嚥性肺炎による入院が続いており、ご利用者の生

活の質の低下や稼働率の減少に繋がっていた。高齢者は特に、就寝中に口腔内で繁殖した細菌を誤嚥したり、胃

からの逆流物をうまく吐き出せずに気管に吸い込んでしまった時に誤嚥性肺炎が起こると言われている。その要

因として、口腔ケアが不十分なまま日々を過ごしていたり、臥床していることが挙げられる。誤嚥性肺炎の予防

の為には口腔内の細菌を減らすことが重要であり、口腔ケアは命に直結する支援であるが、３大ケアといわれる

食事・排泄、入浴介助に比べて重きを置かれない面がある。ご利用者が快適により安全に生活できるよう、当施

設における口腔ケアについての現状を把握し、ケアの見直し・改善を図る為に行った取り組みについて報告する。

 

キーワード 

口腔ケア、認知症ケア、誤嚥性肺炎予防、多職種連携 

 満足度 頻度 口腔ケア自立度（複数回答可） 口腔ケアにおける困りごと（複数回答可） 

 ③ 

う
ま
く
で
き
て
い
な
い 

② 

で
き
て
い
る
が
不
十
分 

① 

問
題
な
い 

④ 

１
日
１
回
未
満 

③ 

１
日
２
回
未
満 

② 

１
日
３
回
未
満 

① 

１
日
３
回
実
施 

歯
磨
き
動
作 

自
立 

終
了
時
チ
ェ
ッ
ク 

仕
上
げ
磨
き 

一
部
磨
き
介
助 

全
介
助 

う
が
い
介
助 

義
歯
脱
着
介
助 

そ
の
他 

な
し 

⑭
そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑬
噛
ま
れ
る 

⑫
歯
間
や
歯
の
穴
の
残
渣
物
が
と
り
に
く
い 

⑪
出
血
し
や
す
い 

⑩
口
臭
が
強
い 

⑨
舌
の
汚
れ
が
と
れ
な
い 

⑧
歯
が
グ
ラ
グ
ラ
で
歯
磨
き
が
し
に
く
い 

⑦
う
が
い
が
で
き
な
い 

⑥
義
歯
を
は
ず
し
に
く
い 

⑤
歯
磨
き
が
大
雑
把 

④
チ
ェ
ッ
ク
を
嫌
が
る 

③
口
は
開
け
る
が
大
き
く
開
か
な
い  

②
口
を
開
け
な
い  

①
拒
否
が
あ
る 

A 様 1 ・ 2 ･ 3 1 ･ 2 ・ 3 ･ 4          1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 10 ・ 11 ・ 12 ・ 13 ・ 14 
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これらの調査表は支援員、作業療法士にて作成した。

さらに、より専門的な視点を取り入れるために、当施

設の非常勤歯科衛生士、法人内の言語聴覚士からも助

言を得た。 

 

２ 実態調査の結果 

 

当施設は従来型ではあるが、中棟、西棟、北棟の３

つのユニットに分かれて個別ケアを推進している。調

査は全棟・全支援員に対して実施したが、特に中棟に

おいて口腔ケアに課題が多いとの調査結果が出た。中

棟のご利用者は他棟のご利用者と比較して認知症症状

が進行している方が多く、ケアに対する拒否や抵抗、

発動性の低下、ADL 介助量の増大から介入の難しさが

ある。その為、今回の取り組みは中棟を中心に行い、

ご利用者33名・支援員10名を取り組みの対象とした。 

 

(1) ご利用者の実態調査結果 

①頻度：１日３回、確実に口腔ケアをできている方

は 13 人（40％）で、3回未満の方が 20 人（60％）

と低頻度のご利用者が多い結果となった。（図１） 

 

 

 

図１：口腔ケアの頻度 

 

②自立度：自分で歯磨き・うがいが可能で最後に職

員が口腔内の目視確認のみを行う自立者は４人と

少なく、歯磨きやうがい、義歯磨き等何らかの介

助が必要な一部介助者は 11 人、全介助者は 18 人

という結果であった。 

③口腔ケアに対する拒否：口腔ケアの困りごとの一

つとしてケアに対する拒否があるが、中棟のご利

用者 33 人中 10 人に拒否があった。 

 

(2) 職員の意識調査 

口腔ケアを重要でないと感じている職員はいなか

ったが、全ての職員が高い重要性があるとは感じて

いないという結果となった。誤嚥性肺炎との関連性

についても認識が不足している様子が伺え、感染症

対策についても認識や対応に差が生じていた。 

（図２） 

 

図２ 

 

①口腔ケアの重要度の認識 

 

 

②誤嚥性肺炎との関連の理解 

 

 

③ケア時の感染症の意識 

  

1日3回, 13人, 40%

1日3回未満, 

10人, 30%

1日2回未満, 7人, 21%

1日1回未満, 3人, 9%

とても重要, 

8人, 80%

まあ重要, 

2人, 20%

少し重要, 0人, 0% 重要でない, 

0人, 0%

知っている, 8人, 80%

少し知っている, 

2人, 20%

知らない, 0人, 0%

意識している, 

8人, 80%

少し意識している, 

1人, 10%

意識していない, 

1人, 10%
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また、口腔ケアに精神的負担や身体的疲労を感じて

いる支援員が多くみられた。（図３） 

 

 
 

図３ 口腔ケアにおける負担や疲労感 

 

口腔ケアにおける知りたいことは拒否のある方への

対応が最も多く、口をあけてもらう方法、歯ブラシの

歯へのあて方、うがいの誘導方法と続いた。 

自由記述欄では、人手が足りず時間をかけることが

できない、多人数のケアを短い時間で行うことが大変

といった意見があり、決められた時間内にケアを行う

ことの難しさがあった。口腔ケアの優先順位は他のケ

アに比べると高くない、１日１回就寝前のケアでよい

のではといった口腔ケアの重要性を低く考えている意

見もあった。 

 

３ 口腔ケアの充実に向けての取り組み 

 

ご利用者の実態調査からは介護拒否があり口腔ケア

の実施が低頻度となっていることが問題として挙げら

れた。また、職員の口腔ケアの重要性に対する理解は

不十分で、時間がないことや介護拒否にうまく対応で

きていないことからご利用者に必要十分なケアを行え

ておらず、職員にも精神的負担・身体的疲労が生じて

いるという問題が挙げられた。これらを解決すべく、

様々な取り組みを行った。 

 

(1) 口腔ケア推進チームの設置 

口腔ケアの推進において、中心となるメンバーを

４名選出した。推進チームのメンバーで抵抗や拒否

のあるご利用者に対して口腔内の状態をアセスメン

トし、誤嚥性肺炎の高リスク者のリストアップを行

い、優先順位を決定して積極的に口腔ケアを行うよ

う取り組んだ。他支援員に対して積極的にケア方法

を指導し、介護拒否・抵抗があったとしても毎食後

口腔ケアの言葉をかけるようその都度促した。また、

できるだけ負担や疲労を軽減できるよう業務の流れ

を調整し、口腔ケアの時間をとれるように環境を整

えた。さらに、口腔ケアにおける困りごとや気づい

た点については、今まで以上に細やかな記録をとり、

解決策を検討した。 

 

(2) 専門職による研修の受講 

①法人内専門職による研修の実施 

支援員の口腔ケアについての知識・技術にはば

らつきがあり、同じレベルで口腔ケアを行えるよ

う前述した歯科衛生士と言語聴覚士から研修を受

けることとした。言語聴覚士からは誤嚥性肺炎に

ついてとその予防のための口腔ケアの重要性につ

いて講義を受けた。歯科衛生士からは、口腔ケア

の方法について実技を交えて講義を受けた。（図４） 

研修前にはご利用者の実態調査と職員の意識調

査の結果を講師に見て頂き、誤嚥性肺炎と口腔ケ

アとの関連や感染症を意識した手袋を着用したケ

アの方法や口腔ケア物品の管理方法、口腔内の観

察ポイントといった当施設で徹底できていないこ

とや改善すべきこと、さらに介護抵抗のある方へ

どのように介入するとよいか、口を開けやすくす

る方法等の職員が知りたいことを講義の中に取り

入れて頂いた。 

 

 

図４ 研修場面 

 

②外部研修の受講 

さらに知識や技術を深めるために、推進チーム

のメンバーが認知症の口腔ケアについてピックア

ップした外部研修を受講し、色々な情報収集に努

めた。 

 

(3) 知識・技術の伝播 

①研修の伝達 

専門職からの講義や技術指導は有意義なもので

あるが、全支援員が受講することは困難である。

口腔ケアの研修を受けた職員がユニット内の全職

員に対して OJT を行い、口腔ケアに関する必要性
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・重要性の理解を深めた。受講した職員が他の職

員へ確実に伝達することにより、棟全体での知識

の共有と技術レベルの向上を図っていった。 

②口腔ケアの支援員間での体験 

図５は、実際にうがいの体験を支援員同士で行

った場面である。ご利用者側、介助者側として２

人がペアとなり、ご利用者側は目を閉じ、介助者

側は言葉をかけないままコップの水をご利用者に

ふくめるパターン、言葉をかけてふくめるパター

ンを経験した。実際に体験してみて、コップの縁

を下唇にあてると開口しやすいこと、うがいの際

に口にふくめる一回の適切な水の量の調整といっ

た一つひとつの動作の留意点を確認することがで

きた。言葉かけに対する重要性や、相手に言葉だ

けでなくどう伝えるか、また伝わるまで待つケア

を行うことを再認識できた、といった意見が聞か

れた。 

 

図５ 支援員同士でのケアの体験 

 

③口腔ケアアセスメントシートの改良 

当施設では、定期的に歯科医師・歯科衛生士に

よる口腔ケア指導を受けている。その際に施設内

で運用していた口腔ケアアセスメントシートはご

利用者の状態を把握する為に活用されており、指

導内容を記入する項目がなかった。その為、前回

の指導内容が確認しにくい状況であった。より正

確に指導内容を残し、指導後のケアに生かせるよ

うにその場で指導内容を記述する欄を設け、記入

後は必ずリーダーの確認を受けて回覧するように

運用方法を変更した。また、ADL や口腔内の状況

等はチェック方式となっていたが項目は多く、更

新されていないこともあった為、歯科医師・歯科

衛生士と相談して必要項目を厳選した。（表２） 

 

 

 

表２ アセスメントシート改良版 

 

 

(4) ご利用者への介入の統一 

研修や指導を受けたことをもとに、口腔ケアの介

入方法の統一を図った。 

①「言葉かけ・促し・誘導の段取り」の統一 

まずは「今から口の中を磨く」ということを認

識して頂けるよう、言葉かけだけでなく洗面台へ

誘導して視覚的な手がかりを提供した。言葉かけ

は後ろからではなく必ず前から視野の中に入って

行い、笑顔で目を合わせ、向き合い、訊いて笑顔

や言葉が返ってくるのを待ち、そこで初めて相互

の関係性が生まれて行為を始められるよう介入し

た。また、認知症の方は特に恐怖心が強いため、

最初の言葉かけにあたり口腔ケアを行う前はご利

用者の肩に触れて言葉かけを行うよう統一した。

こうしたことを続けることにより、「今から口の中

を磨く」ということをご利用者は認識し、恐怖心

が和らぎ、介護拒否や抵抗の減少に繋がるように

ケアの統一を図った。また、介護拒否がある場合

でも毎食後に必ず口腔ケアの言葉をかけることに

より、ご利用者が口腔ケアを行うという環境に慣

れていただけるように日々取り組んだ。 

②介護抵抗のある方への介入 

口腔ケアを行えていないご利用者の中には介護

抵抗のある方が多かった。抵抗されるのには必ず

作成者

記録日

氏　名　　 様 □男・□女 介護度

生年月日　　 年齢 入所日

現病歴　　

感染症

食事状況

嚥下

栄養摂取方法

食事形態

口腔状況

口腔清掃度 口腔ケア頻度

義歯の装着

義歯の洗浄

口腔観察 歯の状況

口腔の状況

開口状況

備考

口腔ケア指導 平成　　　　年　　　　月　　　　日 支援員氏名

　＊指導を受けた内容を記載

口腔ケアの課題・問題点・教えてほしいこと

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　）

□問題なし　□ほとんど開けられない　□やや開けにくい　　　

□義歯使用　

　　□上（□総義歯・□部分義歯）　　　□下（□総義歯・□部分義歯）

□義歯は使用していない　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□問題なし　　　　　

□食物残渣がある（全体・部分）　□舌の汚れ（全体・部分）

□口臭がある　（強い・ややある・なし）　□傷・腫れがある（　　　　　　　）

歯磨き
□自分でできる　□仕上げ磨きが必要　□一部介助　□全介助

□拒否がある　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□できる　　□一部介助　　□全介助　　　□その他　　□義歯なし

□できる　　□一部介助　　□全介助　　　□その他　　□義歯なし

□自分の歯：上（　  　）本　　下（　  　）本　＊残根含む

□経口　　　□経管

□普通食　　□刻み　　□ミジン　□ムース　　□ミキサー　　□その他（　　　　　　　　　）

□朝　　□昼　　□夕　　□おやつ後　□その他（　　　　　　　　　　　　 　）

うがい
□問題なくできる　□体を揺らしてできる　□促しがあればできる

□水を飲みこんでしまう　□できない　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□あり（□B型肝炎　□C型肝炎　□梅毒　□MRSA　　　　　　　　　　　　　　）　　□なし

摂取自立度
□自立　　□一部介助　　□全介助　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コメント（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□問題なし　□嚥下遅延　□嚥下が弱い　□時々ムセる　□よくムセる

口腔ケアアセスメント表   ―万寿の家―　　
平成　　年　　月　　日

大正・昭和　　年　　月　　日 平成　年　月　日
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理由がある。日頃の口腔ケアの様子を観察・アセ

スメントすることで、痛みからの恐怖感による抵

抗や拒否が見られること、1 日 1 回でよいと言わ

れる生活習慣からくるもの、認知症により時間や

場所、やり方がわからないといった個々のご利用

者の要因を探ることができた。 

③職員の負担軽減を考慮した介入方法 

時間がないという理由のために積極的な口腔ケ

アの言葉かけを行えていない現状があった為、無

理せずストレスのない口腔ケアを行えるよう検討

した。介護抵抗のある方にケアを受け入れてもら

うことはご利用者の負担もあるが、職員側の負担

も大きい。その為、全利用者に対して初めから完

璧にしようとするのではなく、推進チームで決め

た優先順位をもとに取り組む利用者を徐々に増や

していった。また、抵抗の強い方は、１回の口腔

ケアで完璧にしようとしなくてもよいこととした。

例えば朝食後は上側の口腔内だけ、昼食後は舌だ

け、といったように部位別に分けてトータルで口

腔内全体を磨けたらよいというルールとした。ま

た、必ずしも食後に行う必要はなく、時間がある

時に口腔ケアを行うことも実践した。介護抵抗の

強い方については支援員だけの関わりではなく、

歯科衛生士や看護師に定期的に口腔ケアを行って

もらった。 

 

４ 再調査 

 

平成 29 年 1月に再度、４月に行った調査を行った。 

 

(1) ご利用者の実態調査（取り組み後） 

①頻度：１日３回未満の低頻度のご利用者は９人 

（24％）と減り、毎食後口腔ケアを行えているご利

用者が 25 人（76％）と上昇した。（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 口腔ケアの頻度（取り組み後） 

②自立度：初回調査時と大きな変化はなかった。 

③口腔ケアに対する拒否：初回調査時に 10 人いたの

が５人と低減し、そのうちの３人も拒否の程度や頻

度が少なくなっている。 

 

(2) 職員の意識調査 

口腔ケアの重要性や誤嚥性肺炎との関連の知識、

感染症への意識は全支援員が認識できるようになっ

た。（図７）また、口腔ケアのストレスについても軽

減した。（図８） 

 

図７ 

 

①重要度の認識（取り組み後） 

 

 

②誤嚥性肺炎との関連（取り組み後） 

 

 

③感染症の意識（取り組み後） 
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図８ 負担や疲労感（取り組み後） 

 

５ 考察 

 

(1) 介護抵抗があった場合でも、毎食後口腔ケアを行

うようご利用者に言葉かけを行い、タッチングや視

線を合わせること、笑顔での対応等、介入方法を統

一したことで職員のご利用者への言葉かけが職員本

位の流れ作業ではなく、ご利用者に合わせた対応が

できるようになった。また、ご利用者自身が口腔ケ

アを行うという環境に慣れ、生活の流れの中の一部

となった様子が伺えた。 

 

(2) これまでは口腔内の衛生状態が良くないために痛

みや炎症が発生し、それが口腔ケアに対する恐怖心

となることで介護抵抗に繋がり、ますます支援員に

よる介入が出来なくなるといった負の循環が発生し

ていた。しかし、段々とケアの回数が増えていった

ことによって口腔内の環境が良くなり、痛みや炎症、

恐怖心が和らいでいった。その結果、介護抵抗が減

少し介入しやすくなるといった正の循環が生まれた

ことが、抵抗が減った要因の一つであると考える。 

 

(3) 専門職による研修を受講するだけでなく支援員同

士で OJT を行い、知識や技術の伝達を確実に行った

ことにより、各支援員の口腔ケアに関する知識・技

術が向上した。このことにより精神的負担・身体的

疲労が減り、苦手意識も減少した。さらに、口腔ケ

アを支援員間で行い体験したことにより、相手に伝

わるまで待つケアを行うことや、一つひとつの動作

の留意点を確認でき、言葉かけに対する重要性を再

認識できた。 

 

(4) 歯科衛生士や言語聴覚士から研修や様々な助言を

いただいたことで、どういったことに取り組めばよ

いかがより明確になった。また、歯科衛生士からは

ご利用者の口腔内の残渣物や汚れが減ったとの評価

を得た。さらに、調査は歯科衛生士による口腔ケア

や支援員への指導に役に立ったとのことで連携が強

化された。 

６ まとめ 

 

今回の取り組みにおいて口腔ケアの向上が口腔内の

清潔保持にとどまらず、ご利用者をより深く理解し関

わる機会となり、ご利用者の生活の質の向上につなが

った。口腔ケアにおける成果は見られているが、誤嚥

性肺炎によるのべ入院者数は平成 27 年度 22 名、平成

28 年度 17 名と大幅な減少には至らなかった。誤嚥性

肺炎を起こさないためには、食事介助の方法等、口腔

ケア以外の誤嚥性肺炎の原因となるケアについても積

極的に取り組んでいく必要がある。口腔ケアの今後の

課題としては拒否や抵抗をより一層減らすために、も

う一度、普段の様子を深く観察しながら、入所される

までの生活習慣をご家族にも伺い、他職種と連携しな

がら抵抗理由を再検討していくことが必要である。そ

して、今回の取り組みで終わりにするのではなく今後

も継続して取り組んでいけるよう、新しい職員にも確

実に引き継いでいき、他職種と連携しながらサービス

の質の向上に努めていきたい。 
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セルフ・ヘルプグループの設立に関わって 

～支援者としての気付き～ 

 

総合リハビリテーションセンター 職業能力開発施設 吉田 勝彦 

 
１ セルフ・ヘルプグループ設立支援の契機 

 

私が、相談支援を行ってきた登録者の一人、Ｔさん

（発達障害）は「同じ障害を持つ仲間と知り合いたい、

生活上のさまざまな課題をどう解決しているのか知り

たい、地域でどんな暮らしをしているのか教えてほし

い」という要望を話されていた。Ｔさんは高学歴で就

職後に障害の診断を受けた方である。発達障害のある

方たちは一見して障害があるとは分からない見えない

障害であることもあり、一般社会に出てから同じ障害

を持つ者同士が、お互いを知り合う機会は少ない。 

私たち支援者は職務上、発達障害の方の支援を行い、

出会うことは日常的であるが、当事者同士が出会う場

についてどのように設定すればいいのかは考えあぐね

ているところであった。利用者の方同士を単に引き合

わすだけの設定を意図してみてもそのときだけの関係

であったり、お互いの目的が合致するとは考えにくい。

Ｔさんの要望されているようなお互いの生活について

語り合うことで同じような生活上の困難さや生きづら

さについて共感できるような場の設定が必要であった。 

そんな中、Ｔさんは自ら行動を開始し、インターネ

ットで発達障害者の当事者の人たちが集まっているセ

ルフ・ヘルプグループの存在を探し自らいくつかのグ

ループに参加体験していった。体験を通して彼は、セ

ルフ・ヘルプグループの存在意義を強く感じたようで

ある。同じような障害を持つ方と出会えたこと、グル

ープ活動を通して、同じような体験を持っている方の

話を聞いたり、自分を受け入れてもらったことに感銘

を受けていた。自分の地域にも同じようなグループが

あれば、という思いが更に募っていったのだと言う。

そして、自らが会の設立をしてみたいと支援を受けて

いるＮ市の相談支援事業所の相談支援専門員Ｆさんと、

私の所属する就業・生活支援センターに助言を求めな

がら会の設立にむけて動き出すことになる。 

 

２ 設立への支援 

 

Ｔさんの熱い思いを受け、そういう会が地域にあれ

ば当事者の方にとってきっと貴重な場所になるはずで

あると私たちも支援に乗り出した。 

要旨抄録 

平成 27 年度障害者就職状況報告(1)によると、就職件数、求職者の増加と障害者就労の伸びが示される一方、

就職継続が長続きしていない実態も明らかになり定着支援について課題とされるようになっている。就労支援は

就職のみ目指すのではなく、障害のある方が働き暮らし、自立を支えることを目的としなければならない。就職

を支える生活面の支援は、障害のある方の住居の問題、収入の問題、家族の問題、余暇や友人など多面にわたる。

これらは就労継続の大きなファクターとなっている。 

私が所属した北播磨障害者就業・生活支援センターにおいても就業の支援と生活の支援の両面を一体的に行う

センターの役割として就職者のアフターフォローを行ってきた。 

支援スタイルとしては、ご本人と支援者との面談、あるいは事業所（企業）を訪問し、雇用管理の相談や助言

を行い、福祉サービス関係者とは生活面や医療面、地域のご近所さんとのつきあいに至るまでアウトリーチの支

援を中心に行ってきた。今回、生活面の活動の支援として当事者の方がセルフ・ヘルプグループを設立し活動を

開始するまで支援してきたことを報告する。 

セルプ・ヘルプグループは患者会や家族会など当事者同士の助け合いの会であり「自分たちの」「自分たちによ

る」「自分たちのための」グループである。障害のある方同士が出会い、自らの課題を持ち寄り、集い、体験を語

り合うことで精神的な救済や生活面の問題を解決することができる優れた活動である。その意義するところは、

我々支援者にはできない優れた面がいくつもある。福祉サービスを受ける側、提供する側の二面で考えるのでは

なく、支援者自らが当事者の方への支援のあり方を見直すことができる。 

 

キーワード 

セルフ・ヘルプグループ、発達障害、共感、相互援助 



-13- 

Ｔさん個人ではできない部分、会場や情報宣伝活動

などについて支援を行うことにした。会場となる場所

はＦさんのご厚意で法人事務所をお借りすることがで

きた。第１回の開催日や内容はＴさん自らが体験して

きた活動内容からヒントをいただき、自ら構想された。

チラシづくりやネットの SNS での広報はＴさん自らが

作製した。 

Ｔさんはこの会のネーミングを「成人発達障害サロン 

しぇあ」と名付けた。SNS で使われている「share」と

「共有」・「共感」したいとの思いからであった。（図１） 

会の準備は着々と進んでいたが、問題はどうやって

会に参加していただく人を集めるかであった。Ｔさん

とＦさんは圏域の相談支援事業所や発達障害者支援セ

ンターなどにチラシを作成して紹介して回った。ただ、

受け取った支援者からは当事者の人たちにチラシを手

渡しするだけで参加を促してもよいものか、どんな会

なのか心配という懸念があった。またチラシだけを見

て会の趣旨にあった方が参加されるのか、一見さんで

終わってしまわないかなど考えるべきことが多々あっ

た。１回の開催日に希望通りの参加者が集まるかは未

知数であった。 

そこで、私と相談支援専門員Ｆさんは、お互いに担

当する当事者の方との相談の機会に会の発足について

お知らせし、会の趣旨を説明して参加を勧めた。そし

て、最初は支援者と担当している支援対象者の方とで

一緒に参加してみることとなった。結果としてこのこ

とが支援者の私たちにご本人の心境の変化や参加の効

果を発見させてくれるきっかけとなった。 

 

 

図(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 会の運営と進行づくり 

 

会の目的や参加条件などさまざまなルールが必要に

なるが、Ｔさんは他のセルフ・ヘルプグループに参加

しながらそのノウハウも伝授してきてもらっており、

次のようなルールで始めることとなった。既に活動し

ている会は新発足する会に対して親切なアドバイスを

してくれており、こうした会については安心して自分

のことが話せる場、批判もされず、失敗も許される場

になるように特に工夫がされていた。 

「サロンを安全で居心地のいい場所にするために、

以下のような大まかなルールを設定しています。ルー

ルを守り、楽しいサロンにしていきましょう」 

（図２・３） 

・ 体験を語り合うときは、「言いっぱなし、聞きっ

ぱなし」を心がける。体験はその人だけのもので

す。相手の話を聴くことも、自分を知ることにつ

ながっています。 

・ 他人への批判、説教や政治的または宗教的な主

張はしない。これまで誰にも分かってもらえなか

ったことでも、ここでなら話せる、共有できる。

そんな温かい雰囲気のサロンになればと考えてい

ます。 

・ 人それぞれ、特性の度合いや生活環境、生育状

況などは異なります。望まないアドバイスや反論

は相手の役に立ちません。アドバイスは特に求め

られたときだけに留めるようにしましょう。話を

聴いて思ったことや、自分はこうしている（いた）

という体験があれば共有します。 

・ サロン内で聞いたことは他言しない。勇気を出

して、今までのつらい体験を話される方もいます。

その方が安心して話せるように、サロン内で見聞

きしたことは他の場所では他言しないようにしま

しょう。 

 

 

 

（図 2）（図 3） 
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４ 障害特性ゆえの苦労と共感 

 

第１回目の会合は、発達障害の特性ゆえの苦労が話

され参加者が共感できる内容であった。初めての会で

参加者が自己紹介を一通りした後、まだ診断を受けて

いないという方から「発達障害とはどういうものかわ

からないから教えてほしい。」、「情報によると自分もそ

うだと思うが皆さんはいつ障害に気付きどのように生

活されているのか知りたい。」との質問から始まった。 

参加者は自分が障害に気付いたときのことや自分の

障害名について打ち明けていった。今日初めて出会っ

た人の集まりであるにもかかわらず一人が話し始める

と皆真剣にうなずき、同じ障害名で共感しあい、話す

側、聞く側とも打ち解けていく様子が見てとれた。 

発達障害のある方の特徴として学生時代から学校や

人になじめず苦労してきた話や、早くから診断が出て

いて自分の障害と向き合ってきた人と、社会人になっ

て挫折した経験を持ち、診断が出るまでうつ病を発症

したり精神科の病院を回ったりして原因が不明のまま

であった人。診断が出たことで、いままでの自分の悩

みがいっぺんに理解できたという人もいた。現在の悩

みや不安についてそれぞれが自由に発言し、経験のあ

る人からアドバイスされたり、支援してもらう方法な

どを教えあったりすることで体験をわかちあうことが

できたようであった。同じ経験を持つ人はすぐに手を

挙げて「自分もそうであった」ことや出来事を発言し

ていた。参加者は自分が話すことに「自分もそうであ

った」と言ってもらえることが安心や生きていく力に

つながっていくセルフ・ヘルプグループの意義を痛感

させられた第１回目であった。 

 

５ セルフ・ヘルプグループに参加した方の変化 

（事例報告） 

(1) Ｎさんの場合 

Ｎさんは就労移行支援事業所を通じて一般就労し

た方である。思考の特性が極端で自己否定感が強い。

いつもこれで良いのかという気持ちが湧いてくるた

め、今の自分の仕事に達成感が持てず退職・転職の

相談によく来ていた。彼の勤める事業所からは働き

ぶりもよく、欠勤せずよく働くとよい評価を受けて

いたが、自分は 100%ではないと、評価を受け入れる

ことができず自信を持てなかった。そんなＮさんも

同じ障害の人たちがどのような職業生活をしている

のか知りたいという思いから今回の参加を決めた。

支援者はＮさんに働いている事業所からの評価を正

しく伝え、よく働いているとの評価を彼に伝える支

援を行ってきたが本人の納得を得ることができない

でいた。 

初めてこの会に参加したとき、彼は自分の障害特

性がよくわかったと言っていた。当事者同士で今困

っていることを話し合っていたとき、参加者の一人

から「自分たちはいつも白か黒かで物事を考えてい

るらしい。一般の人たちは 65 点でもよいと思えるん

ですよ。」と発言があった。 

それを聞いてＮさんは机に伏してしまい「そうだ

ったのか。」と唸ってしまった。彼の心情を察するに

自分の思考がまさに極端な思考であったことや、支

援者から何度も同じ助言を受けていたこと、納得で

きなかったこと、この場で他の同じ障害の人の発言

を聞いたことで自分自身のこととして考えることが

できたようで今までの自分の考えを省みることが瞬

時にできたようであった。 

支援者としては、その様子を見て対象者の方の考

えを合理的に説明して説得しようとしても本人の納

得が得られず、一般的な障害特性を語ったところで

本人に受け止めることができていなかったことを痛

感するとともに、当事者間で共感したり経験を聞い

たりすることはこんなにも効果的な面があることに

気付かされた。 

(2) Ｍさんの場合（就職の先を考えたい） 

Ｍさんも就労移行支援事業所を通じて一般就労し

た方である。彼の悩みは、今の職での待遇では将来

やっていけないと思っており、結婚適齢期なのに結

婚できないと悲観していることである。年上の参加

者から「世間一般の真似をして、何々をせねばなら

ないとか、何々するのが当たり前だとかいう考えに

縛られてしまうのも私たちの障害特性なのかもしれ

ない。」と発言された。それを受けて「結婚する、し

ないは自分で決めることで、しないことがおかしい

のではない。」、「世間は関係ない。」と言う意見や、

「結婚できるにはどうすればいいのか考えよう。」と

言った意見など多くの考えがその場で出された。こ

の話題には共感する人も多く、更に障害者雇用が最

低賃金の待遇であることや短時間労働であることへ

の不満も出され、自分たちの境遇やこれからの生き

方について考える機会となった。 

就労支援は就職することに目が移りがちである。

Ｍさんの希望であった一般就労が叶ったことで支援

者は彼のニーズは満たされたように錯覚してしまっ

ていた。生活の視点で働くことを見れば、彼の今後

の生活への希望を叶えることができる労働環境や生

活を維持していく収入のあり方、そのニーズを実現

していくためにできることを支援者としてともに考

えていくことが必要であることを感じた会であった。 

(3) Ａさんの場合（安心して話せる場） 

Ａさんは地域の相談支援員Ｇさんに連れられて参
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加した。会の参加の条件は成人、就労者などのルー

ルを決めて発足していたので在学中のＡさんは未成

年であったので例外的に許可をもらっての参加とな

った。 

Ａさんは在学中に受けたいじめなどが原因で引き

籠っており、なかなか外に出るのも難しい状況の中、

Ｇさんに背中を押されて参加していた。年長者が多

い中で緊張しながらも自分の体験を徐々に話してい

った。Ａさんが自身を語った内容は、障害特性故に

他人の気持ちがわからず苦労したことやそのことが

きっかけでいじめられたりしたこと。何よりも人に

は裏表があって、言葉や表情からは真意がつかめな

かったことがなによりショックであったと言う。 

この話を受けて「自分もそうであった。」と次々に

参加者から発言があったことで彼の緊張感はどんど

ん和らいでいった。Ａさんに向けて話している言葉

は同じ苦労を経験した者同士の共感が更に深まって

いく時間となった。 

この会の参加者の多くが障害に気付いた時期が遅

く、学生時代は普通高に通っていた人がほとんどで

あったことから、同じように友達や先生との関係、

クラブ活動や仲間との人間関係のトラブルを多く経

験してきていることが発言からわかった。私の知っ

ている参加者の方からもそんな苦労をしていたのか

と初めて聞く話がたくさんあり驚いた。 

参加した方たちはＡさんへのアドバイスを発言す

ることで、過去の自分を振り返り自分を見つめ直す

ことができたようであった。今回の参加者は自分が

自分の体験を話すことが結果として相手の援助役を

していることに気づくことができ、「自分も人の役に

立つことができることに気づいた。」とある参加者か

ら感想を聞くことができた。また、引率者のＧさん

は「家族とも話さないＡさんがこの場ですらすらと

話している姿を初めて見て驚いた。」と話された。 

(4) Ｉさんの場合（ピアサポーターとして） 

Ｉさんは他府県の方でありながら時間を掛けてわ

ざわざ参加されていた。地元で同じような自助グル

ープの活動をされてきた最も年長の方である。Ｔさ

んが体験参加したセルフ・ヘルプグループの参加者

であり、地元で自助グループをつくりたいという話

を聞き、応援に来られていたのであった。セルフ・

ヘルプグループでの経験がある彼はセルフ・ヘルプ

グループの力をよく理解されており、自分の体験を

同じ障害を持つ仲間の役に立てれば、との思いから

参加されていた。彼は「同じ障害を持つ人や話すこ

とのできない子どもの気持ちを代弁することができ

ないか、通訳してあげることができないかと思って

いる。」と話された当事者ゆえにわかる本人の生きづ

らさにアドバイスを送る役割を会のなかで実践され

ていた。セルフ・ヘルプグループに参加することは

単なる参加者であるだけでなく、自分の経験や発言

が仲間に援助を提供できる人になることができ、自

信も持つことができ、生きがいももたらすのだと示

してくれていた。当事者のニーズをよく知っている

人が仲間を援助するピア・サポートが自然にできて

いた。 

 

６ セルフ・ヘルプグループの特徴 

 

今回のセルフ・ヘルプグループの活動に参加するこ

とでセルフ・ヘルプグループの活動意義について分か

ったこと。 

① セルフ・ヘルプグループは単なる当事者団体で

はなく、お互いの助け合いがなされる相互援助の

グループである。 

② 体験談を語ることは自分を見つめ直す機会にな

り、聞く人を助けることができる活動の中心であ

る。 

③ セルフ・ヘルプグループは専門職ではない自分

たちで運営するグループである。 

④ セルフ・ヘルプグループでは援助の受け手だけ

でなく援助の与え手になることもできる。 

 

７ 支援者が考えるべきこと 

 

このたび発足したセルフ・ヘルプグループの活動を

見届けてきた中で気づいたことは、支援者と対象者と

の距離である。最近福祉の現場でよく言われるように

なった言葉に「対象者に寄り添った支援を」という言

葉がある。人と人との共感的な関係を説明するとき、

私たち支援者は相手の立場に立つとか、寄り添うとい

う言葉を使う。支援者という専門職は支援の過程で本

当に対象者に寄り添った支援ができていたのであろう

か？私たち支援者は職務として客観的に対象者の方と

関わり、一定の基準に沿って仕事をしている。そのこ

とで対象者のパーソナリティやありのままをどれほど

知りえていたかという反省の思いがある。特に会への

参加を勧めた対象者のことについて自分はよく知って

いるという思い上がりがあったことに気づいた。自分

としては本人との面談や聞き取りを充分に行ったつも

りであったが、その思いをくみ取っていたのであろう

かという反省である。対象者が会の中で体験談を話す

とき、その話の内容を初めて聞くことの驚きと悩みを

抱えていたことの事実、丸ごと受け止めてくれる人を

求めていたことが分かる。 

支援対象の方の全てを理解することは到底できない
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であろうが、支援者–非支援者の関係性を重視するあま

り従来の支援方法ではどうしてもうまく解決に至らな

いこともあるということを知る必要があるのではない

だろうか。 

支援者側にとってセルフ・ヘルプグループは当事者

のグループであり専門的な支援とは一線を画している

ところがあるように思われがちである。しかしながら

セルフ・ヘルプグループには支援者にはできない力が

あり、当事者にとって同じ課題を抱えて生活している

人に出会うことで得られる問題の解決策や情報は大き

な意味を持つ。グループ内では「自分たちは」、「僕た

ちは」と話すため同じ問題として話し合える関係がで

きる。支援者は「あなた」「みなさん」と話すため距離

があるのだとわかった。 

「自分だけ」と悩んでいる方にとって「同じ仲間」

の存在とグループは大きな力になる。 

「医者が患者になるとき」『看護教育』第 16 巻 5 号

より引用 

「（中略）もうひとつ医療者が知らず知らずもちや

すい思い上がりの心は、「患者の心は何もかもわかっ

ている」と思い込んでしまうことだろう。たった一

人の患者の心でも、本当に知るのはなんとむずかし

いことか、このことは自分が患者になってみてはじ

めて分かる。ピント外れの言葉では、患者を当惑さ

せときには傷つけるだろう。思いやり、ということ

も、まず虚心坦懐、つまり先入観を持たずに患者の

心を知ろうとする姿勢から生まれる必要がある。そ

れには多少時間もかかるだろう。患者が折りにふれ

て示す言動や表情に対する敏感なアンテナのような

ものが医療者に備わっていたらよい、と思われる｣ 

 

『専門職としてのソーシャルワーカーが、セルフ

・ヘルプグループや当事者とかかわるときに問われ

るのは、かかわる人の「論理」である。パートナー

シップは、当事者の人たちと「人間として対等であ

る」ことが原点である。セルフ・ヘルプグループと

当事者の人たちが投げかけているものは、「本当の援

助とはなにか」という厳しい問いに他ならない。専

門職の人たちは自己改革を迫られているというべき

だろう。』（2）久保紘章（2004） 

 

８ 考察 

 

専門職が行う支援と当事者が行う相互援助は互いに

補い合うことができれば地域の貴重な資源となるはず

である。 

「成人発達障害サロン しぇあ」が活動を始めてよ

うやく半年が過ぎたところである。今後も私が支援者

としてセルフ・ヘルプグループにかかわり支援してい

くにあたり支援者とセルフ・ヘルプグループの関係に

ついて次のように考えた。 

(1) 会の回数を重ねることでお互いをよりよく知り仲

間関係が深まっていくものと思われる。会員個々の

要望やニーズが多岐にわたっていくことも考えられ

る。支援者としては初めて参加する人への受け入れ

や援助ができるしくみは残してほしい。セルフ・ヘ

ルプグループの存在価値である。グループが当事者

の人たちにとってどんな効果があるのか意味するも

のを十分に理解した上で支援者として当事者の方を

セルフ・ヘルプグループに紹介する道筋を作る。セ

ルフ・ヘルプグループに参加することで仲間を得て、

自己回復し、生きていく力としてほしい。 

(2) 北はりま圏域は、公共交通機関も少なく、南北に

長く不便である。現在はグループの中で助け合って

相乗りなどをしているが、交通手段を持たない方の

ため圏域の他市でのもちまわり開催などが実現でき

ないか。各市町村の支援者の連携で実現できないか

模索したい。 

(3) 支援者は専門的な知識や情報提供などで協力する

ことはできる。福祉の制度や障害についての知識等。

（一般就労するための知識、一人暮らしをするため

の支援等） 

(4) 支援者や専門職にセルフ・ヘルプグループの存在

やその活動について知っていただき応援していただ

く。 

(5) 支援者は専門職としてかかわることがあっても運

営やプログラムは自主性にまかせるべきである。支

援者がお膳立てする会合は自助グループにふさわし

くない。自主運営できるしくみづくりや参加者への

呼びかけの役割をする。 

(6) 上記と合わせて、現在の参加者を見ると開催地の

他、周辺都市からの参加者も多い。県内に居る方で

もこのような会へのニーズがあることがわかった。

そこで、新しいグループの結成があれば支援する。

当事者同士が出会える場や機会の設立を提供できる

ように会の立ち上げに意欲のある当事者の方を支援

する。 

 

自助グループには、患者会、家族会、親の会、等々

のさまざまな会が広がり市民権を得たといわれる。こ

れらの活動については先行研究も多数あり、活動の効

果については海外での実践を含め心理学的側面でも述

べられている。この点については、支援の実践を重ね

ながら学習していくべき課題としたい。 
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特別支援学校在校生を対象とした新たな取り組みについて 

 

総合リハビリテーションセンター 職業能力開発施設 興津 亜希子、河野 哲也 

 
１ 内容の検討 

 

新たな取り組みとしての初期評価を実施するにあた

り、まず評価内容の検討を行った。 

西神戸特別は職業科であり、カリキュラムとして１

年次に基礎実習である「トライやるＪＯＢ」（３日間）

と職場体験実習（５日間）が組み込まれている。その

職場体験実習との関連性を強化するため初期評価を実

習の一つとして位置づけた。従来の在校生職能評価と

は異なり、生徒だけという環境で行う検査のための作

業や訓練というのではなく、年齢も大きく異なる一般

利用者と共に作業を行うという環境の中で実施するこ

ととした。また、評価期間を２日間と短く設定するこ

とで、生徒にとっては短時間で力が発揮できることが

求められる形とした。 

学校の要望として、対象人数、実施期間等の制限が

あったため、試行ではあっても新たな評価ツールを開

発するのではなく、職能評価で通常使用し、実績のあ

る評価ツールを用いた作業評価を行うこととした。 

具体的には、短期間での評価をカバーするため、事

前情報の収集方法として、従来の在校生職能評価で使

用している利用申込書だけでなく、生徒像（個々の能

力）を推測、把握するものとして「厚生労働省編一般

職業適性検査（GATB）」の実施を提案した。それと同時

に、生徒の準備性（初期評価を行う意味を理解し、目

的を持って評価に臨む）を高めることを目的とした「職

業ガイダンス（社会人にとって大切なこと）」の実施を

提案し、学校を訪問して生徒全員を対象に実施した。 

また、新たな評価ツールとして、従来の在校生職能評

価では行っていなかった「パソコン評価（検索修正）」

も取り入れた。さらに、作業能力の評価には一般利用者

と共に取り組むピッキング作業とライン作業をするな

ど、１年次の実施ということもあり、作業内容は、既

存の在校生職能評価（基礎・応用）との棲み分けを意

識し、これまでと異なった作業種を選定することによ

り「初期評価」としての位置付けを明確にした。 

加えて、初期評価を実施するにあたり、新たな評価

票を作成した。学校との協議を重ね、評価内容（評価

の視点・作業種、環境の設定）、評価項目を選定し、学

校の通知表と評価票を照らし合わせ関連性を持つよう、

評価票の項目及び評価段階を決定した。 

 

２ 初期評価実施 

対 象 者 兵庫県立西神戸高等特別支援学校 1 年生（48 名） 

期 間 平成 29 年 7月 14 日～10 月 26 日 

場 所 職業能力開発施設 作業室 

評価担当 １グループ（最大４名）につき、主担当１名、 

副担当２名 

要旨抄録  

総合リハビリテーションセンター職業能力開発施設（以下、能開）では、これまで特別支援学校などの高等部

在校生を対象にした職能評価（以下、在校生職能評価）を実施してきた。 

評価を実施した生徒の進路を調査することにより、在校生職能評価の信頼性、妥当性等を検証している。また、

平成27年度には「職業能力開発施設における在校生職能評価の現況」として経年に渡って調査してきた進路調査

をまとめることで、今後の課題等を確認しており、今年度は、これらの結果をもとに評価内容の見直し、改善を

進めているところである。 

今年度、神戸市西区に開校した兵庫県立西神戸高等特別支援学校（職業科）〈以下、西神戸特別〉の進路担当教

諭との情報交換の中で、前任校において能開が行う在校生職能評価や、能開運営事業を利用していた経験を踏ま

え、１年生在籍者全員に職能評価を行えないかとの相談があった。同校では、１年次の職場体験実習を行った後、

２年次のコース選択を進めていくこととなっており、そこで在校生職能評価を判断材料の一つとして活用したい

との意図であった。 

従来の在校生職能評価とは想定学年が異なること、すでに調整済みの日程に組み込むことが困難であること、そ

して職業科のカリキュラム（コース選択）を見据えた職能評価が望まれることから、「１年次における職能評価」（以

下、初期評価という）を新たな取り組みとして、内容・方法を提案し試行的に実施することとした。 

 

キーワード 

特別支援学校在校生、職能評価、初期評価、評価ツール、評価票 
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頚髄損傷者の排泄動作拡大と生活の質の向上に向けた援助の事例研究 

 

総合リハビリテーションセンター 障害者支援施設 自立生活訓練センター 下村 春美 

 
１ 研究目的 

 

在宅で介護を受け生活する頚髄損傷者の排泄（排便

・排尿）管理や ADL の拡大、QOL の向上に向けた援助

について考察し、今後の課題を明らかにする。 

 

２ 研究方法 

 

(1) 研究期間：平成 25年 10 月～平成 29 年４月 

(2) 研究対象：頚髄損傷者 

（Zancolli 分類 右 C６BⅢ・左 C７） 

(3) 研究方法：事例研究 

(4) 倫理的配慮： 

利用者、家族に研究目的や内容、不利益からの

保護、匿名性の厳守とともに、事例内容は研究や

発表以外に使用しないことを説明し、研究への協

力について承諾を得る。 

 

３ 患者紹介 

 

対象者：Ｎさん 49 歳 男性 

病  名：頚髄損傷 下顎骨折 脊髄空洞症 神経因性

膀胱 

障害名：四肢麻痺 膀胱直腸障害 

 

受傷年月、原因： 

平成 19 年３月、仕事中にエレベーターに挟まれる。 

既往症：平成 23 年８月；脊椎腫瘍 OP 

受傷後疾病等： 

脊髄空洞症、受傷後気管切開（スピーチカニューレ

挿入中）、左斜視、視野狭窄（左下方は二重に見える）、

右頸部から上肢痛（ペインクリニック通院、ブロック

注射、デュロテップパッチ、痛み止め内服治療中） 

家族構成：妻 50 歳、長女 26 歳、次女 21 歳 

排泄管理： 

排便に関して、ベッド上で妻またはヘルパーの介助

を受けている。排尿に関して、昼は間欠的自己導尿用

セルフカテーテル（以下カテーテル）を使用し、妻の

介助導尿を受けている。夜は間欠式バルンカテーテル

（以下ナイトバルン）を使用している。 

気管カニューレの管理： 

カニューレからの吸引は、在宅では妻が介助してい

る。外出中は、ポータブルの簡易吸引器を持参し、食

事しなければほぼ喀痰はない。 

褥瘡： 

右第５足指側足底の褥瘡あり、技師装具士と PT とが

靴装具作成する。装具の除圧にて現在は治癒している

が、通所を休んでいた時期もあった。 

在宅でのサービス利用の内容： 

訪問介護（３回／週の入浴２回、清拭１回） 

要旨抄録  

兵庫県社会福祉事業団の運営する、総合リハビリテーションセンター内の障害者支援施設自立生活訓練センタ

ーでは、18 歳以上の障害者が入所・通所し、自立訓練（機能訓練、生活訓練）を行う施設である。脳血管疾患、

脊髄損傷、神経難病などの疾患、高次脳機能障害、片麻痺、四肢麻痺などの精神、身体障害を有する方が利用し

ている。基本的には、医学的なリハビリテーションを経て、更なる心身機能の回復に向けたリハビリと在宅での

環境調整、復職、復学、所外での公共交通機関の利用、買い物などの外出訓練、自動車運転訓練などを行い、社

会復帰を実現することが目標となっている。 

しかし、利用者の中には、医学的リハビリテーションを終え、在宅で生活されていた方が合併症や二次障害な

どの理由で、日常生活動作（以下ADL）が低下し、再び訓練を要する場合がある。当施設では、県内外の病院から

の紹介患者や在宅の障害者を入所や通所という形で受け入れ、ADL の拡大、生活の質（QOL）の向上を目指した機

能訓練、生活訓練も提供している。 

今回の事例では、家族やヘルパーの介助やデイサービスを受けながら在宅で生活している、気管カニューレ挿

入中の頚髄損傷者の排泄動作拡大の関わりから、ADLの拡大とQOLの向上について考察し、今後の課題をまとめた

のでここに報告する。 

 

キーワード 

頚髄損傷、ＡＤＬ、ＱＯＬ、排泄動作、在宅 
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時間座位保持

に排出できず

のみ実施し、

い。 

回／週の ST

入浴サービス

） 

の座位排便の

上で排便介助

づけが簡単で

希望に基づき、

間、シャワー兼

排便の指導を実

し座位がとれ

に注意し、血

師が介助しな

腸と摘便のリス

程度で、血圧変

。 

便を実施する

排便を実施す

住宅訪問する

ー兼用車椅子

車椅子を使用

作を実施する

具を使用する。

り映像を見な

して浣腸の挿

作は一連ができ

良があるため

法を指導する。

もらう。排便

、血圧の変動

ができない。

、座位での排

妻がベッド上
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T） 

ス） 

の指導 

助して

で、よ

、平成

兼用車

実施す

れるか、

血圧測

ながら

スクを

変動幅

る。 

する。 

る。ト

子を作

用し、

る。  

。肛門

ながら

挿入練

きるよ

め、下

下剤

便は、

動や疲

その

排便は

上で介

 

 

(2

（写

（写

2) 介助導尿

自己導尿

という利用者

16 日～４月

導を実施す

自己導尿

以下の通り

① 妻の付

受けた妻

できず

では外

② デイ

トバル

③ ナイ

っ張ら

④ ナイ

尿の流

 

写真１） 

写真２） 

からトイレで

のカテーテル

者と家族の希

27 日の期間

る。 

できず、介助

である。 

付き添いが常

妻と、看護師

、妻以外とナ

出できない。

サービスの看

ンを留置し利

トバルンを挿

ないかなど気

トバルンを挿

出が悪くなる

での自己導尿

ル挿入だけで

希望に基づき

間、トイレで

助導尿を要す

常時必要であ

師以外はカテ

ナイトバルン

 

看護師が不在

利用する必要

挿入している

気を使い活動

挿入し外出す

る。 

シ

兼

排泄支援

置を確認

挿入 

尿の指導 

でも、自立した

き、平成 29 年

での自己導尿の

するデメリッ

ある。導尿指導

テーテルの挿入

ンを抜去した状

在であれば、ナ

要がある。 

ると、バルンを

動しづらい。 

すると、濃縮尿

シャワー 
兼用車椅子 

援装置で肛門

認しながら浣

 

 

たい

２月

の指

トは

導を

入は

状態

ナイ

を引

尿で

門の位

浣腸を
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（経過） 

１日目： 

頸部と下顎骨折、気管カニューレ挿入の影響

で、頸部前傾に制限がある。利用者が鏡を使用

し、手元の尿道口の位置を確認しながら、カテ

ーテルの挿入を試みる。（写真３） 

まずは、カテーテルの挿入のみ評価し、セッ

ティングやペニスの取り出し、手指の消毒は介

助とする。 

カテーテル先端から尿の流出の確認が近くで

できるよう、空のペットボトルをドリンクホル

ダーに設置し、採尿できるよう工夫する。（写真

４） 

カテーテルの挿入は、尿道口の確認が困難で

誘導を必要とする。前立腺部分でのカテーテル

の押し込みに抵抗があり、介助を必要とする。

感染症のリスクを説明する。 

２日目： 

PTとOTと連携し、前開きのズボンを作成し、

ペニスの取り出しの練習をする。パンツの穴か

らのペニスの取り出しは困難で、介助を要する。

カテーテル挿入は、手鏡を使用することで、尿

道口の確認しやすく、カテーテル先端の挿入は

可能となるが、最後の押し込みは介助を要する。 

３日目： 

前立腺部分でのカテーテル挿入困難があり、

最後の押し込みは困難なため、洗濯バサミを右

手で把持し、左手でカテーテルを押し込む。右

手で洗濯バサミをしっかり把持することで、挿

入しやすくなる。（写真４～５） 

４日目： 

洗濯バサミで、カテーテルを固定し右手で把

持しやすくなり、カテーテル挿入が可能となる。

パンツの穴からペニスが出せず、パンツの改良

を OT に依頼する。 

また、手指消毒しやすくなるよう、小型の手

指用消毒剤を入れる容器を準備するよう、妻に

依頼する。 

次回、自己で手指を消毒するよう説明する。 

５日目： 

OT が作成した前開きズボン、パンツが完成す

る。ペニスの取り出しできる。（写真６） 

結果的には、自己導尿はカテーテル挿入のみ

に焦点を絞っていたが、準備からの一連動作が

可能となる。 

(3) 指導を終えて通所最終日のインタビュー 

① 妻： 

受傷が平成 19 年で、その間医療が進歩し、導

尿方法なども変化している。以前はナイトバル

ンもなく、妻が 24 時間導尿を介助し、訓練セン

ターに通所開始した頃は、体調が悪く更年期症

状があり、異常にイライラすると悩んでいた。

看護師のアドバイスで病院を受診し、漢方を処

方してもらい、すっかり今では、体調は良くな

った。色々と専門職に相談して、新しい知識や

技術を得られたことはとても良かった。 

②利用者： 

導尿が自立することで、自分一人で過ごす時

間が増えたこと、妻の外出時間が増やせること

が良かった。妻に介護してもらうことの申し訳

ないという気持ちが少し軽くなった。 

③妻： 

トイレで座位排便をするときに、利用者がと

ても嬉しそうだったことが印象に残っている。

準備には少しの手間はあるが、利用者が自分で

実施している間に、家事ができたので良かった。

また、自己導尿ができるようになり、妻以外の

家族などにも付き添いを依頼することができる。

外出時間が延長でき、自由な時間が増える。遠

方の買い物も行けるようになる。妻以外の付き

添いであれば、ナイトバルンを挿入して外出す

る必要があるが、ナイトバルン留置せず、妻以

外の付き添いで外出が可能となったので良かっ

た。 

④共通： 

利用者、妻ともにトイレでの座位排便と自己

導尿が自分でできたことは、メリットが多くあ

りとても良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) ベッド上

トイレで

から、シャ

動作練習を

（写真３

（写真

５

上介助排便か

での排便に近

ャワー兼用車

を開始する。

） 

真６） 

５ 考察 

からトイレで

近づけたいと

車椅子を用い

しかし、浣

改良パ

（写真

の座位排便指

いう利用者の

て、座位での

腸と摘便は血

鏡 

パンツ・ズボン

-23- 

真５） 

指導 

の希望

の排便

血圧の

ン 

セルフカテ

ペットボ

（写

変動を伴い

腸と摘便刺激

排出があり

ことで、更

また、座位

限、酸素血流

洗濯

テーテル延長

トルに入れ採

真４） 

、直腸刺激に

激で血圧が上

、血圧が低下

に血圧を低下

位での姿勢で

流の低下も認

濯バサミ 

長チューブを 
採尿する 

による過反射

上昇、その後

下する。座位

下させる。 

で胸部が圧迫

認められる。

大きめの

を使用し

くなる 

 

射症状がある。

後に便や浣腸液

位排便を実施す

迫され、呼吸の

そのような、

ペットボトル

の洗濯バサミ

し把持しやす

。浣

液の

する

の制

、身

ル 

 
す
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体の負担により、座位での排便は疲労が強く、長時

間座位で継続できない。便がすっきりあったという

満足感が得られない。結果的に、体の侵襲を考慮す

れば、より安全に排便することが優先され、ベッド

上介助排便することも増えている。このような、デ

メリットもあるが、排便方法の選択肢が増え、トイ

レでの座位排便で自然排便に近づけられる。排便動

作が少しでも自分でできる、妻の介護量を少しでも

軽減できる。という利用者と妻の満足感も得られる

というメリットがある。排便動作の ADL の拡大とと

もに、利用者と家族の QOL の向上につながったと考

える。今後、利用者の体調によりリスクも考慮しな

がら、座位排便を継続することが重要と考える。 

(2) 介助導尿から自己導尿の指導 

これまで、介助での導尿により、常に妻の介助を

必要としていたため過度な介護負担が生じて、身体、

精神面での影響も出ていた。導尿が自立すると、一

人での留守番時間の延長と、ヘルパーやボランティ

アのみの付き添いで、外出や外泊が可能となる。妻

以外のヘルパーやボランティアなどの付き添いで、

外出が可能となる。 

脊髄損傷者の導尿は、医療的援助を必要とし、利

用施設の制限が生じることも多い。在宅での訪問看

護や、訪問介護の利用状況も変わってくる。通所利

用が、半日から一日に可能となるなどのメリットも

多い。排尿動作の ADL の拡大とともに、利用者と家

族の QOL の向上につながったと考える。しかし、自

己導尿による不潔操作から、尿路感染症のリスクも

ある。衛生面に注意した、自己導尿を継続すること

が重要と考える。 

 

６ 結論 

 

今回の援助を通して、通所で専門職と相談ができた

ことは、利用者や家族の精神的な負担を軽減できた。

排泄動作が拡大することで、排泄に対する満足感を得

られるとともに、排泄介助を受けることへの精神的な

負担感も軽減できた。排泄動作の ADL の拡大を通して、

本人と家族の QOL の向上につながった。但し、座位排

便による体への侵襲、自己導尿による不潔操作から尿

路感染などの合併症のリスクもある。また、気管カニ

ューレを挿入しているため、食後は気管からの吸引が

必要でもある。排泄動作が自立しても、継続して医療

行為が必要である。今後も安全面を最優先に、安心し

た生活が過ごせるよう、医療面での指導と並行して、

座位排便や自己導尿の取り組みを継続していく必要が

ある。 
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右小脳梗塞後の書字障害が７年後も一部残存した１例 

A case of dysgraphia with right cerebellum infarction seven years after onset. 

 

総合リハビリテーションセンター リハビリテーション中央病院 

冨士井 睦、谷後 和美、早川みち子、山本 寬和、菊川 桂樹、大串 幹、陳 隆明 

 
１ はじめに 

 

古典的には言語の機能局在は大脳の左半球であるこ

とが多いとされ、その頻度は右利きの 90%、左利きの

70%程度であるといわれている。一方近年になって、

SchmahmannとShermanによって小脳障害の後に出現す

る言語障害が、遂行機能障害・空間認知障害・ 性格変

化とともに小脳認知情動症候群（Cerebellar 

Cognitive Affective Syndrome (CCAS))の一症状とし

て提唱された 1）。小脳が言語処理に関与するメカニズ

ムについては主に 3つの仮説があり、① 投射線維を介

して機能的に関連する遠隔領域の機能低下により障害

が起きる diaschisis の可能性、② 時間依存型の調整

機能が低下して起こる可能性、③ 小脳自体が直接言語

処理に関与している可能性、が考えられてきた 2）。

CCAS の言語障害には失文法とプロソディー障害が含

まれているが、小脳病変と関わる言語障害に関する病

態や予後については依然不明な点が多い。今回我々は

主症状の一つが書字障害であった右小脳出血の 1例を

経験した。そして本症例は長期間経過後も書字障害を

一部後遺していた。文献的考察を含めて報告する。 

 

２ 症例 

 

48 歳女性（右利き）。最終学歴：大学卒。職業：事務

職。 

 

主 訴：右小脳失調、漢字の書字障害 

既往歴：高血圧 

現病歴：突然のふらつきと歩行障害で発症。頭部 CT

では右小脳半球に脳内出血を認めた（図１）。 

（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急性期病院に入院となり同日開頭血腫除去術と右後角

脳室ドレナージ術が施行された。発症 11 日目の頭部

CT では右小脳出血は摘出されており、大脳には病変を

認めない（図２）。 

（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

要旨抄録  

【はじめに】近年小脳病変に伴う失語症の報告が散見されるが, その予後は不明である。今回我々は小脳病変

による書字障害を発症から長期間経過後に再評価する症例を経験した。【症例】48歳の右利き女性。右小脳出血を

発症したが、頭部CT上は一般に失語症の原因病巣が存在するとされる大脳半球には異常がない。漢字の錯書と喚

語力の低下症状に対し当院で言語聴覚療法を行った。軽快退院したが、発症７年以上経過後の再評価でも、漢字

の錯書症状は一部残存していた。【考察】右小脳病変と関連する書字障害の報告例はこれまで数例の報告がある。

左大脳半球の血流低下を認める遠隔性機能障害がその主病態であり、一般に症状は軽快するが完全な回復に至る

かどうかはわかっていなかった。今回我々は７年という過去最長の経過観察後の再評価を行った所、書字障害は

一部残存していた。【まとめ】脳卒中後の遠隔性機能障害は器質的病変でないが、可逆性の機能低下として認識す

べきではないため、リハビリテーションの介入が重要な病態であると思われた。 

 

キーワード 

右小脳出血、遠隔性機能障害、書字障害、失語症、言語聴覚療法 
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失調症状と失語症を後遺したため、リハビリテーショ

ン施行のため当院へ転院した。Mini-Mental State 

Examination (MMSE) は 30点中28点と認知機能は温存

されており、発症 1.5 ヶ月後の神経認知機能検査結果

からも軽度の選択性・多方向性の注意障害以外には高

次脳機能障害は特に指摘されなかった。 

言語聴覚的検査結果：発症１ヶ月後の聴覚的理解力を

示すToken testの結果は165点中 164点と良好であっ

た。しかし発症 1.5 ヶ月後の標準失語症検査（Standard 

language test of aphasia (以下 SLTA)）では、特に

漢字の書字が６割と正答率が低かった（図３・左）。図

５の「発症時」の書字は、当時の患者の錯書形態を担

当言語聴覚士がカルテに記録していたものであり、形

態のよく似た文字（形態性錯書）や、読み方が同じ文

字への誤り（音韻性錯書）が見られる傾向にあった。 

入院後経過：小脳失調症状・注意障害に対して理学療

法と作業療法を施行した。また書字困難・語想起低下

に対して言語聴覚療法を行い、記憶想起訓練や聞き取

り・書字訓練などを実施した。失調症状に対しては歩

行訓練と両手動作訓練を中心に行うことで改善し、入

院約２ヶ月後には日常生活が自立した。退院願望が強

かったため、書字障害の残存はあったが転院から 86

日で自宅退院となった。 

その後の経過：患者は事務職に特に問題なく復職して

いた。日常生活や仕事上においてパソコンでの書字は

行うものの、ペンでの書字習慣はなかったが特に不自

由は感じていなかった。発症から７年以上経過したの

で症状を再評価することとした。認知面での低下はみ

られなかった。言語面の評価では、漢字の書字が８割

で失点があった以外は、７年前に失点がみられた SLTA

の項目はすべて改善していた（図３・右）。また書き取

り課題での書字形態も７年前と比べて改善を認めた 

（図４）。 

 

(図３) 

 

 

 

 

（図４） 

 

しかし掘り下げ検査として、７年前には不正解であっ

た漢字のみばかりを当時のカルテから 42 問を抽出し

て書き取りの検査を行ったところ、32 問までは正解で

きるようになっていたが、10 問においては依然不正解

であった（不正解例は図５の☓印）。７年経過後も、依

然形態のよく似た漢字や、読み方が同じで異なる漢字

への誤りがみられ、書字能力は完全には回復していな

いことが明らかとなった。 

 

（図５） 

 

 

３ 考察 

 

近年、小脳の病変により失書症状が出現する報告が

散見される。オリーブ橋小脳萎縮症の患者と正常被験

者それぞれ６例ずつで読み書きの能力を調査した

Moretti らは、書字においては模写と自発書字におい

て優位に患者群において誤りが多かったことを指摘し

ている 3)。この疾患では、気分障害は高頻度に出現す

るものの高次脳機能障害はほとんど出現しない。この

ことから、小脳は、認知の意識過程や、滑らかに読み

書きするための目の動きにも関与している部分ではあ

るが、小脳と前頭葉などを連結している連絡線維の変

性・崩壊によって読み書きの障害が出現している可能

性があるとしている。 

一方、小脳の脳卒中後に生じた失書症状についての

報告もみられ、その大部分は右小脳の障害後に発症し
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ている 4-9)。小脳の病変出現に随伴して失書症状が出

現する機序に対する検討としては、脳血流検査が行わ

れた報告例が散見される。それによると対側(左側)の

前頭葉の血流が低下していた症例 4),7),8),9)、同側

である右大脳半球の血流が低下していた症例 9)、両側

前頭葉の血流低下例 8)が存在した。これらの例では大

脳半球の実質に損傷部位はないにも関わらず、血流低

下と関連する大脳領域における機能低下と考えると説

明可能な諸症状が生じていた。その一部が失書症状を

始めとした高次脳機能障害である。１例は同側大脳の

血流低下例であるが、それ以外は小脳とは遠隔領域で

ある対側大脳の機能低下により書字障害が起きていた。

すなわち投射線維を介して機能的に関連する遠隔領域

の機能低下により障害が起きる”diaschisis”が、小

脳の脳卒中後の失書症状発症の機序である可能性が高

いと考えられる。そしてこれは失読失書を呈した左小

脳の梗塞例でも、両側側頭葉から頭頂葉に血流が低下

したことで症状が出現したと考えられる症例が報告さ

れたことで 10)、症状発現の責任病巣が右小脳なので

はなく、むしろ diaschisis によって左大脳の機能を低

下させることが小脳病変後に失書症状が出現する機序

なのではないかということがよりはっきりしたものと

思われる。 

では diaschisis で生じた症状は長期的には改善す

るのであろうか。ここで過去の小脳の脳卒中後に生じ

た失書症状の予後についてまとめる。まず Mariën 

P(2009)らは、右小脳梗塞の１例は 10 日後と比べ４週

後にも書字能力はあまり改善せず悪いままだったと報

告している 7)。しかし福永らは小脳出血後から２ヶ月

後の SLTA で、書称や書き取りで錯書はほぼみられなく

なったという 9)。De Smet HJ の２例のうち、右小脳

出血の１例は発症半年後も症状継続が継続していたが、

右小脳梗塞後の１例のほうは半年後には著明に失行性

失書が改善した 8)。また Mariën P(2007)らの右小脳出

血の１例は、失語症自体は急性期に改善をみたけれど

も、失行性失書は 1年後も残存した 6)。さらに Mariën 

P(1996)らの右小脳梗塞の１例は１年後にも失語症は

少ししか改善しなかった 1)。このように報告例では予

後の記載があってもせいぜい１年程度の報告にとどま

り、症状が残存したという報告がほとんどを占める。 

今回我々は右小脳出血から７年継続しても失書症状

は一部残存する症例を報告した。過去に報告されてい

る中では最長の観察後の報告例となる。血流低下につ

いては、長期経過後の報告例は存在しなかったが、

Mariën P (2007)らの１例では、発症１ヶ月後と６ヶ月

後の脳血流を比較している。それによると発症半年後

も依然左前頭葉の血流低下は続いていた 6)。したがっ

て小脳の diaschisis による大脳の血流低下はある程

度長期間は継続する可能性があるのであろう。 

本症例は仮名では目立たないが、漢字では明らかな

書字困難を示した。漢字の書字は側頭葉→下側頭回→

後頭葉→角回→運動野の情報伝達の流れにより成立す

るとされていて、仮名とは異なる経路が示されてきた。

国内からの右小脳出血後に錯書（漢字と仮名の両方）

が認められた報告では、脳血流シンチグラフィーの結

果から、錯書の責任病巣として左角回～後頭葉の血流

低下の関与が指摘された 9)。本症例では脳血流検査は

施行していないが、上記のように diaschisis による左

大脳半球の血流低下による症状であった可能性が高い。

しかしその部位が福永らの報告とは多少ずれて仮名に

関与する領域の機能低下が起きなかったために本症例

では漢字の失書のみが症状で出現した可能性が考えら

れる。 

今回本症例から、diaschisis による機能障害は長期

間経過後も完全には回復しないことが示唆された。こ

れは脳卒中後などに MRI など頭部画像から考えられる、

その病巣に一致した一般的な神経脱落症状以外の、一

元的には説明が困難な diaschisis に対応した神経症

状に対しても、完全な改善は期待しにくいため、リハ

ビリテーションの介入が重要であることを示唆してい

ると考えられた。 

なお、本症例においては普段から書字習慣があまり

ないことから、56 歳時になっての再検時に７年前は書

けなかった漢字が 42 問中 10 問だけ書けなかったこと

から、失書症状の残存と断定するのは厳しすぎるとの

意見もあるかもしれない。しかし本症例は大学卒の高

学歴があり、職場復帰もしていたことと、今回の書字

の誤り方が形態性錯書や意味性錯書が多かったことが、

正常人の漢字を思い出せずに出てこない想起困難とは

様相が異なると思われたため、錯書の残存ありと判断

した。今後も類似の症例から長期予後の経験を積み重

ねていく必要がある。 

 

４ 結論 

 

右小脳出血から７年経過後も漢字の錯書が一部残存

した症例を報告した。過去の文献から左大脳半球の血

流低下を認める遠隔性機能障害がその主病態であると

考えられたが、本症例のように症状が完全には回復し

ない例が多かった。Diaschisis に対する症状に対して

も、症状が残存する可能性が明らかとなったことで、

今後はリハビリテーションの介入が重要であることが

示唆された。 
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(1) 特徴 

・パソコン

（名前な

・そのため

・木材、ア

(2) 小野福祉

・ネームプ

・ネームプ

・プラスチ

・コルクコ

(3) 振り返

こうした

どを作って

ます。 

 

２ おわりに

 

小野福祉工

を支える事業

 

 

要旨抄録 

小野福祉

には、なか

わんやで中

 

キーワード

レーザー

年度職員提案課

小野

ー加工機につ

ンに入力した

などの彫刻加

めパソコン入

アクリル板な

祉工場でのレ

プレート木製

プレートプラ

チック製パズ

コースター 

り 

た取り組みの

ています。ま

に 

工場では今後

業に発展させ

 

祉工場では、主

かなか大変なも

の部品箱や組

ド 

ー加工機、彫刻

課題（テーマ

野福祉工

多

ついて 

た画像をその

加工が簡単に

入力の知識は

などの加工が

レーザー加工

製 

ラスチック製

ズル 

の結果、身近

また、職員提

後もレーザー

せ、障がい者

主に自動車部

ものがありま

組立機械を引

刻加工、木材加

）事業】 

工場にレ

多機能型事業所

まま切り取る

できる） 

必要だがカッ

得意。 

機を用いた代

 

なところでは

提案では皆様か

加工機を用い

雇用の助けに

部品や弱電部品

す。…である

っ張り出して

加工、アクリ

-29- 

レーザー加

 

所 小野福祉

ることができ

ッティングに

代表的な製品

は事務局職員

から様々な意

いた製品作り

になるように

品の組立など

る日突然、工

て部屋を空けた

リル板加工、ネ

加工機が

祉工場 田中洋

き複雑な加工

には熟練を要

品例 

員の名札や、木

意見をいただ

りに取り組ん

にしたいと考

どを行っていま

工場の小部屋一

たら、レーザ

ネームプレー

がやってき

洋明 

が可能。 

さない。 

木の温かみを

き、これから

でいきます。

えております

ますが、変化

一つを空ける

ザー加工機がや

ート 

きた 

を生かしたネ

らの生産活動

将来的には

す。 

化の激しい時代

ように指示が

やってきまし

ネームプレー

動に生かしてい

は、小野福祉工

代を渡ってい

があり、てん

した。 

トな

いき

工場

いく

んや



-30- 

強度行動障害者におけるチームアプローチ 

～「その人らしく」を目指して～ 

 

障害者支援施設 出石精和園成人寮 守山 洋輔 

 
１ 強度行動障害へのアプローチ 

 

まず強度行動障害者への支援方法として、「構造化さ

れた環境づくり」「医療等の多職種との連携」「一貫し

た対応が可能なチーム体制作り」というテーマを掲げ

た。 

本施設の重度棟男性利用者 21 名の中から行動障害

が顕著に表れているＡさん、Ｓさんの２名を今回の支

援対象者とした。 

(1) 絶え間ない自傷、他害、脱衣がみられるＡさん 

プロフィール 

男性 37 歳 

障害支援区分６ 

言語は単語のみ（エコラリア） 

服薬 クエチアピン（向精神薬） 

① エピソード 

一日の大半を裸で過ごし、着衣支援を行っても

拒否が見られ、たとえ着衣できてもすぐに脱衣し

てしまっていたＡさん。また、ちょっとしたこと

がキッカケで自傷や他害を繰り返して意思表示を

するＡさんに職員としてもどのように支援すれば

よいのか困り果て、「とにかくその行為を止めさせ

るにはどうしたらよいのか」という実際おきてい

る出来事にのみ焦点があたり、本人の特性や環境

・状況といったいわゆる水面下の部分に着目した

適切なアセスメントができずに日々支援していた。

そこで課題を再度検討するために氷山モデルを用

いてアセスメントを実施した。「自傷や他害、脱衣

といった不適切行動を止めさせる」という考えで

はなく、「なぜ不適切行動が表出してしまうのか」

その原因を探ろうというものである。 

② 医学的アプローチ 

もともと脱衣や自傷、他害といった不適切行動

があったにもかかわらず、今まで医学的側面から

本人にアプローチを行えていなかったが、本人の

不適切行動は客観的にみて明らかに自他問わず日

常生活の営みや健康に悪影響がある逸脱行為であ

った。そのため、精神的な安定をもたらすために、

精神科相談を行うに至った。投薬を行っていく中

で、精神的な落ち着きが出てきた一方で本来持っ

要旨抄録  

「強度行動障害」についてどのようなイメージを持っているだろうか。強度行動障害とは精神科的な診断では

なく、直接的な他害や間接的な他害、自傷行為等が通常考えられない頻度と形式で出現している状態を指してい

る。 

強度行動障害者の人数は正確な全国調査は行われていないが、鳥取県の調査では療育手帳交付者の約１%が強度

行動障害であったと報告されている。そのため、日本全国では約80万人が療育手帳を交付されていることから、

日本では約8000人が強度行動障害であると考えられている。 

強度行動障害の粗暴な特徴が見られる理由には、本人に対し周囲からさまざまな刺激や情報が入ってくるがそ

の物事が理解または処理ができないことが原因である場合と、物事を伝えたいが上手く伝わらなかったり、伝え

る手段がないことが主な原因となっている。また、強度行動障害者が自閉症の場合には、物事の考え方や感覚が

健常者と違う場合が多く、お互いに理解が難しいということも理由の一つだ。そのため、強度行動障害は周囲を

困らせたりする行動ではなく本人が困っているサインだと考えるべきである。 

本施設においても同様に、支援に対する戸惑いや困惑、疲弊等の問題が表出していて、不適切行動という実際

の出来事にばかり焦点があたってしまっている実情がある。しかし、実際の出来事の水面下には必ず何らかの理

由が存在していて、その水面下の見えない部分に着目することが実際の出来事を改善するのである。こうした強

度行動障害への職員の戸惑いを支援に対する意識から変えていき、それぞれの利用者を適切にアセスメントしな

がら適切な行動へチームとして導いていけるようになることが本研究の最大の目的である。 

 

キーワード 

非言語化、構造化、チームアプローチ、自立課題、アセスメント 
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ことで、次

くても行動

な発見と

よりも非言

のではない

楽しみへ

傷、他害

らかな減少

開始前は一

拒否もあ

援を行ってい

った「予定に

。特に歯磨き

促していて、

行けなかった

することによ

ったのである

ジュールを確

次の予定に理

動に移せるこ

なった。むし

言語で視覚的

いかと結論し

の見通しを持

、放尿、放便

少につながっ

一日数十回も

り一日何時間

いく中で、今

に沿った行動

きの場合、今

ほとんどが

たことに対し

より自発的に

る。また昼食

確認して自動

理解を示され

ことが今回の

しろ本人にと

的な説明の方

した。驚くべ

持てたことに

便といった不

った。医学的

も脱衣行為が

間もの間全裸

 

今までには全

動」ができるよ

今までは手引き

が拒否を示され

し、スケジュー

に洗面所に行け

食後の歯磨き終

動販売機を指さ

れ、言語指示が

の支援により新

っては言語説

方が理解しやす

べきことに本人

により、脱衣、

不適切な行動が

的、視覚的支援

があった上に着

裸で過ごすこ

く見

よう

き誘

れ洗

ール

ける

終了

さす

がな

新た

説明

すい

人が

、自

が明

援の

着衣

とも
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あったのだが、開始して現在、一日に全く脱衣の

ない日や１～２回程度の脱衣に止まることもあり、

大幅な減少となった。（図２）また着衣拒否も見ら

れなくなり、全体的な全裸状態は１日数秒から数

分へと激減した。 

 

図２ 

 

 

(2) 異性への関心が強いＳさん 

プロフィール 

男性 44 歳 

障害支援区分６ 

言語レベルが高くある程度の会話可能 

服薬 リスパダール（向精神薬） 

① エピソード 

本人はとにかく異性への関心、固執性が強い。

以前施設の他の棟に勤めていた女性職員を好きに

なるとどのような手段を使ってもその女性職員に

会いに行ってしまうという行動特性があった。例

えば、職員が換気のために開けていた窓から無断

に外出したり、園内でその女性を見つけると突発

的に走り出したり、体に触ろうとするような行為

がたびたびあった。それ故に、本人の日中行って

いた委託作業（ポリ千切り）も行えなくなってし

まい、日中活動に制限がかかっていってしまった。 

② アセスメント 

同じく氷山モデルを用いて水面下に潜んでいる

本人の特性や環境、状況といったところを踏まえ

ながら課題の整理を行った。そこで分かったこと

は、言語能力が高い故に、言葉で本人に説明、納

得してもらうことで「本人が理解した」とはき違

えていたことだ。本人が言葉で職員に説明をされ

て「はい」といつも答えていても、結局同じよう

な不適切行動が表れていたのである。なぜなら本

人は説明を十分に理解できておらず、また我々は

それを理解できていなかったのだ。本人の特性を

知るためには適切にアセスメントする必要性があ

った。それを行っていく上で本人は視覚的認知の

方が理解を深められることが分かった。 

③ 視覚的アプローチ 

本人の不適切な行動は女性への関心のみならず、

自室のテレビをつけっぱなしにしたりリモコンを

置きっぱなしにして他の利用者に壊されたり、自

身のテレビリモコンを壊して新しい物を要求した

り、テレビの線を引きちぎることで意思を訴える、

盗食、トイレの汚水を飲む等だ。また棟内歩行を

平日毎日の日課として行っているが集中力がなく

途中で挫折してしまう、次の日課まで気持ちが急

けて待ちきれず何度も何度も職員に同じことを尋

ねるといった課題があった。そこで生活に構造化

を図るため、本人の日課を視覚的に掲示すること

とした。また不適切行動を本人が不適切であると

理解できるよう居室に職員との約束事を掲示した。 

本人にはやはり日課の視覚的掲示は有効的で時

計で時間を示し「何時に何をする」というスケジ

ュールを連続した行程で見られるよう工夫したス

ケジュール用紙を掲示（図３）した。そうするこ

とで、本人が時間をみて活動（行動）することが

できるようになったのである。しかしながら居室

での約束掲示は上手くいかなかった。文字だけの

約束では本人には納得できなかったのか、破って

しまう行動に発展した。再アセスメントをする中

で着目したのは「女性に関心がある」ということ。

それを有効に活用するアイデアとして「好きな女

性アイドルとの約束」を試みた。方法として今ま

では職員と文字だけの約束だったが、女性アイド

ルの吹き出し付ポスターを掲示（図４～６）して

吹き出しの中に同じ約束を記載した。それには大

変興味を示し、上手く認識できたのである。また

生活していく上で一つひとつ出てきた本人の不適

切な行動や課題を一つひとつアイドルとの約束と

しての課題に変換（図４）を行い、徐々に約束事

や目標を増やしながら掲示していった。また並行

して毎日一日の振り返りを行うこととした。その

中で全ての約束や課題を達成することができたら、

「報酬」として本人の好きな活動を行うことにし

た。 
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図３ 

図４ 

図５ 

図６ 

④ 報酬の

誰しも

な活動を

ュできる

中力は高

の提供 

も辛いことや

をするとき、

ることが待っ

高まるもので

や努力しなけ

その後に楽

っていればモ

である。本人

 

 

 

 

ればならない

しみやリフレ

チベーション

が課題を達成
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いよう

レッシ

ンや集

成した

際に選択

た。なぜ

選択も含

室ででき

った。そ

したイン

像を閲覧

の映像が見

用して本人

夫し環境

れと同時

くと不適切

れる→不適

がる支援

⑤ 自己実現

前述し

て不適切

がかかっ

たり寝て過

た。そこ

が自分の活

ことは本人

素だと思

て行うこ

えた。しか

どのよう

かったの

また新た

にもっと

ても日中活

に掲げ、棟

自発的に職

ようなプ

委託作業

課題室を他

課題室は施

しない環境

って絶好

時間程度本

題をスター

る課題の

れを自立課

課題が終

していき

ードにた

手指が器用

シュレッ

なってし

できる報酬は

なら「意中の

まれる可能性

る本人が楽し

こで ICT 機器

ターネットサ

したり、外出

見られるスト

人が毎日新鮮

を整えた。こ

に約束事がパ

切行動の減少

適切行動の減

スキームが構

現に向けた自

たが日中活動

な行動が見ら

た経緯があり

過ごすことが

で本人に自立

活動を認めて

人の自尊心を

ったからであ

とで精神的な

かしながらど

な活動が本人

で、まずはア

な日中活動の

関心を持って

活動に盛り込

棟職員全員に

職員が取り組

ロセスを構築

を行っていた

他の棟の空き

施設の端にあ

境でなかなか

の環境である

本人のスケジ

ートさせた。

中から選択し

課題スケジュ

わればそれを

、最終的には

どり着くとい

用でないため

ダーでは時間

まったため、

は居室ででき

の女性に会い

性があったか

しめるモノは

器（タブレッ

サーフィンで

出が好きな本

トリートビュ

鮮な楽しみを

この効果はす

パッチワーク

少へとつなが

減少→本人の

構築されてい

自立課題 

動（委託作業

られたために

り、日中はテ

が圧倒的に多

立課題の提供

てもらえたり

を育むために

ある。またそ

な安定をもた

どのような活動

人に適してい

セスメントす

の枠組みをつ

てもらい、「他

込んでいけな

に自立課題の

組む姿勢へと

築した。自立

た場所ではな

き部屋を活用

あり、日中ほ

か集中の続き

るといえる。

ジュールに組

自立課題室

しスケジュー

ュール表（図７

を剥がす。矢

は報酬として

いう流れにな

め、ボルトナ

間がかかって

本人のモチ

きるモノに限定

いにいく」とい

からだ。しか

はそう多くはな

ット端末）を利

で好きな動画や

本人に外出した

ューアプリ等を

を持てるように

すぐに表れた。

的に広がって

がった。約束が

の楽しみへとつ

いった。 

業）の場面にお

に日中活動に制

テレビや新聞を

多くなってしま

供を試みた。本

褒めてもらえ

に非常に重要な

その活動を継続

たらすのでは

動ができるの

いるのか分か

することとし

つくる上でチー

他の利用者にお

ないか」をテー

の作成を依頼

つなげていけ

立課題実施場所

なく、新たに

用し設けた。

ほとんど物音さ

きにくい本人に

平日午後か

組み込み、自立

室では本人が数

ールを立てる。

７）に貼り付け

矢印に沿って剥

て自動販売機の

なっている。特

ナット課題や手

て集中力が散漫

チベーションが

定し

いう

し居

なか

利用

や画

た際

を活

に工

。そ

てい

が守

つな

おい

制限

を見

まっ

本人

える

な要

続し

と考

のか、

らな

した。

ーム

おい

ーマ

し、

ける

所は

自立

自立

さえ

にと

ら１

立課

数あ

。そ

け、

剥が

のカ

特に

手動

漫に

が持



図

図

⑥

(3)

な

が

ケ

続する数を

いった。ま

めタブレッ

を使用する

図７ 

図８ 

⑥ 現状 

これまで

ていき、本

自覚できて

とが多かっ

それを認め

もらうこと

った部分で

であると言

コンを壊し

意思表示し

ることで約

活動的にな

工夫と配慮

も輝いてい

 考察 

今回二人の

なかで感じた

が当たってい

ケース全く違

を設定して取

また何時まで行

ットアプリの絵

る等の配慮を行

での活動から

本人の楽しみが

ていると思う。

った本人にとっ

められること、

とは今までの生

であり、それは

言える。ときに

したり、テレ

していた本人が

約束を守れる

なっている。特

慮を行えば、本

いるのだ。 

の強度行動障害

たことは、いず

いたというこ

違う特性であっ

り組んでもら

行うのか見通

絵カードタイ

行った。 

どんどんでき

が増えていっ

。また今まで

って活動の幅

、褒められる

生活の中では

は本人にとっ

に毎日のよう

ビの線を引き

が今では生活

ようになり見

特性を踏まえ

本人自身の生

害のケースを

ずれも行動障

とに他ならな

っても、重要

らうようにし

通しをつける

イマー（図８

 

 

きることが増

っていること

で注意される

幅が広がった

ること、労っ

は感じられな

って最大の報

うにテレビリ

きちぎること

活の構造化を

見違えるよう

えた上で支援

生活がこんな

を支援してい

障害にのみ焦

ない。全く違

要な視点とい
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して

た

）

増え

を

こ

たり

て

なか

報酬

モ

で

を図

に

援の

なに

いく

焦点

違う

いう

のは

とだ

様子

動を

スが

いく

者を

なの

いや

「こ

論を

行

探る

るこ

方々

には

(4) お

本

う概

者に

わる

ない

これ

更に

身に

意行

能性

に起

こと

る。

に潜

利用

いの

くれ

ちを

教科

き合

意味

 

参考

行動障

協会 

行動障

活動法

あきら

る入所

重度知

は本人の内在

だ。その上で

子、当事者へ

を習得するた

が大事である

くのではなく

を捉えていき

のだ。強度行

や困難なケー

こういう人だ

を導き出すの

行動を起こす

るために日常

ことが重要だ

々にとって統

は心に安定を

おわりに 

本研究をして

概念を覆され

に寄り添いな

る支援をする

い。行動障害

れまで身につ

に特化した行

につけていか

行った支援が

性が多分にあ

起因する障害

とで水面上に

。目の前に起

潜むあらゆる

用者に寄り添

のだ。利用者

れる。一人ひ

を持って関わ

科書通りにい

合うことで導

味では利用者

・引用文献 

障害の基礎知

障害のある人

法人 全国地

らめない支援

所施設におけ

知的障害者総

在化した障害特

で環境的な要

への関わり方

ための方法を考

ると実感した。

く、基本的な支

き、行動を分析

行動障害者を支

ースは多く存在

だから」と済

のは早計であ

すには要因が必

常の細かな行動

だと考える。変

統一されたコ

を持たせるの

ていくなかで

れた。日常的

ながら優しく

ることは必ず

害のある方た

つけてきた知識

行動障害に対す

かなければな

が行動障害を

あるからだ。

害特性や環境

に表れた問題行

起きているこ

る状況に目を

添っていなけれ

者と密に関わ

ひとりの利用者

わっていきた

いかないこと

導き出せるの

者こそ先生で

知識 財団法人

人の「暮らし

地域生活支援ネ

援 行動問題

ける実践事例集

総合施設のぞ

特性を理解す

因を考えたり

を振り返って

考えていく、

。やみくもに

支援の枠組み

析していくこ

支援していく

在する。しか

ませてしまう

る。 

必ず存在し、

動や様子を把

変化を嫌い、

ミュニケーシ

かもしれない

「誠心誠意の

な支援を行う

声をかけたり

しもうまくい

ちの支援を行

識や経験だけ

する知識や情

らない。なぜ

より難しくし

しかしながら

に配慮しなが

行動は減って

とだけではな

向けなければ

ればアセスメ

ることで利用

者の人生と向

い。人と向き

は多分にある

かもしれない

あると私は思

人 日本知的

」を支える 

ネットワーク

をかかえる利

集 独立行政

みの園 

するというこ

りその行動の

て好ましい行

そのプロセ

に支援をして

みの中で当事

ことが不可欠

くなかで戸惑

かしながら、

う短絡的な結

その要因を

把握し分析す

変化に弱い

ションという

い。 

の支援」とい

う中で、利用

り、笑顔で関

いくとは限ら

行うためには

けではなく、

情報、技術を

ぜなら誠心誠

してしまう可

ら、問題行動

がら支援する

ていくと考え

なく、水面下

ばならないし

メントできな

用者が教えて

向き合う気持

き合う以上、

るがむしろ向

い。そういう

思う。 

的障害者福祉

特定非営利

ク 

利用者に対す

政法人 国立

こ

の

行

セ

て

事

欠

惑

結

を

す

い

い

用

関

ら

は

を

誠

可

動

る

え

下

し、

な

て

持

向

祉

利

す

立
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高齢知的障害者の住みよい環境づくり 

～高齢知的障害者施設の取り組み～ 

 

障害者支援施設 出石精和園第２成人寮 家中 淳平 

 
１ 施設の現状 

 

定員 40 名（男性利用者 20 名、女性利用者 20 名）で

あり、高齢化する入所利用者への健康面・安全面に十

分配慮した対応を積極的に行ってきているが、疾病や

身体機能低下が進み転倒による怪我が増加している。 

平成 29 年４月１日現在で利用者 40 名中最高年齢は

男性 94 歳、女性 81 歳である。平均年齢は男性 69.6

歳、女性 64.8 歳であり、65 歳以上は全体の 60％を占

め 60 歳以上になると 85％に上る。加齢や疾病に伴い

立位・歩行困難となり、移動手段として車いすを必要

とする利用者は、平成 25年度以前に６名であったのが、

平成 26 年度には 11 名、平成 28 年度には 16 名と年々

増えてきている。移動手段として車椅子など福祉用具

を必要とする利用者は 45％で増加傾向にあり、転倒等

による怪我の危険があるため、見守り等の行動面で支

援を必要とする利用者は 75％、入浴・更衣・食事介助

といった身体面で支援が必要な利用者は 90％になっ

ている。 

 

２ 快適な食事空間の確保 

 

高齢知的障害者の施設において、高齢・重度化が著

しく進む中、食堂の有効スペース拡大に向けた改修及

び利用者の状況に応じた食堂のテーブル・椅子等の整

備を平成 28 年度事業計画にて実施した。食堂内にあっ

た下膳車を廊下側に配膳できるよう改修をすることに

よりスペースを確保した。 

手洗い場に関しては、食堂内に配置されており、混

雑の原因となっていたものを廊下に移すことで、車椅

子の使用もスムーズに行えるようになった。また、手

洗い蛇口使用の際に手動だったものを自動でお湯が出

るようにしたことで、清潔面の向上につながっている。 

そして、スペースができたことにより、利用者の状

況に応じた食堂のテーブル・椅子を適正配置すること

ができた。他利用者と同テーブルでの食事によりスト

レスを抱えていた利用者に対して一人用の小テーブル

を設置することで、落ち着いて食事が摂れるようにな

り、他の利用者へ干渉することも減り、食事を楽しむ

ことができるようになった。 

 

３ 利用者の食事形態の変化 

 

身体機能の低下は食事形態にも大きく変化を見せて

いる。通常の食事形態では、うまく食事摂取ができな

いため、利用者毎に考慮した食事を提供している。ま

た、食事摂取量が落ちてきている利用者に対して、一

日に必要なカロリーやタンパク質を補うために、高カ

ロリーゼリー（約 180 キロカロリー）やタンパク質の

摂取量減少による褥瘡防止のために高タンパクゼリー

（タンパク質 7.5g）を提供している。また、関節の拘

縮などが見られる利用者に対しては介護用のお皿や箸

を使用し補助を行っている。食事形態も利用者により

異なるので、年齢を経るに併せてその都度変更を重ね

てきている。 

また、必要に応じ、食事注意点を利用者個別に作成

して見やすい場所に設置し、情報の再確認と利用者本

位に係る職員意識の統一を図ってきている。安全や食

要旨抄録  

出石精和園第２成人寮は、平成12年６月に45歳以上の知的障害者を入所の対象として開設された施設である。 

自立支援法施行後は、施設入所者40名、通所の生活介護事業利用者の３名（男子３名）の方が利用され、短期

入所、日中一時支援事業も受け入れている。その中で『ゆっくり・ゆったり・思い出づくり』をモットーとし、

高齢期をより充実した生活が送れることを目指している。 

日中活動と介護面を平行して行えるよう生活支援員の配置は1.7：1体制としているが、日常的に介護を必要と

するグループと自立をされているものの身体機能が低下してきているグループの二極化が見られ、今後は介護面

でのニーズの増加が予測されるため、一人ひとりに対するきめ細やかな支援が必要とされる。 

 

キーワード 

高齢化、重度化、快適な生活空間、食事形態、機能維持 
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べる楽しみにかかわる嚥下機能や咀嚼機能においては、

特に注意を持って取り組んでいるところである。 

 

４ 介護食の種類 

 

利用者の嚥下や咀嚼での食べる能力に応じて介護食

を分けている。 

(1) きざみ食（食べ物を小さく刻んで食べやすくした

食事） 

(2) 軟菜食（よく煮込んだり茹でることで柔らかくし

た食事で、舌でつぶせる硬さ） 

(3) ミキサー食（柔らかく調理したものをミキサー等

でペースト状もしくはゼリー状にした食事）などが

あげられる。 

流動食に関しては現在該当利用者はいない。嚥下機

能や咀嚼機能に合わせて適切な食事形態を選ぶことで、

誤嚥や食事中のむ等を防ぐことができるだけでなく、

自分の力で意欲を持って食事をすることへのサポート

ができている。 

 

５ 身体機能の維持 

 

生活介護プログラムをもとに、委託作業・機能支援

・個別機能支援・日中入浴・クラブ活動などを提供し

てきているが、高齢に伴う身体機能の低下が深刻とな

ってきており、日中入浴を提供する利用者が増えてき

ているのが現状である。この中では身体機能維持のた

めに、足浴マッサージを行ったり、他では口腔ケアな

どの個別機能支援に重点を置いている。 

(1) 委託作業 

弁当用プラスチック醤油容器の選別を利用者の希

望や特性に合わせて参加を決め、午前 10～11 時、午

後２～３時の各１時間で行っている。固定メンバー

と能力に応じたＡ・Ｂ班の合計 27 名が参加されてお

り、固定メンバーは１日専属（午前、午後）で参加

する。Ａ班・Ｂ班は午前と午後に交代して行う。作

業工賃は毎月各利用者に手渡しをして、外出時など

の小遣いとして使用している。 

(2) 機能支援 

体力の維持とともに病気への抵抗力をつける。意

欲的な生活を促し精神の安定を図り生活の質を高め

る。筋力を維持増強させ転倒による骨折を予防する。

身の回りのことを自分で行える能力の維持を図るこ

と等を目的としている。機能支援の内容として、輪

投げ・玉入れ・魚釣り・ボーリング・玉遊びがあり、

レクリエーション要素を取り入れたリズム体操・柔

軟体操・嚥下体操などを行ってきている。 

(3) 個別機能支援 

個別支援計画書を元に、各利用者に合わせた個別

対応で行う支援を実施している。内容は、手・足浴、

口腔ケア、創作活動（ちぎり絵）、散歩（棟内）、日

光浴、外出などを行う。  

また地域参加もあり、地域の方々や地元の高校生

とも交流しボランティアなどにも参加している。 

(4) 日中入浴 

主に午後から行っており、男８名（通所３名含む）、

女５名、合計 13 名実施している。13 名中特殊浴槽

を使用している方は男１名、女４名、合計５名であ

る。特殊浴槽の頻度は各利用者の状態に合わせ２～

３日に１回程度実施している。 

(5) クラブ活動 

① 『花の定期便』を実施し、施設内で花を育て、

地域住民や公共施設へ利用者と職員が配布するこ

とで、地域との交流を図っている。 

② 音楽クラブでは、音楽を通して情緒の安定を図

り、歌を歌ったり楽器を鳴らしたりする時間を過

ごしリフレッシュを図ることを目的としている。

内容はカラオケや楽器やダンスを主にＤＶＤ等で

音楽や映画鑑賞を行う。 

③ こねっこクラブでは、陶芸活動を通して生き甲

斐と潤いのある生活を送ることができ、楽しく活

気に満ちた時間を過ごせ趣味の向上を目的として

いる。利用者が作成した陶芸はデイルームに飾っ

たり、地域の福祉祭りでの販売も行っている。 

その他にも、グループ外出や個別支援計画書に則っ

た個別外出をはじめ、自主外出や年間行事の中での一

泊旅行や日帰り旅行を利用者の状態や要望に応じて実

施している。 

 

６ 改修による成果の症例 

 

(1) 事例１：高齢や入退院を繰り返すことで、食事形

態の変化が顕著に見られるＴ様 94 歳 男性 

自立歩行をしていたが平成 26 年度から歩行器を

使用する。平成 27 年 12 月に低ナトリウム血症にて

入院し、その後日中はデイルームにて車椅子に座っ

て過ごし、夜間はデイルームの畳の間にギャッジベッ

ドを設置して就寝する生活となる。平成 28 年にも、

低ナトリウム血症や意識障害等で、入退院を繰り返

すことで身体機能の低下が進んだ。摂食については、

食事形態の変更に加え、特殊食器・特殊スプーンな

どの介護用食器を使用しないと食事がとれない状態

となった。介護の度合いが高まってきたが改修を行

ったことで、車いす従業時の支障が減り、移動や食

事介助がしやすくなった。 

(2) 事例２：他の利用者が気になり、食事の際に誤嚥
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を繰り返すＮ様 65 歳 女性 

食事・飲水の際に、反すうをするため誤嚥を繰り

返す。また口の中に食べ物を含むことから２ヶ月に

１回ペースで誤嚥性と思われる発熱がある。食事の

際に人目があるとよく残し体調が回復しづらいこと

から、栄養士・看護師と連携し利用者の嗜好に合わ

せた食事を提供した。飲み物だけでなく、食事にも

とろみをつけ、汁物・固形物を分けて提供するなど

の必要性があった。食堂改修に伴い席にゆとりがで

きたことから、一人用の机で食事を摂れるようにな

り、食事に集中することができるようになった。ま

た食事を残すこともなくなり、落ちかけていた体重

の安定も図れた。 

(3) 事例３：躁鬱状態から集団での食事摂取が困難な

Ｓ様 65 歳 男性 

躁鬱の精神疾患を持ち、他の利用者の目が気にな

ることから暴言や暴力的な行動が見られ、利用者間

でのトラブルが続いていた。改修前までは、長テー

ブルにスペースを開けて食事を摂っていたことによ

り、他の利用者の食事スペースが十分にとれずにい

た。改修後は、一人用のテーブルを配置し、支援員

だけでなく看護師ともマンツーマンで対応ができる

ようになった。落ち着いて食事が採れる環境を整え

ることができたことで、他の利用者へのトラブルの

軽減につながった。 

 

７ 考察 

 

事例から読み取れるように元からの障害特性に加え、

高齢に伴う疾病等により全般にＡＤＬの低下が見られ、

ハード面・ソフト面どちらにおいても状況に応じた支

援が必要になってきている。また、一方で高齢に伴う

身体機能の低下の中で個人差も顕著に見られてきてお

り、全面的な介護が生活の基本になる利用者と作業等

での日中活動を行う利用者が混在した状況があり、こ

の全体での支援の質を保ち続ける難しさも見られてき

ている。 

基本的な利用者個々への対応については、日課に追

われずに本人の人生をサポートしていく視点をより大

切に、高齢化に応じた支援へのシフトを考えていく必

要がある。 

また、高齢になっても健康で気持ちよく過ごしてい

ただくためには、職員に日頃から利用者の状態の変化

を察知できる経験と知識が必要であり、支援員一人ひ

とりの対応能力を高めていかねばならない。 

同時に、高齢になると状態が変化し易いことの家族

への発信を行い、協力体制を今まで以上に高めておく

必要がある。 

 

８ まとめ 

 

出石精和園第２成人寮では、家族も高齢化や世代交

代で支援力が脆弱となってこられている所が多く、利

用者にはできるだけ施設で元気に長く生活してほしい

と望まれている。 

利用者の加齢が進む中、高齢知的障害者支援におい

ては今まで以上に支援力の強化が求められる。介護の

みならず、健康・栄養にかかる知識や技術の習得及び

医療との連携の他、設備面の再構築等課題解決に向け

て速やかに進めなければならない。 

今回取り組んだ食堂の有効スペース拡大に向けた改

修等は、設備面の再構築の中の快適な生活環境の確保

に向けての一端であると考える。 

今後の支援に向けて、施設での合い言葉としている

「ゆっくりゆったり思い出づくり」を利用者一人ひと

りに継続すると同時に、高齢知的障害者の先進的なモ

デル施設として更なる機能強化に取り組んでいきたい。 
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「伝える」よりも「伝わる支援」に取り組んで 

～動画による新たな支援法～ 

 

障害者支援施設 出石精和園 ひまわりの森 村岡ブランチ 

今尾 恵美子、岡澤 民子、西村 さだ子、田口 敏行 

 
１ 事例紹介 

 

(1) 対象利用者 

名前  Ｍさん（21 歳） 

（平成 26 年４月から利用） 

性別  女性 

障害  障害程度区分４ 療育手帳Ａ 知的障害

を伴う重度の自閉症 

特性 ・見たものを写真のように記憶する。 

(見て覚えるのが得意) 

・言葉で分かることは少ない。 

・物事の意味や状況が分かりにくい。 

・変更が難しい。 

・手の皮をむくなどの感覚刺激を求める。 

(2) 背景として 

重度の自閉症を持っているＭさんは、こだわりが

強いためＢ型事業所としての作業は難しい。利用者

とのトラブルも起きていた。 

また、本事業所は既存の建物を活用しており、見

通しが悪く、突発的な行動やパニックが起こると事

故につながる危険性もあった。 

定時（15 時半）に帰れず、降所時間が 18 時にな

ることもあり、家族、支援員ともに今後の見通しが

立たない状況が続いていた。 

(3) これまでの他者との問題行動 

・身障者用トイレでのこだわりが多く長時間トイ

レにいるため、他の利用者が使用できない。 

・靴や衣服から出ている糸を噛み切る。 

・利用者のロッカーを開けて物を触る。 

・食事を終えた利用者の箸を、箸箱に入れたが 

る。 

・他者の第一ボタンを合わせようとする。 

・事業所内のドアを強く締め、破損する。（大きな

音に利用者が怖がる） 

・近隣の開いている玄関ドアを、上履きのまま走

って閉めに行く。 

・椅子へのこだわりがあり、利用者が座っていて

も取ろうとする。 

・当番表のこだわりで利用者と取り合いになる。 

・他者のお弁当を触る。 

・飲み終えたコップをテーブルに叩き付け、大き

な音をさせる。 

(4) 改善したい課題 

・トイレに居る時間を短くする。 

・利用者とのトラブルをなくす。 

・こだわりを少なくする。 

・支援員がマンツーマンで付く時間を減らす。 

(5) 課題が生じる要因 

・次の行動が見えない。 

・何をすればいいのかわからない。 

・気圧の変化や気候の変わり目に不快になる。 

・家庭や事業所での出来事を引きずる。 

(6) 目標の設定 

保護者 日常生活のサイクルを整えたいという希

望がある。 

支援員 ・利用者と一緒に帰ることで、事業所で

要旨抄録  

ひまわりの森村岡ブランチは、就労継続支援Ｂ型事業所である。施設が近隣にないなどの地域性があり、重度

の自閉症、知的、精神、身体障害を持った利用者を受け入れている。 

現在、生活介護対象となる利用者も含めて 12 名（男性６名・女性６名）が通所している。また、年齢層も 19

歳から72歳と幅広い。 

作業内容は個々の能力や特性に合わせて、ポリちぎり、さをり織り、ミートネット作業、アルミ缶回収作業な

どに取り組み、地域のボランティアや学校との交流も定期的に行っている。 

今回、重度の自閉症でこだわりの強いＭさんの支援について、動画による成果を得たので報告する。 
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のリズムを整える。 

・利用者とのかかわりを増やす。 

 

利用者の言葉「Ｍさん、待ってるから一緒に帰ろ

うね。」 

 

 

 

Ｍさんについて 

・健康状態は良好。欠席なし。 

・作業を手際よく行うが、こだわり行動で時間がか

かる。 

・利用者からの朝の挨拶は支援員を介していたが、

最近は自分で返せるようになった。 

・言葉は出にくいが要求を伝える言葉としてＭさん

から発せられる言葉は「してください」「嫌よ」で

ある。 

・不調なときに暴れる、物を叩きつける、奇声を発

するなど、パニックになることがある。 

・走る・ジャンプ・握力・瞬発力など、身体能力が

高い。 

・小学校３年生程度の漢字の読み書きや、計算がで

きる。 

・薬（リスパダール抗精神病薬）の服用 

家庭でも服用しているため、どのような状況で

飲ませるのか保護者に確認が取れていれば、飲ん

だほうが本人も楽になる。保護者も同意見。 

 

２ 研修、そして取り組み 

 

(1) 外部講師による研修 

村岡ブランチでは、H27 年～H28 年までの計６回、

外部講師による職員研修を受けてきた。これまでも

自閉症についての研修を受けることはあったが、自

閉症という大きなくくりではなく、Ｍさんの事例に

沿った研修となる。 

Ｍさんの特性や具体的な支援について学んだこと

で支援方法を見直し、動画により更に「伝える」よ

りも「伝わる支援」になった。 

また、ふりかえりと新たな取り組み、試みた報告

など、継続して研修を受けたことが成果となった。 

(2) 研修内容 

① こだわりについて 

・今、何をしたらいいかがわかるということは、

安心できること。 

『こだわりは、溺れている人がワラを掴むよう

なもの。』 

・言葉かけでは変えられない。 

② 支援方法について 

・できたことは「○です。」と伝える。一つのスケ

ジュールが終わった瞬間に「○」カードを見せ

る。（視覚支援） 

 

Ｍさんは、×も頭に強く残るので〇だけが良い。 

「ダメ」の否定ではなく「ストップ」が良い。

対応を統一する。 

 

・スケジュールの役割がきちんと果たせているか。 

基準を作るとこだわりが減る可能性もある。 

（次のスケジュールに移る切り替えとして、Ｍさ

んの好きなミッキーマウスのカードを、その都度

箱に入れる。）  資料２写真 ※１参照 

・環境と土台を整えても、こだわりが強い場合は

隠す。 

・同じ手順が長続きせず変化することが好きな場

合は、作業の種類を一週間や曜日ごとに変える

ことも一つの方法。 

・伝えることができたときに、Ｍさんの好きなこ

とをご褒美にすると分かりやすい。 

③ Ｍさん以外の利用者への対応 

・Ｍさんに関わる時間が多く、やきもちを焼く利

用者もいる。５分でも良いから、その人とお話

タイムを作ることも大切である。 

④ パニックになったときの対応 

・声掛けせず、危険性のないように見守る。 

・他の利用者への配慮も必要。「びっくりしまし 

たね。大丈夫ですよ。」などの声かけをして、落

ち着いて対応する。 

⑤ 動画の利点 

・細かい動作や動線の変更を伝えることができる。 

 

 

 

(3) 動画づくり 

【 動画の撮り方 】 

視覚支援を重視して、音声なしで文字を映す。（映

した文字を読み上げることは丁寧に思うが、Ｍさん

の特性として音声と映像が混入すると、情報が多す

ぎる。） 

 

撮影の準備 

① 変更前のＭさんのこだわりを、動画で撮る。 

・撮影を意識するため、カメラに慣れることから

始める。 

（撮影が難しい場合は、動作や流れを紙に書く。） 

② ①の動画を見て、変更する箇所、動き、映り込

利用者と一緒に定時の送迎車で帰る 

絵カード・写真･文字で伝えられないことも伝わる。 
動画で伝える（伝わる）支援に取り組む 
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んだ背景の確認をする。 

・Ｍさんは左利きなので、物の持ち方や特徴ある

動きなど。 

・一部のこだわりを残したり、回数を減らしたり

することも一つの方法。 

③ 手順を確認する。 

・動作や文字を映す手順を紙に書いて再確認する。 

④ Ｍさん役にモデルをたて、変更する流れを動画

に撮る。 

⑤ 録画するごとに再生し、モデルや背景を含めて

チェックする。 

 

撮影のポイント 

・音声は入れない。「○月△日からかわります」 

「トイレ」「おべんとう」など説明の文字だけを

映す。 

・どの場面かわかる映像から始める。（次は何か、

スケジュールの文字を映すなど） 

・モデルの顔は極力映らないようにする。 

・変更日に使用する、Ｍさんの持ち物を使う。 

・物の配置やＭさんの動きなど、当日の流れにな

ることを頭に置いておく。 

・動画の終わりに○(まる)カードを映して録画終

了。 

（「OK です」という意味で日頃から○(まる)カー

ドを使用している。）  

 

☆慣れてくると、片手で物を動かしながらスマホ

撮影ができるようになる。 

☆支援員が楽しむことで新しい支援方法が生まれ、

Ｍさんに伝わる映像になる。 

☆変更の手順は支援員の都合で勝手に変えない。 

以前、ホワイトボードに曜日を書き忘れた際、

Ｍさんは曜日を入れて読むことがあった。 

 

【 Ｍさんが動画を見る 】 

① 変更を始める日を決める。 

・こだわりの強さや執着にもよるが、基本、変更

日の３日前から動画を見るようにする。 

（休日を挟んでも３日間見る。） 

・変更日当日の行事や、職員の人数も考慮する。 

② ホワイトボードに 〇月△日（□）から かわ

ります。 と書く。 

③ Ｍさんが落ち着いて見られるときに、ホワイト

ボードと再生できる状態にした動画を用意する。 

④ 変更の動画を見る。 

・支援員が「見てください。」と声掛けをする。 

・変更日を書いたホワイトボードを見て、Ｍさん

が文字を声に出して読む。 

・読み終えたら、すぐに動画を再生する。 

・動画の終わりに○(まる)カードが映る。このカ

ードが映るタイミングでＭさんが「まる。」と言

い、動画を終了する。 

☆動画を見るときは、一日一回だけにする。 

 

【当日の対応】 

① 変更日の朝、ホワイトボードと動画を見る。 

② 動画以外の行動は「ストップ」と声かけし、落

ち着いた態度で対応し、絶対に譲らない。できな

い場合は、再度動画を見る。 

③ 動画通りにできたタイミングで○（まる）カー

ドを見せ、褒める。 

☆機嫌が悪くても、伝えた変更日には必ず実行す

る。（Ｍさんとの契約） 

☆定着したら、次の変更は間隔を置かなくても大

丈夫。（時間感覚が違う） 

☆動画通りできていたことが次第に崩れてくるこ

とがあるが、その場合は【Ｍさんが動画を見る】

から再度始める。前日か当日朝からでも良い。 

(4) 動画を通してこだわりがなくなったこと 

―５か月間で試みた大きな変更― 

10/4 ２回連続で使用していたトイレを１回に

し、好きなトランポリンを取り入れた。２

回目のトイレの動線を変更した。 

11/22 他者のお弁当を触らないよう、食堂の机に

黄色のビニールテープを貼り、自分のスペ

ースを作る。枠内で食事ができるように伝

えた。    資料２ 写真※２参照 

12/5 体温計を過去３本壊したため、利用者をモ

デルにして正しい検温を伝えた。 

1/11 上履きのまま外に出ていた動線を変更し

た。   

1/26 作業場すべての椅子にこだわるため、カー

テンで隠し、動線を変更した。 

1/30 作業用手袋・帽子にこだわりがあり、正し

い着脱を伝えた。 

2/5 手拭きをハンカチからペーパー２枚に変

更した。 

2/7 帰宅前の多くのこだわりをなくした。（※

以下参照） 

2/21 送迎車から降りるまでのこだわりや、玄関

でのこだわりをなくした。 

・動画でこだわりは減ったが、物をなくしてもあっ

た場所に触れるなど、なごりはある。 

・部屋には入らないが、支援員に気になる所を直す

よう求め、対応することで納得する。 
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福祉型障害児入所施設における音楽療法の実践 

～行動障害を伴うダウン症者への実践を通して～ 

 

障害児入所施設 五色精光園児童寮 自主研究グループ「ガッツファイターズ｣ 

田賀 智心、田中 俊充、森岡 真衣、渡辺 翼、平見 友宏、武田 心慰、乙井 美穂、 

原田 和美、片山 恵理、山本 武志、阿部 大祐、髙田 侑広、齋藤 舞 

 
１ 音楽療法の歴史 

 

音楽療法の歴史は古代にまで遡ることができるが、

音楽療法が組織的に行なわれるようになったのは第二

次世界大戦後のアメリカが最初である。傷痍軍人に対

する治療が目的であり、当時のアメリカでは、軍人が

戦争体験のストレスにより、不眠、うつ病等の心因性

の疾患を慢性的に多発させ、その対策に迫られた。古

くからキリスト教によって支えられてきた音楽療法が、

外傷治療にも内科治療にも先立つモラルの改善に向け

た促進剤になると考えられ組織的に進められてきた背

景がある。その後の戦後社会でも、音楽療法は高度産

業社会の拘束性、人間関係の複雑化等の問題や自閉症

児や青少年に対しての支援として活用されてきた。 

1950 年には全米音楽療法協会（ＮＡＭＴ）が設立さ

れ、音楽療法士を養成する音楽療法課程を持つ大学も

生まれ、公認音楽療法士の資格が認定されるようにな

った。その後、イギリス、アルゼンチン、オーストラ

リア等に同様の協会が作られて、今日に至っている。

このように、外国においては、音楽療法が組織的に行

われてきた歴史があるが、日本においてはその限りで

はない。近年になって、音楽療法という言葉が日常的

にも語られ、新聞や雑誌にも書かれるようになって関

心も高まってきたが、比較的最近まで音楽療法という

言葉自体がなかった。つまり、新聞用語、放送用語に

「音楽療法」という言葉がない時代において、音楽療

法を推進することは容易ではない。しかも、外国には

ある音楽療法士の資格制度が日本にはまだない。また、

音楽療法そのものは社会的に医療行為として認められ

ておらず、従って医療報酬も認められていない。これ

では音楽療法は成り立たない。現状では意欲的な研究

者、先駆的な医療機関により支えられているのが実情

である。それ故に日本の音楽療法が遅れているといわ

れているのだ。 

音楽療法が一般に与えるイメージと実際が必ずしも

一致するとは限らない。なぜなら音楽療法は知的障害

や発達障害、精神障害の分野で取り入れられており、

特殊な取り組みであるからだ。今回の研究を取り組む

まで、私自身が音楽療法ついて、「日常生活に音楽を取

り入れ、五感を刺激して働きかけていくもの」という

ようなイメージを持っていた。しかし、実際に音楽療

法士の実践を観察した見解としては、「音をコミュニケ

ーションツールとして活用しながら、相手のポジティ

ブな思いや行動を引き出している」ように感じた。音

楽療法は一般的には、クラシックやポップスなどの「

でき上がった作品」を活用することである。あるいは

楽器を演奏したり、歌ったりして「作品を創る」こと

として捉えられているのではないかと思う。しかし、

音楽療法が療法たる所以は、治療が目的であり、癒し

の効果を期待されているからである。今回のＵさんの

取り組みの中で言えることは、音楽療法士とＵさんを

つなぐ手段は２人が使用する楽器の音であり、Ｕさん

要旨抄録  

当園では平成16年から音楽療法士の協力を得て、月に２回、集団および個別での音楽療法に継続して取り組ん

できた。そして今回、Ｕさんに対して音楽療法士による個別療法を実践していただけることとなり、研究のテー

マとして選定した。 

「継続は力なり」という言葉があるが、音楽療法士の活動も今年で11年目を迎え、今回のテーマである集団及

び個別での音楽療法を通じ、利用者の行動がどのように変容するのか、また、情緒面への影響がどのような形で

表出するのかを捉え、音楽が対象者へ及ぼす効能について検証する。延いては生活支援にも音楽療法の技法を活

用することで利用者の施設での生活をより豊かなものとするため、日常の支援にも生かしていけるよう考察して

いく。 

 

キーワード 

音楽療法、ダウン症、自閉症、尿失敗、日常生活 
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が発する音であった。曲をかけて踊ったりする訳でも

なく、何か決まった曲を演奏する訳でもなかったが、

療法中、さまざまな音を用いて、２人はときに話した

り、聞いたり、笑ったり、怒ったりと会話しているよ

うに思えた。Ｕさんは、有意語を話すことができない。

障害のある方には、自分の思いを伝えられない方や、

自分自身をコントロールできない方もおられる。その

ような方のさまざまな思いを引き出し、全人的な機能

を改善、快復していける可能性を秘めている療法の一

つが音楽療法といえるのではないだろうか。 

 

２ Ｕさんの特性について 

 

ダウン症候群であるが、自閉傾向も有すると見られ

ている。 

朝・夕、抗精神病薬（デパゲン）を服用中。 

不適切行動として故意の排泄失敗や頻繁な脱衣行為。

器物破損、他害行為などがみられる。また情緒も不安

定で、一日のうちに機嫌が良い状態と不機嫌が交互に

見られ、拘りも強いため指示が通りにくい場合が多い。

更に言葉でのコミュニケーションが難しく、有意味語

は「あんぱん」「くさー」、Ｕさんからの要求の場合、

トイレは「マ」、飲食は「オゥワ」、施錠をして欲しい

場合は指を差しながら「ゴンゴゴゴゴ」、物品を片付け

て欲しい場合は「パァパパパパーパ」などのごく限ら

れた発声がある。また「ブーブ－･･･」という喃語様の

発声も、みられる。 

 

３ 音楽療法勉強会から 

 

実施日：平成 28 年９月 30 日 

場所：五色精光園児童寮ハーフウェイハウス 

講師：白川滝実子氏（音楽療法士） 

(1) 集団音楽療法について 

毎月第１、３木曜日に実施。場所は児童寮交流ホ

ールを実施場所とし、時間は 13 時 30 分から 14 時

45 分まで行われている。 

まず始めに「始まりのうた」から「歩こう」とい

う歌を演奏する。そのあと、スティック活動や楽器

活動を行う。スティック活動では、参加している利

用者の動きや感情をくみとり、曲を即興で作る。中

には既製の曲も演奏する。楽器活動では、各利用者

に好きな楽器を選んでもらっている。音楽療法の活

動は、職員の存在も大きく影響しているため、活動

を一緒に楽しむことが望まれる。 

(2) Ｕさんを対象とする個別音楽療法について 

音楽療法に続き 15 時 15 分まで行われる。活動で

はテンプルブロックや太鼓などの楽器を使用。活動

中に演奏する曲は、ほとんど即興である。Ｕさんの

動きや表情を見ながら、曲を選曲している。Ｕさん

自身、個別音楽療法の時間をデリケートな時間とし

て捉えており、他の利用者が見ていると集中できな

いことが多い。活動しているときは、尿失敗がみら

れず、トイレに行きたいときは「まっ」といってト

イレに出かけ、自ら活動の場に戻ることができる。 

(3) 今後のＵさんの課題 

きちんと時間内に活動を終えられるようになるこ

と。以前は、活動に集中すればするほどスムーズに

終わることができなかったが、最近では、時計を見

せ、終わりの時刻を告げることで、活動を終えるこ

とができる日もある。活動の終わり方については、

今後も引き続き方法を検討していく。 

(4) 研究の進め方について 

対象を広げるのではなく、Ｕさんだけに焦点を当

てて研究を進めるべきではないかという案が出され

る。また、ＢＧＭについては、音楽が嫌いな人もい

るであろうと推測し、施設内放送として音楽を流す

ことを控えたほうが良いのではという意見も出され

た。 

 

４ 不適切行動の推移 

 

Ｕさんの不適切行動の一つである故意の排泄失敗は、

要求が通らなかった場合等の欲求不満のアピールであ

る場合が多い。また排泄がないにも関わらず、脱衣、

更衣要求、着衣拒否をするといった衣服に関する内容、

自傷・他害行為、不機嫌等もある。集団・個別音楽療

法を続けることにより、不適切行動がどのように変容

したか、８月～11 月の４ヶ月間、主に排便失敗、脱衣

行為、不機嫌に関するデーターを行動観察により収集

し、時間帯別、曜日別にまとめた。Ｕさんは金曜日の

夜、もしくは土曜日の朝に保護者の迎えで一時帰宅し、

日曜日の夕方に帰園するという生活スタイルであるた

め、月曜日～金曜日の平日、8：45～17：30 に行動観

察を行い、１ヶ月毎の回数を集計した。 

(1) 尿失敗 

８月は 10 時台に 16 回と多く見られ、最も少ない

時間帯は 16 と 17 時台の２回であった。曜日では、

月曜日が 18 回確認されており、次に水曜日の 17 回

が多く、木曜日に８回が最も少なくなっている。 

９月は８時台に９回と最も多く、最も少ないのが

17 時台の０回であった。曜日では火曜日の 16 回が

最も多く、木曜日の６回が最も少ないデーターであ

った。 

10 月は、９時台、16 時台に５回が最も多い記録で

あったが、その他の時間帯は３回～０回と減少傾向
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にある。曜日では、最も多く見られたのは木曜日、

金曜日の７回であったが、月曜日は０回と曜日によ

って偏りがみられている。 

11 月は、14 時台に８回、次いで 11 時台に６回が

多く、12 時台と 16 時台は０回であった。曜日別で

は水曜日の９回が最も多く、週末にかけては減少傾

向となっている。 

(2) 排泄がない場合の脱衣、更衣要求 

８月は 12 時台に 11 回と多く見られた。最も少な

い時間帯は８、13、17 時台の０回であった。曜日で

は、金曜日の 13 回が最も多く、最も少ないのは木曜

日の４回であった。  

９月は、12 時台の８回が最も多く、次いで 15 時

台の７回、対して 16 時台以降は０回であった。曜日

では、最も多く見られたのが木曜日・金曜日の９回

に対し、月曜日と水曜日が各３回と少ない。 

10 月は、12 時台に 13 回、11、15 時台に 10 回と、

尿失敗とは反対に数値が増加している。17 時台は０

回であった。また曜日別では木曜日の 20 回が最も多

く前月の２倍以上の値となっており、最も少ない月

曜日でも５回であった。 

11 月は、12 時台、15 時台に９回確認されている

が、９時以前、16 時以降の時間帯については０回の

記録であった。曜日では、木曜日の８回が最も多く、

最も少ない曜日は月曜日の３回と、前月と比較する

と減少傾向が見られた。 

(3) 着衣拒否 

８月は８時台が７回、12 時台が６回、15時台に５

回と多くみられ、10、17 時台には、着衣拒否はみら

れなかった。このことから環境の変化が大きい時間

帯に多く見られる傾向があるといえる。曜日では、

金曜日が 14 回と最も多く、月曜日が 10 回、その他

の曜日は３～４回であった。 

９月の着衣拒否が最も多く見られたのが 10 時台

に３回であり、８、11、12、14、17 時台は０回と着

脱拒否はみられなかった。曜日別では、火曜日の３

回が最も多く、その他の曜日は２回であった。 

10 月は９・15 時台に２回、その他の時間帯は１回

～０回となっている。曜日では金曜日に３回が最も

多く、火曜日～木曜日は１回ずつ、月曜日は０回と

なっている。 

11 月は 15 時に３回が最も多く、その他は１回、

もしくは０回の記録であった。曜日では水・木曜日

が２回、月・金曜日が１回、火曜日が０回と数値に

偏りはみられない。 

(4) 考察 

４ヶ月を通して、ばらつきはあるものの、尿失敗

に関しては減少傾向が認められる。夏～秋にかけて

の観察ということで季節（気温や湿度）の変化も関

係があるものと思われるが、着衣に関する項目につ

いても着衣拒否については減少傾向が認められた。

脱衣、更衣要求については若干の増加傾向もみられ

たが、11 月には再び減少傾向にある。17時以降はい

ずれの項目、月でも０回というデーターであり、落

ち着いて生活できている様子が窺える。 

更衣要求・更衣について時刻帯別に着目すると、

どの月も 12 時台と 15 時台の数値が上昇している傾

向がある。12時台には昼食、15 時台はおやつという

ように、食堂へ移動し飲食する時間帯となる。Ｕさ

んはそれぞれを節目ととらえ、飲食後に上記の行動

に及ぶことで、気持ちの切り替えを図っていること

が考えられ、それが拘り、延いては日常行動のルー

ティンとなっているように感じられる。そこで不機

嫌のグラフに着目すると、特に 10・11 月は 15 時台

に不機嫌の数値に上昇がみられる。このことからＵ

さんのルーティンを把握できていない職員が、上記

の行動の意味を知らずに行動を制止することにより、

Ｕさんを不機嫌にさせるひとつのきっかけとなって

いると推測できる。 

また別の視点から考えると９～11 月にかけての

15 時台もしくは 16 時台の不機嫌の上昇は、８月に

みられなかった傾向といえる。その原因の一つとし

て、学齢時の下校・帰園が挙げられる。当施設では

学齢時の登下校にはスクールバスが送迎として用い

られているのだが、特に下校時には一斉に学齢児が

帰園するため、施設内の環境が激変するといっても

過言ではない。ダウン症だけでなく自閉傾向も有す

ると考えられているＵさんにとって、急激な環境の

変化は耐えがたい苦痛となり得ることが想像できる。 

Ｕさんは長期にわたり継続して音楽療法に参加し

ている。初期の記録によると、白川氏の声掛けに応

じず好き勝手に行動し、セッションの場である交流

ホールでも排泄失敗を頻繁にしていたことが示され

ている。それとも参加し続けることで、徐々に自制

が効くようになり、今ではその時間に限っては殆ど

排泄失敗が見られなくなっている。しかしながら不

適切行動が見られない状態は音楽療法が終了した後

には続かないことが、先述した時間帯別に見る不適

切行動の数値から読み取ることができる。曜日別に

見た場合でも、木曜日の情緒の安定や不適切行動の

減少を、数値からは読むことはできない。 

15～16 時台に不機嫌になる傾向が垣間見られた

今、その時間帯に合わせて好みの曲を流した場合、

Ｕさんの情緒や行動がどのように変容するのか。そ

れを確かめ利用者支援における音楽の有効性を探る

ことにする。 
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５ Ｕさんの音楽的嗜好調査 

 

厳密に好みの傾向を捉えようとする場合、音の周波

数なども測定する必要があるが、当施設はそのような

機材を有しておらず、職員間でもそれを測ることがで

きる専門知識やスキルを持つ者も存在しない。よって

居室にて音響システムを用いてＵさんに各ジャンルの

音楽を聴いてもらい、そのときの表情・動作・発声な

どを記録し、好みであろうと考えられるジャンルを選

定することとした。施行日は平成 27 年８月 10、11、

14、29 日。その際には開始時刻を 13：30 に設定し、

おやつが提供される時刻である 15：00 までに終えるこ

ととした。ジャンルはヒーリング系、クラッシック、

映画音楽（インストゥルメンタル）、ダンスミュージッ

ク、ポップス、ハードロック、ヘヴィーメタル（以下

HR／HM と記す）である。なおヒーリング系、クラッシ

ック、映画音楽以外はヴォーカル入りの曲が主で、（施

行者の有する CD に基づくため）洋楽とした。ヴォーカ

ル曲はバラードやミディアムテンポの曲も交え、選曲

のテンポにバリエーションをつけた。更に好子として

音楽療法で用いられる。「ラップの芯」を手渡し、本利

用者ができるだけ曲を聴くことを楽しみに集中できる

よう（その場から去ってしまわないよう）環境を設定

したうえで実施した。場所を居室に限定したのも、他

刺激からの影響をできるだけ回避することが目的であ

る。 

(1) 調査 

○８月 10 日 

試行初日。ユーロビート３曲、テクノ３曲（内２

曲はラップ）、レゲエ１曲、ヒップホップ２曲、他２

曲の洋楽ダンスミュージック全 11 曲の構成。 

前半の４曲（ユーロビート２曲、テクノ２曲）ま

では表情が硬く、時折不機嫌そうな声を出すことが

あったが、５曲目のアップテンポのレゲエが流れる

表情が解れ、立ち上がってラップの芯で壁を叩きな

がらリズムを刻む様子が見られる。またこの曲から

「ヴーヴヴヴー」という歌声も聴かれるようになる。

その後、さまざまなタイプの曲が流れる中で、とき

には真剣に、ときには無表情になりながらも CD シス

テムから流れる音楽に意識を傾ける様子が見られた。

（実際にスピーカーに耳を付けて聴く様子も見られ

る）。曲を変える際には CD を入れ替えるために少し

の間無音状態が生じるが、その間も機嫌がよい状態

が持続していた。本利用者が刻むリズムは音楽のテ

ンポと合っていない場合があるが、それらがズレる

ことにより機嫌が悪くなることもなかった。 

今回、音楽を聴いている間は、排泄失敗や脱衣行

動のほかの不適切行動は見られず、試行終了後には

自らトイレに行って便器に排泄する様子が確認され

た。 

○８月 11 日 

選曲はポップス 10 曲、バラード５曲の全 15 曲。 

始めの曲から機嫌がよく、手やラップの芯を使っ

てリズムを刻む状態が続く。また、Ｕさん特有の発

声（ブーブーブー）での歌は、比較的テンポの遅い

曲の場合に聴かれることが多かった。初回の試行時

と比較すると高揚状態が多く見られ、明らかに機嫌

が良くなっている。この日も音楽を聴いている間は、

排泄失敗をはじめとする不適切行為が見られなかっ

た。 

○８月 14 日 

HR７曲（内１曲はテクノ系）、HM４曲（内１曲はテ

クノ系）、R&B４曲の全 15 曲。 

最初の曲からの立ち上がり、ラップの芯を使って

リズムをとる様子が見られた。これまでの試行の中

でも最も激しく高揚した状態であり、より大きな動

きが見られ笑い声も多く聴かれた。過去の試行時と

比較すると音楽に合わせた発音が多い傾向が見受け

られた。ポップスの場合と同様、スローテンポの曲

では「ブーブーブー」と歌い、早いテンポの曲にな

るとそれ以外の語（マママ・・・など）で表現しよ

うとする。しかし歌う際には音程を表現できず、リ

ズムの合わせただけの一本調子となる。今回も排泄

失敗ほかの不適切行為は見られていない。 

○８月 29 日 

ヒーリング系オリジナル曲５曲、クラッシック１

曲、映画音楽（インストゥルメンタル）６曲、ドキ

ュメンタリー番組 BGM１曲の全 13 曲。 

横になったまま音楽を聴くことが多く、高揚状態

時の反応に激しさが見られなかったが、全曲を通じ

て機嫌が悪くなることはなかった。これまでと同様、

ラップの芯で床や壁などを叩き（曲のリズムに合っ

ていない場合がある）ながら発声し、ときには歌う

様子が見られている。試行時に居室を離れることが

３回あり、内２回はトイレで排尿している。排尿を

終えた後は施行者が言葉がけをしなかったのにも関

わらず、居室に戻って再び音楽を聴く。 

今回も尿失敗や更衣要求、その他の不適切更衣は

見られなかった。先述したように高揚状態でも比較

的大人しい印象を受けたため、最後の２曲異なるジ

ャンルの曲（ロック系の邦楽と洋楽のダンスミュー

ジック）を聴いてもらったところ、明らかに気分の

盛り上がりが見られ、発声や笑い声も大きくなって

いる。 

(2) 所感 

試行前はリズミカルなダンスミュージックに最も
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肯定的な反応を示し、HR/HM では試行の継続すら危

ぶまれる程否定的拒否（拒否的）反応を示すものと

考えていた。しかしながら結果はむしろ逆で、HR／

HM を聴いているときが最も激しく肯定的で盛り上

がる反応を示している。高揚状態が続き、表情も生

き生きとしていたのである。それに比べ、ダンスミ

ュージックでは、身体は動かすものの発声は少なく、

真剣な表情とともに笑い声も少ない傾向があった。

言い換えればダンスミュージックを聴いている際に

は、それだけ音楽に集中していたのかもしれない。 

高揚状態の順で記述すると、HR／HM の次に続くの

がポップス・バラードを聴いたときである。断定は

できないものの、バラードを聴いた際に歌うことが

多くなる傾向がこのときに垣間見られている。また

曲とは無関係にリズムを変化させる（手やラップの

芯で叩くテンポが小刻みになる。）傾向があることも、

このときに捉えることができた。 

最後にヒーリング系他の音楽では、高揚時にも激

しさは控えめで横になった状態が多かったことから、

リラックスして音楽を聴いていたことが考えられる。

この点については、試行前の個人的な予想とある程

度一致していた。 

このようにＵさんがいかなるジャンルにも、肯定

的・好意的反応を示すことから、音楽を通じてパニ

ック時の沈静効果や不穏時の肯定的な高揚効果、リ

ラクゼーション効果などが期待できる。 

 

６ Ｕさんの日常生活への音楽的アプローチ 

 

実施するにあたり、先述したように開始時刻を主と

して学齢児の帰園に合わせ（ただしＵさんの精神状態

により、こればかりと限らない）、時間を 30 分に限定。

時間の設定に当たっては白川氏の助言を参考とした。 

○12 月１日 15：35～16：05 

他利用者もいるプレイルームにて、学齢児が帰園

する前の 15 時 30 分頃からＵさんの機嫌が悪くなる

という状況の中で実施する。テレビ画面はバラエテ

ィ番組が映されているが消音状態。音響システムは

試行調査時と同じものを使用し、音量を 10 段階の３

に設定。使用した音楽は８曲（邦楽ロック１曲、R

＆B２曲、ポップス３曲、ダンスミュージック２曲）。

１ロック、２・３ダンス、４・５ポップス、６・７R

＆B、ロックの順で再生される。 

１～４の曲が流れている最中はより不機嫌になり、

「遊んでいたブロックを手で払い散在させる」、「大

きな声で唸り声を出す」などの反応が見られた。 

ところが５が流れ始めると本利用者の唸り声がな

くなり、「ンフフ…」という笑い声が聞かれるように

なる。その後は表情から険しさが徐々になくなり、

⑥が流れる頃にはリズムに合わせて掌で床を叩くま

でに変化する。 

○12 月４日 15：30～16：00 

環境面では前回とほぼ同様の条件だが、Ｕさんの

機嫌が良い状態である。ところが１の曲が流れると

明らかに不機嫌そうな表情（眉間に皺を寄せる）に

なり、脱衣を始める（排泄失敗なし）。洗濯室前廊下

で更衣後はプレイルームに戻り、ブロック遊びを続

け、その後２、３と曲が流れる中、大人しくブロッ

ク遊びを続ける。４曲目が流れる途中で学齢児が帰

園するも、意に介さず喜んで「アー」などの発声が

聞かれ、６曲目以降はブロック遊びをしながら発声

も明らかに多くなる。この日は曲の最中に時折他利

用者による干渉行為（CD のピッチを変えるつまみを

捻る）があったものの、情緒を乱されるようなこと

もなかった。 

○12 月７日 15：25～15：55 

Ｕさん自身機嫌の良い状態で、前日とほぼ同じ条

件で実施。この日は終始機嫌良く、籠の上に腹這い

になってブロック遊びを続け、時折発声や歌声、笑

い声が聞かれた。 

○12 月９日 11：00～11：30 

曲目・音量ともに前日までと同条件だが、場所を

通用口付近廊下に変更。Ｕさんは洗濯室前廊下にて

不機嫌に自傷しており、ズボンも穿いていない状態

で実施。しかし音響システムを見ると同時にズボン

を穿く。１曲目から笑顔でリズムに合わせて掌で廊

下を叩く様子が見られるが、途中でわかば棟トイレ

に向かい発声をしている状態。その後もトイレにこ

もったまま「ジッジッ」「イェーパ」などの声が聞か

れる。３曲目の途中で戻り、玄関でリズムに合わせ

て足ふみ。４曲目が流れている最中には椅子をスピ

ーカーの横に移動させ座って聴く。その後８曲目が

終了するまで上機嫌が続き、発声や歌う様子、体で

リズムを刻む様子が見られる。今回の施行でも、機

嫌が良いままにスムーズに終えることができている。

その間、尿失敗や脱衣、その他の不適切行動は見ら

れなかった。また、終了後は施行前と比較すると明

らかに発声が多くなっている。 

○12 月 21 日（月）10：30～11：00 

音響システム・音量および場所は前回と同じだが、

本日はヒーリング系音楽（少年合唱）を用いた。Ｕ

さん自身は不機嫌（自傷なし）で、頻繁な更衣要求、

トイレにパンツを流すなどの不適切行為を繰り返し、

指示が通りにくい状況での実施（本人はその場にお

らず、トイレの便座に座っている）となる。１曲目

を流している際、パンツだけを穿いてトイレからで
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てこようとし、２曲目で機嫌よく音響システムのあ

る場所へ来る。３曲目が流れるころにはズボンを穿

きはじめ、４曲目では高揚し、音響システムに備わ

っているマイクを持って歌う様子が見られた。その

後も４曲聴き続ける。本日は音楽を流すとすぐに機

嫌が良くなり終始上機嫌を持続するが、トレーナー

の左袖を噛む癖は止めなかった。 

○12 月 22 日（火）10：40～11：10 

前日とほぼ同条件で実施。Ｕさんは機嫌が悪く唸

り声をあげている状態であった。本日も音楽が流れ

ている間には、機嫌が悪くなる様子は見られなかっ

た。試行中にプレイルーム前の椅子を音響システム

前に移動させ、暫くするとそれを元に戻す様子が見

られる。発声や笑い声も多く聞かれ、音楽が終了し

ても、本利用者は不適切行動を示すことはなかった。

また、音楽を聴いている最中は排泄失敗がなく、ト

イレに向かうこともなかった。 

○１月６日（水）16：15～16：45 

音響システム、音量、使用 CD ともに前回の施行時

と同じだが、場所をプレイルームへ移す。テレビの

チャンネルは NHK に合わせ、音を消した状態で施行。

Ｕさんはおやつの時間を挟んで不機嫌（尿失敗を繰

り返す）が続いていた。1 曲目が流れているときに

ズボンを提供するとそれを穿く。音楽が流れている

間も若干唸り声をあげつつブロック遊びを始める。

その後３曲目まで同様の状態が続くが、4 曲目から

小さい笑い声が聞かれるようになる。５曲目から発

声があり、ブロック遊びの集中力が高まっているよ

うに見える。その後も時折立ち上がるなどの行動が

みられるものの、ブロック遊びをしながら機嫌よく

過ごす。本日の試行時にも排泄失敗ほか不適切行動

は見られず。 

○１月８日（金）13：50～14：25  

音響システム、音量、場所は前回と同じだが、使

用 CD をピアノソロ演奏のインストゥルメンタルに

変更。Ｕさんは機嫌が悪く、尿失敗を繰り返す状態

が続いていた。環境面では帰園した学齢児により、

プレイルーム内が騒がしくなっている。また、これ

までの施行時との相違点として、２名の女性保育実

習生の存在が挙げられる。その中でテレビを消して

試行。 

１曲目が流れ始めてからも、他者を威嚇するよう

な唸り声をあげてブロックやそれを入れる籠に当た

る。３曲目が流れる最中には脱衣行動（排泄失敗な

し）も見られた。その後、ブロック遊びを続けるも、

籠に当たる威嚇行為、自傷、唸り声あり。暫く同様

の状態が続き、時折ゲーム（DS）をしていると利用

者や実習生を睨みつける。額を掌で殴る自傷があり

頭を抱える様子も見られる。７曲目、籠を壁に叩き

つけたことにより周囲が一瞬静まる。 

暫く経って「ブンブーブー」等の発声があり落ち

着きの兆候が見られる。８曲目でようやくスピーカ

ーに耳をつけて歌うようになり、次の曲で笑い声も

確認される。 

はっきりと分かるレベルで機嫌が良くなったのが

８曲目からであり、それまでに27～28分程度要する。

籠を投げて周囲が静まったことが本利用者の落ち着

きと関係しているとすれば、音楽が雑音でかき消さ

れるのを嫌った可能性も考えられる。一方ではその

ときの気分と流れる音楽がマッチしなかったことも

原因の一つとして考えられる。依然として、音楽を

聴いている最中は排泄失敗が見られないが、２回目

の脱衣行動が確認された。 

 

７ まとめ 

 

先述のように、Ｕさんは音楽に対し概ね肯定的・好

意的反応を示す傾向があることがわかった。不機嫌な

場合や不機嫌になる傾向が強い時間帯に音楽を流した

場合でも、機嫌が良くなる、若しくは機嫌がよい状態

が保たれ、不適切行為もほとんど見られなくなる。し

かしながら不適切行為が全くなくなるような絶対的な

ものではないことが、１月８日の試行時の反応により

示されている。 

日常生活における音楽的アプローチでは、最終施行

日だけインストゥルメンタルの CD を使用している。ピ

アノのソロ演奏（厳密には控えめにシンセサイザーや

バイオリンの音色も重なる）がメインのアルバムであ

るが、同じピアノ演奏でも白川氏が音楽療法で奏でる

ようなリズミカルな曲は収録されておらず、穏やかな

印象の曲がアルバムのすべてを占めている。音楽的嗜

好調査では全ての調査日において音楽を流す前からＵ

さんの機嫌が良いという状態で試行されており、場所

もＵさんの居室に限定されていた。そのため、ヒーリ

ング系の静かな曲にも肯定的・好意的な反応を示して

いたが、この回に関しては、Ｕさんが落ち着くまでに

30 分近くを有していることから、音楽の効力によって

機嫌が良くなったとは考えがたい。よって環境・刺激

が異なると反応も異なるものと考えられる。もしこの

ときに HR/HM を流した場合にも、同様の反応を示して

いただろうか。その意味でも音楽における「同質性の

原理」を調べる必要があったように思われる。同質性

の原理とは、患者（対象者）の状況に応じて、気分、

テンポ、音量などを考慮して、その状態とほぼ同質の

音楽を与えカタルシス作用（浄化作用効果）を得ると

いうものである。 
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音楽療法は次の２種類に分類することができる。そ

のひとつは、受動的（受容的）音楽療法といわれるも

ので、音楽を聴くことによる情緒・行動の変容を目的

としている。具体的には、同質性のものから異質な音

楽へと展開して活動を高める。（レベルアタック）刺激

療法といわれるものや、聞いたときに感じる感情や沸

いてくるイメージを展開させ精神療法的な治療として

用いる鑑賞療法がある。もうひとつは、能動的音楽療

法といわれるもので、歌を唄うことや楽器を演奏する

ことで、言語的、非言語的コミュニケーションの手段

として用いられる。また、音楽に合わせて身体を動か

すことで、身体能力の向上や機能回復にも用いられる。

白川氏によって行われる音楽療法が後者であり、研究

メンバーの取り組みは前者に属するものに相当する。 

今回、研究を進めるにあたりさまざまな疑問点が生

じており、以下にその一部を列挙する。 

① 音楽を流す時間を延長した場合の、不適切行動

の出現頻度について。  

② 音楽を流している場に職員が不在の場合のＵさ

んの反応。 

③ 普段から音楽に興味を示さないような、重度自

閉症の利用者に対する音楽の効能。 

④ 白川氏による音楽療法の様子を録画・録音し、

日常生活において再生した場合の反応。 

 

これらの疑問点は諸事情により、検証には至らなか

った。今後の課題として、延いては他の利用者に対す

る音楽療法の可能性を探る意味でも、引き継いでいき

たい。 
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【資料１】 

Ｕさん 音楽療法参加初期の記録 

 

H19.10.4 途中から音楽療法に参加。Ｏさんと一緒に手をつないで歩いたり、太鼓をリズムに合

わせて叩いたりしてとても楽しそうにしていた。 

H20.3.6 交流ホールに着くなり、走ってボールプールの中に入り込み、ボールを投げて遊び始

める。投げることに夢中になり、白川先生が話しかけても無視をして、音楽療法に加

わろうとはしない。しかし、ボールを投げ終わると参加し始めて、棒で叩いたり、壁

を叩いたりして楽しそうに遊んでいた。 

H20.5.1 楽しく参加していた。太鼓を使う時間はバチで太鼓を叩いていた。しかし、白川先生

が「危ないから片付けて」と言ったため、バチを貰うと怒り出す。デイの利用者や他

利用者に危害が及ぶ可能性があったため、交流ホールの外へ誘導し、場面転換を図る。

暫くすると落ち着いたため、交流ホールに入り、楽しそうに参加する。 

H21.3.19 交流ホール内にて便失敗。 

H21.10.15 白川先生持参の棒入れ用の鞄を投げ、取手が外れた。すぐに職員から謝罪する。 

H22.6.17 尿失敗。 

H23.3.17 セッション中に便失敗。 

H23.9.15 ボール投げやカーテンを閉めたりして過ごす。 

H24.7.19 尿失敗あり。 

H26.9.4 機嫌よく過ごすが、パンツ内に放尿あり。 

H26.9.18 集団音楽療法参加後、個別の音楽療法にも参加。 

H26.10.2 個別の音楽療法にも参加（30 分程度）。機嫌よく過ごす。 

H26.10.16 個別の音楽療法にも参加。白川先生からの評価も高く、機嫌よく楽しく参加する様子。

 

H23.9.16 音楽療法時ではないが、音楽鑑賞中に音色が気に入らなかった様子で、場所を移動し、お絵かきを

して過ごすという記録あり。 
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【資料４】嗜好調査時に用いた楽曲リスト 

８月１０日 ダンスミュージック 

（アーチスト名） （曲名） 

①②カイリー・ミノーグ ラッキー・ラブ 

 愛が止まらない 

③ダフト・パンク ワン・モア・タイム 

④スキャットマンジョン スキャットマン 

⑤アスワド シャイン 

⑥MC ハマー U・キャント・タッチ・ディス  

⑦オマリオン アイスボックス 

⑧AL.B.シュア！ チャンネル J 

⑨デッド・オア・アライヴ アンド・カウント・トゥ・テン 

⑩⑪マイケルジャクソン スリラー 

 ブラック・オア・ホワイト 

８月１１日 ポップス／バラード 

①ビージーズ ユー・ウィン・アゲイン 

②③フィル・コリンズ アナザー・デイ・イン・パラダイス 

 ツー・ハーツ 

④ネナ・チェリー ウーマン 

⑤ヴァネッサ・パラディ ビー・マイ・ベイビー 

⑥ママス＆パパス 夢のカリフォルニア 

⑦フィフス・ディメンションズ ビートでジャンプ 

⑧コールドプレイ 美しき生命 

⑨ファレル・ウィリアムズ ハッピー 

⑩ザ・ファン ウィー・アー・ヤング 

⑪コクトー・ツインズ プー 

⑫マルーン５ ウォント・ゴー・ホーム・ウィズアウト・ユー 

⑬パット・ベネター ウィー・ビロング 

⑭ティアーズ・フォー・フィアーズ シーズ・オブ・ラブ 

⑮ロビー・ネヴィル ドミノ 

 

８月１４日 ハードロック／ヘヴィメタル 

①レニー・クラヴィッツ 自由への疾走 

②ヴァン・ヘイレン ホワイ・キャント・ディス・ビー・ラヴ 

③ハート アローン 

④マリリン・マンソン ロック・イズ・デッド 

⑤デフ・レパード ラヴ・バイツ 

⑥ビリー・アイドル スピード  

⑦インエクセス ニード・ユー・トゥナイト 

⑧エアロスミス リヴィン・オン・ジ・エッジ 

⑨ソイルワーク STALEMATE 

⑩インペリテリ 17th century chicken pickin’ 

⑪SEX マシンガンズ テッケン オニショウグン 

⑫ビリー・アイドル 闇の彼方 

⑬ダム・ヤンキーズ ハイ・イナフ 

⑭スコーピオンズ SEND ME AN ANGEL 

⑮ホワイトスネイク ヒア・アイ・ゴー・アゲイン 
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８月２９日 ヒーリング／サントラ／インストゥルメンタル他 

①ヤニー In the morning light 

②坂本龍一 ラストエンペラー  

③タイタニック A life so changed 

④ヴァンゲリス 炎のランナー 

⑤スターウォーズ EPⅡ アクロス・ザ・スターズ 

⑥シックス・センス サントラ Run to the church 

⑦エニグマ リターン・トゥ・イノセンス 

⑧喜多郎 シルクロード 

⑨リベラ 彼方の光 

⑩フェノミナ サントラ フェノミナ 

⑪ドビュッシー 月の光（オーケストラ ver．） 

⑫ヘイリー プレイヤー 

⑬アディエマス アディエマス（聖なる海の歌声） 

追加 

①バンプ・オブ・チキン パレード 

②カイリー・ミノーグ タイム・ボム  
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【資料５】 

Ｕさんの日常生活への音楽的アプローチに用いた楽曲リスト 

 

１２月１・４・７・９日 

①バンプ・オブ・チキン パレード 

②カイリー・ミノーグ タイム・ボム 

③ジョルジオ・モロダー ライト・ヒア・ライト・ナウ（feat.カイリー・ミノーグ） 

④アバ ザッツ・ミー 

⑤O-Zone Dregostea Din Tei～恋のマイアヒ～ 

⑥クリス・ブラウン ターン・アップ・ザ・ミュージック 

⑦ロビン・シック Blurred Line（feat.T.I.&Pharrell） 

⑧ダイアー・ストレイツ マネー・フォー・ナッシング 

 

１２月２１・２２日 

LIBERA アルバム「祈り～あなたがいるから」より 

①あなたがいるから 

②サンクトゥス 

③アヴェ・マリア 

④アリア～G線上のアリア 

⑤いつもあなたのそばにいるから 

⑥かなたの光 

⑦生まれてくる日 

⑧永遠 

 

１月８日 

YANNI アルバム「In My Time」より 

①In The Morning Light 

②One Man’s Dream  

③Before I Go 

④Enchantment 

⑤The End Of August 

⑥To Take…To Hold 

⑦In The Mirror 

⑧Felitsa 

 



 
１ 自活

 

・自活訓練室

時 30 分まで

うが、朝は

濯を行い、学

時間を上手に

レビを観る時

験している。

・利用し始め

安もあったよ

ひとりで落ち

も利用してお

したいとの意

・自活訓練室

から規則正

約束事のルー

・調理体験は

から調理・食

自宅に戻った

を持ってお

る。 

・材料の購入

ていくことを

き、メモを見

・スーパーで

して、料金を

たお店では、

り、迷うこ

間がかかって

要旨抄録 

赤穂精華

将来グルー

て、キッチ

ルの習得を

識し、自転

３年生）の

訓練」につ

告する。 

 

キーワード

自活訓練

活訓練室の使用

室は、就寝時

で使用してい

自活訓練室で

学校へ行く準

に過ごすこと

時間を設け、

。 

める前は、自

ようだが、宿

ち着いて過ご

おり、現在で

意思表示が見

室での生活は

しい生活を送

ールが守れ、

は、自活訓練

食事・食器洗

た時に家族の

り、調理に対

入は、Ｍさん

を考え、自転

見て購入して

ではどこにど

を見ながら購

、どこに何が

とはほとんど

てしまうとこ

 

華園児童寮は、

ープホームや自

チン・トイレ

を目指す利用者

転車を使用した

の事例を述べ、

ついて紹介する

ド 

練室、調理体験

自

障害児入所施

用および調理

時間 21 時から

る。食事や入

で自力起床し

準備を行って

とができるよ

自宅に戻っ

自活訓練室で

宿題を集中し

ごしたいとき

ではＭさん自

見られるよう

は、ユニット

送っていたこ

自分の役割

練室で行って

洗いまで行っ

の助けになり

対しても積極

んが地域で自

転車で目的地

ている。 

どんな材料が

購入する物を

があるかを大

どないが、慣

ころも見られ

平成25年 3

自宅に戻った

・浴室・リビ

者が、ひとり

た買い物訓練

「自活訓練室

る。そして、

験、自転車を使

自立に向

施設 赤穂精

理体験につい

ら、翌日朝食前

入浴はユニッ

、部屋の掃除

いる。また、

うに、就寝前

たときの生活

の生活に対し

て行いたいと

、下校後や休

身が積極的に

になった。 

で生活してい

ともあり、時

も果たせてい

おり、材料の

ている。Ｍさ

たいという気

的に取り組ん

立した生活を

のスーパーま

あるかを自分

決めている。

まかに把握し

慣れないお店で

た。 

3月に建て替え

ときに、自分

ビング・ダイニ

あたり６ヶ月

練に取り組んで

室での生活訓

自立に向けた

使った外出訓
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けた支援

 

精華園児童寮 

いて 

前の７

トで行

除・洗

余暇

前にテ

活を体

して不

ときや

休日に

に活用

いた時

時間や

いる。 

の購入

さんは

気持ち

んでい

を送っ

まで行

分で探

慣れ

してお

では時

・

扱

調

中

ー

分

・Ｍ

い

に

た

て

を

る

＜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え、４つのユ

分の力で生活

ニングルーム

月を目安に自

でいる。今回

訓練」「調理体

た支援の構築

訓練、ＪＲを使

援につい

岡村 勇希

調理は、以前

扱いなどは問題

調理の手順は初

中に確認する事

ーを見ること

分で取り組め

Ｍさん自身も

いろいろな料理

になりたいと

た。調理する

ており、Ｍさ

をできるだけ反

る。 

＜調理体験 写

ユニットと自活

活できるように

ムと畳の部屋の

活訓練室を利

回は、現在自活

体験」「自転車

築により、利用

使った帰省訓

いて 

希、小橋 康廷

前からの取り

題なく、手際

初めて作るメ

事もあったが

により、調理

ることが増え

も調理に対し

理が作れるよ

、前向きな言

メニューは職

んが食べたい

反映し、楽し

写真＞ 

活訓練室を設

に、生活スキ

の間取りとな

利用している

活訓練室を利

車を使った外出

用者にどのよ

訓練 

廷 

り組みもあり

際がよいと感じ

メニューの場

が、事前に写

理をする前に

えている。 

して大きく自信

ようになりた

言葉も多く聞

職員と利用者

いものや挑戦

しく取り組め

設置した。自活

キルを高めるこ

なっている。毎

。また、地域

利用しているＭ

出訓練」「ＪＲ

うな変化が見

、包丁やお鍋

じる場面もあ

場合、職員に調

写真入りのメニ

に確認ができ、

信をつけてお

たい、もっと上

聞けるようにな

者が相談して決

戦したいメニュ

めるようにして

活訓練室では

ことを目的と

毎年、生活ス

域での生活を

Ｍさん（高等

Ｒを使った帰

見られたかを

鍋の

ある。

調理

ニュ

、自

おり、

上手

なっ

決め

ュー

てい

は、

し

スキ

を意

等部

帰省

を報



２

・Ｍ

毎月

物訓

を使

職場

活を

・自

って

不安

った

交通

一つ

に地

車

りや

しな

を走

行す

かな

いる

・Ｍ

を実

その

徒歩

通機

おい

るこ

の確

ーシ

寄り

店が

はな

・自

ト表

今後

し、

＜帰

 

 

 

 

 

 

 

 

 自転車を使

帰省訓練につ

Ｍさんは隔月

月市内の店舗

訓練を行って

使用している

場まで通勤す

を送るうえで

自転車での移

ても遠方まで

安で職員の後

た。自転車を使

通マナーの習

つひとつ説明

地域を走行す

・自転車・歩

やこどもたち

ないと事故に

走行すること

すればよいの

など、気をつ

る。 

Ｍさんは、夏

実施した。自宅

の後はＪＲで

歩で自宅まで

機関を使用す

いて、多方面

ことで、切符

確認、分から

ション力など

り駅から自宅

があるのかを

なかなか習得

自転車訓練や

表を持って評

後一人だけの

本人と振り

帰省訓練 写

使った外出訓

ついて 

 

で地域の理髪

舗へ外出し、

ている。その際

る。Ｍさんは卒

するため、自転

で欠かせない

移動について、

で移動する経験

後ろからついて

使って移動す

習得である。一

明を行った。頭

すると、戸惑う

歩行者と様々な

ちも歩いてお

に遭ってしま

とで、自分が

のか、走行しな

つけるところが

夏休みを利用

宅までは播州

で姫路方面まで

で帰る。普段の

することで、

面への外出が可

符の買い方、時

らないときは質

ど、様々なスキ

宅まで歩くこ

を知ることもで

得できなかった

や帰省訓練にお

評価を行った。

の力で行うため

返りを行って

写真＞ 

訓練・ＪＲを

髪店を利用し

自分のお小遣

際の移動手段

卒業後、自転

転車マナーの

ことである。

、自転車に乗

験がなかった

てくることで

するうえで最

一旦停止や左

頭ではわかっ

うことが多い

なものとすれ

り、こちらが

う。Ｍさんが

どのくらいの

ながらどこを

が理解できる

して、自宅ま

州赤穂駅まで

で行く。最寄

の自転車訓練

自宅に戻って

可能になる。

時刻表の見方

質問するとい

キルが身につ

とで、自宅周

できた。これ

たと思う。 

おいては、毎

。アセスメン

めに何が必要

ている。 

を使用した 

している。ま

遣いを使い買

段として自転

転車を使用し

の習得は社会

 

乗るスキルは

たため、最初

でいっぱいで

も大切なのは

右の確認など

っていても実

。地域内では

れ違う。お年

が意識して走

が実際に地域

のスピードで

を見ればよい

るようになっ

までの帰省訓

自転車を使い

寄りの駅から

練に加え公共

てからの生活

ＪＲを使用

方、乗車ホー

いうコミュニ

つく。また、

周辺にどんな

れらは車移動

毎回アセスメ

ント表により

要なのかを確
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た

買い

転車

して

会生

はあ

初は

であ

は、

ど、

実際

は、

年寄

走行

域内

で走

いの

て

訓練

い、

は

共交

活に

用す

ーム

ニケ

最

なお

動で

ン

、

確認

 

児童

や社会

期間に

実際の

るよ

自転車

か、何

ど、自

自分の

自分が

いる。

ことが

繋がっ

できる

して自

成長を

童寮での生活

会のルール、

に社会に出て

の経験を積み

うにすること

車の利用など

何が苦手なの

自分で判断で

の思いを人に

が困っている

。自活訓練室

が増え、それ

っている。卒

る小売店の勤

自覚がもてる

を見守ってい

３ まと

活は社会に出

マナーを学

てから必要な

みながら地域

とが大切であ

どを通じ、自分

のか、何を助

できるように

に伝えること

ることは何な

室の使用や自転

れはＭさんの

卒業後、自宅

勤務が内定し

るよう、支援

いきたい。 

とめ 

るまでの基本

学ぶ場である。

生活スキルを

域での生活をイ

る。自活訓練

分でできるこ

けてもらえば

なってきてい

が苦手であっ

のかを職員に

転車訓練を通

大きな力とな

から自転車で

た。卒業まで

を重ねていき

本的生活習慣

卒業までの

を身につけ、

イメージでき

練室の利用、

ことは何なの

ば良いのかな

いる。以前は

ったが、今は

に訴えられて

通じてできる

なり、自信に

で通うことが

でに社会人と

き、Ｍさんの

慣

の

き

の

な

は

は

て

る

に

が

と

の
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介護保険制度と障害福祉サービスの適用関係について・考察 

～相談支援の持つ「代弁者」としての役割～ 

 

障害者支援施設 丹南精明園 津路 俊之 

 
１ はじめに 

 

(1) 当事業所の概要について 

丹南精明園相談支援事業所は特定相談支援（計画

相談支援）事業所である。丹南精明園の入所・グル

ープホームの利用者の他、篠山市近郊で在宅にて生

活されている障害者の方々の計画相談支援も担当し

ており、対象となる方は知・身・精の障害種別を問

わない。平成 18 年 10 月に開設され、現在では入所

・在宅合わせて 140 名以上の利用者の計画相談支援

を担当するに至る。 

(2) テーマを選んだ理由 

厚生労働省の定める「介護保険制度と障害福祉サ

ービスの適用関係」について、相談支援専門員は当

事者が介護保険制度移行・併用する際の「橋渡し役」

としての役割が求められている。しかし、実際のと

ころ、障害者自立支援法と介護保険法は全く別の法

律であり、移行・併用に際しては、場合により利用

者に不利益をもたらすことがあるのも事実である。

今回取り上げたケースもそのひとつで、いかに本人

にとって適当な福祉サービス利用を継続していける

かが焦点となっている。 

 

２ 事例紹介 

 

(1) 経緯 

平成 28 年３月、先日 65 歳を迎えられた丹南精明

園相談支援事業所利用者“Ｓさん”から当事業所に

連絡が入り「（居宅介護の事業所から）要介護認定申

請についてどうするのか尋ねられ、津路さんと相談

するように言われた。どうすればよいか。」との旨の

相談がある。前年 12 月には篠山市から要介護認定申

請勧奨の通知が来ていたとのこと。検討が必要であ

るため、自身では行動しないよう説明し、後日、津

路が説明のために自宅を訪問することでそのときは

了承を得る。 

(2) Ｓさんのプロフィール（当時） 

ア 居住地・性別・生年月日等 

篠山市在住 女性 独居 昭和 25 年生まれ 

結婚歴なし 

イ 主たる障害 

精神障害（双極性障害）。知的に障害はみられな

い。障害支援区分３。転倒による骨折歴あり右肩

の動きが悪いが、生活に大きな支障はない。 

ウ 収入等 

厚生年金・障害基礎年金２級受給。経済面での

支援は受けられていないが、やや浪費傾向あり。 

エ 親族の状況 

両親は他界しており、親族は三田市の身体障害

者施設に入所している実弟のみ。たまに遠縁の方

と連絡が取られているようだが、詳細不明。 

オ 病歴等 

○平成 2年  

激しい不安・焦燥状態により宝塚三田病院に１

ヶ月間入院。退院後、４年間ひきこもり状態であ

ったが躁転。治療中断し、仕事に復帰。 

○平成 13 年  

両親の介護問題や仕事上のストレスから、不眠

・情緒不安を訴え始める。鬱病の診断を受け、ク

リニックで治療を受けられていたが、処方薬の副

作用を嫌われたことから自身の判断で治療を中断

されてしまう。その後は短期間のうちに就職と離

要旨抄録  

現在、介護保険制度と障害福祉サービスの適用関係において、法の守備範囲が異なることもあり、移行や併用

に際しては当事者に不利益をもたらす場合が少なくない。特に介護給付に関しては介護保険優先となるため、障

害支援区分にかかわらず要介護度が低く判定される方についてはその傾向がさらに顕著になる。ここでは実際に

直面した問題について考察を行うことで、相談支援専門員の持つ「代弁者」としての役割について確認していき

たい。 

 

キーワード 

利用者本位の支援、障害特性への配慮、相談員の専門性、当事者の高齢化 
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職を繰り返されながらの生活を送られる。 

○平成 17 年  

にしき記念病院を受診し更年期障害の診断を受

けられる。同時期に県立柏原病院婦人科を紹介さ

れることもあったが受診はされなかった。 

○平成 18 年  

不安定な状態になり、愛知県にある実母の兄宅

に身を寄せられ、豊田病院にて治療される。その

後父方従兄弟宅に同居しながら、やすおか診療内

科にかかる。毎日のように「死にたい」と泣かれ

る日々が続いた。 

平成25年９月、自宅で転倒し第３腰椎圧迫骨折。

１か月程度入院。その後 12 月、急性膵炎で入院。

退院後は食事療養をしてのち、通常の生活に戻る。 

現在は安定し自宅での独居生活を継続できてい

るが、しばしば主治医から入院加療を勧められる

ほど状態が悪くなることもある。 

カ 障害特性・性格等 

躁状態と鬱状態の差が激しく、躁のときは自身

でコントロールできないほどにアクティブになり、

鬱転の際にその反動が生じ、「ひきこもり」の状態

に陥りやすい。過食・感覚過敏などもみられ、主

に外的因子からストレスを受けやすいタイプであ

る。中でも書類作成が大の苦手で、気分低下の原

因になることが多い。社会的なコミュニケーショ

ンがとれるが、基本的に人付き合いを敬遠される

傾向があり、現在利用している居宅介護も生活の

安定のためには必要なものと理解はされているも

のの、本当は利用したくないというのが実際のと

ころである（このことについては、過去、就職先

など行く先々でイジメに遭ったことに端を発する

と考えられる）。訪問しても居留守を使われること

がよくあったと当事業所前任者からの報告もある。

気遣いもでき穏やかな人柄ではあるが、気分によ

ってはヘルパーを怒鳴りつけたりすることもある。 

キ 支給中・利用中の障害福祉サービス、その他福

祉サービス 

（ア）居宅介護 

身体介護中心 30 時間／月（３時間／回まで） 

コンスタントに入浴できるよう利用。鬱状態

の際は入浴もされなくなるため。 

家事援助中心 25 時間／月（３時間／回まで） 

食習慣が乱れやすいため利用。ただし、本人

はヘルパーの作った食事を拒否されることがあ

る。 

※この頃は週３回、１回 90分でヘルパー利用され

ていた。現在、煩わしさを感じた本人の希望によ

り週２回の利用となっている。その利用もしばし

ばキャンセルされる。 

（イ）移動支援 ７時間／月 

以前は定期受診のために利用。現在はほとん

ど使われることがない。 

ひきこもりになり過ぎないようにとの自制の

ためか、現在も篠山市の高齢者介護予防事業「

いきいき塾」にも自主的に通われている。福祉

サービスを利用されないと生活全般が容易に荒

廃するのが特徴である。 

居宅介護については篠山市社会福祉協議会居

宅介護支援事業所（以下、社協居宅）が支援を

担当しており、本人が障害福祉サービスを利用

し始めてからの関係である。 

当事業所の支援として、月１～２回の自宅訪

問によるモニタリングのほか、障害に関するこ

と以外の生活相談にも応じている。平成 28 年４

月に発生した熊本地震の直後、本人から「地震

保険に入ろうと思うので、資料を準備してもら

えないか。」との申し出があり、何社かの資料を

準備し本人に提供するが、数日してから「やっ

ぱりいいです。」との返事が返ってくるのみであ

った。外的因子や環境変化に対し敏感な上、気

分が変わりやすいということを示すエピソード

である。 

(3) 要介護認定申請～サービス調整会議までの流れ 

前述のような障害特性・性格から、要介護認定申

請を進めていくことは本人の精神状態に少なからず

負担を与えることが予想され、また、この時期は自

宅トイレの水洗化工事（これも行政指導により仕方

なく始められた）の手続きを行うことのストレスで

すでに不安定な状態であったため、介護保険併用・

移行については、慎重に事を進めていくことを本人

に伝え、市の障害福祉担当者へも情報を提供してい

た。 

平成 28 年６月、自宅訪問し、介護保険制度と障害

福祉サービスの適用関係について本人に説明する。

ただし、ここで私の経験と知識の不足が露呈される

ことになる。確かに 65 歳を迎えての要介護認定申請

勧奨は行政の定める方針ではあるが、既に障害福祉

サービスを受けているＳさんにとって、申請後にど

のような影響が出てくるかを当時の私は想定できな

かった。併用になれば、費用負担が増える可能性が

あること・ただし現在利用している社協居宅は介護

保険での居宅介護も行っているので、支援内容など

は変わらず、契約が２つになるだけであることなど

しか説明せず、申請は最終的に本人の落ち着いた気

分のとき、ということにした。後日、本人は申請書

を自ら窓口に提出される。 
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その後、社協居宅担当者から当事業所へ連絡があ

り、Ｓさんが申請を行った件についての問い合わせ

がある。「このまま介護保険サービスを併用すること

になったら、おそらく介護度は要支援となり、費用

や支援関係者の面で変化が起こり、本人負担は増す

ことになると思われるが、大丈夫であるか。」との旨

の内容であった。また、ほぼ同時に社協居宅のケア

マネから連絡があり、一次判定も出ていないうちか

ら本人が居宅ケアマネ申し込みを行ったとの報告が

ある。 

正直、私は焦ってしまった。申請後に本人の負担

が増えるということを軽く考えてしまっていたのに

気付いたからである。申請後にも本人と面会するが、

生活に新しい面が加わるという不安から、既に不安

定になってしまっていた。そして、実際の介護度は

「要支援２」との判定となる。ここで私は、現状の

生活及びサービス利用を変化させることなく継続し

ていく方向に切り替えることを計画し、市の障害福

祉担当者と相談。市の高齢者福祉担当者を交えたサ

ービス調整会議を開催することとなる。 

(4) サービス調整会議 

平成 28 年９月 15 日、支援関係者を招集し、篠山

市役所にてサービス調整会議を開催する。出席者は

以下のとおり。 

ア 篠山市 障害福祉担当者 

イ 篠山市 高齢者福祉担当者 

ウ 篠山市社会福祉協議会居宅介護支援事業所  

所長 

エ 篠山市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

Ｓさん担当者 

オ 丹南精明園相談支援事業所 津路  計５名 

 

Ｓさんについては、当初出席していただく予定で

あったが、更なる精神的な負担や混乱を避けるため、

支援者にて協議し、今回は出席を控えていただくこ

とで調整する（本人には津路からできるだけソフト

に説明した）。 

社協居宅支援者からは実際の支援における過去の

出来事や現状について伝えていただき、津路からは

本人の障害特性・性格について市の担当者に伝える。 

資料Ⅰのとおり、居宅介護は「介護保険優先」で

ある。判定は「要支援２」であり、併用や完全移行

となると利用できるサービスの制限・原則一割負担

による費用負担増などが起こるため、はじめはこれ

を論点にして会議を進める。 

しかし、この点についての市側の反応は「費用面

のことに関しては勘案の対象にならない」というも

のであった。そのときは言及しなかったが、以下の

ような点が理由であると考えられる。 

① 在宅の障害者については適用除外の対象となら

ないことから、介護保険被保険者全体への公平性

を保つため。 

② 国家レベルでの障害福祉にかかる予算が不足し

ているため。 

おそらく②についてが第一の要因であると予想さ

れる。この点に関しては、各市町村の運営を標榜し

ている訳ではなく、限られた予算から被保険者全体

に合理的に福祉サービスを支給するためには市町村

も厳しい判断を迫られる場合があることも理解して

おかなければならないと私は思う。併給・移行のケ

ースでなくとも、障害福祉サービス特例支給の交渉

に際してなど「支給を認められたらよいが、前例が

ないためできない」という答えが返ってくることが

多い。予算については我が国の抱える福祉全体の課

題である。 

しかし、資料Ⅱ（２）②ア、資料Ⅱ（２）③アに

記載されているように、特に居宅介護に関しては裁

量の余地が認められるものとして議論を進め、資料

Ⅰに記されている※１の部分を根拠として、以下の

点を強調することにした。 

① Ｓさん自身は、申請はしたものの生活の変化

を望んでいない。（しなくてはならないものと思い申

請したが、実際は不安やストレスが起こっている。） 

② 併用・移行により、サービス利用内容が複雑

になり、また、関わる支援者が増えたりする変化が

起こってしまうため、人間関係が精神的負担になり

やすいＳさんにとってマイナス影響を及ぼす可能性

が高い。 

上記の点を、普段から本人の生活全般を見守る者

として主張した。結果、今回のケースに関しては介

護保険サービスの利用は見送る、との判断が下され、

Ｓさんは障害福祉サービスのみの利用を継続できる

こととなった。 

この後、津路がＳさんの自宅を訪問し、これまで

通りの生活を継続していけることになったと伝える

と、心底安堵された様子を見せられた。 

 

３ まとめ 

 

(1) 反省点 

相談支援専門員しての知識・経験不足が明らかと

なった。本来なら、サービス調整会議も申請前に行

うべきものである。社協居宅からのサポートや市担

当者の理解がなければ、更に本人を苦しめる結果に

なってしまっていたと思われる。「付け焼き刃」の支

援は役に立たないことを痛感し、この件から相談支



-62- 

援専門員として改めて学習に取り組むことになる。 

また、気難しい面があるＳさんともある程度打ち

解けることができていたことから、本人の持つ本当

のニーズを読み取ることについて油断があった。支

援者優位の状態で申請を進めようとしてしまってい

た。「意思決定支援」のあり方が問われる今日、いか

に当事者の“代弁者”となれるかが、当事者の生活

をマネジメントする者の使命であることを自覚する

こととなる。 

(2) 良かった点 

今回のケースに関しては得るものもあった。介護

保険制度と障害福祉サービスの適用関係について考

察する場合、原則１割負担についての問題がクロー

ズアップされやすく、その点が議論に挙がることが

多い（平成 30年の法改正でもこの点の改善が予定さ

れている）が、強調すべきことは「その人にとって

最も必要な支援は何か」ということであると確認で

きたことである。Ｓさんの場合、現状を変えないと

いう、一見すると後ろ向きな視点が今回は必要であ

った。ただ「良い方向に持っていく」のではなく、

その人一人ひとりの生活のあり方を尊重する支援を

実現していかなければならない。 

(3) 課題 

Ｓさんのケースの場合、現状では介護度が高くな

く、障害特性に配慮するなら障害福祉サービスのみ

を継続する方が望ましいという結論になったが、本

人は人生の中で健常者として生きてきた期間の方が

長いため、今後、更なる老後や終の棲家を想定した

場合、介護保険制度を利用する方がスムーズである、

という見方もできる。“生活マネジメント者としての

使命”を基に、現行の支援に加え、併用・移行に関

しての見きわめを適切に行っていく体制を築いてい

くことが、障害者高齢・重度化の波に対応していく

ための当事業所の課題となる。 

 

４ おわりに 

 

私感となるが、今回のケースで相談支援という福祉

サービスの持つある意味での“おそろしさ”も実感す

ることになった。前述のように「代弁者」としての機

能を考えると、自身の匙加減次第で当事者の人生をた

やすくねじ曲げてしまうことも可能であると思ったか

らだ。背筋の凍る思いがした。当事者の持つ真のニー

ズを捉え理想的な生活を設計していくという素晴らし

い役割でありながら、全てを台無しにしてしまう危険

性とも背中合わせである。思えばこの件から、ただ前

向きに行動するだけでなく、慎重さを大切にした支援

に取り組むようになったと思う。生活設計者としての

責務の重さを、今後も忘れないようにしたい。 

今よりも更に未熟であった私に助言等を与えてくだ

さった篠山市社会福祉協議会居宅介護支援事業所関係

者の方々、及び、理解ある処置をとっていただいた篠

山市担当者の方々、そしてご迷惑をかけることになっ

たＳさんに対し心よりお詫びと感謝の気持ちを申し上

げるとともに、今後更なる精進を誓う次第である。 

 

 

参考資料：厚生労働省資料「高齢の障害者に対する支

援の在り方について」 
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在職者の交流活動について 

～ピアで支える、定着率90％以上を目指して～ 

 

障害者支援施設 三木精愛園 北播磨障害者就業・生活支援センター 

森 一人、土肥 博、寅屋 淳平、西田 英樹、森 和行、佐々木 雅邦、岩崎 貢士 

 
１ 当センターの概要 

 

当センターでは、障害のある方の就業相談、訓練の

あっせん、職場実習、就職活動、雇用後の定着、再就

職支援等を行っている。また、企業が抱える課題に応

じて、雇用、福祉、教育、医療等の関係機関との連携

を図り、障害のある方の就業面と生活面を一体的に支

援している。 

当センターは、平成 22 年４月に厚生労働省から事業

指定を受け、兵庫県の北播磨障害保健福祉圏域（多可

町、西脇市、加西市、加東市、小野市、三木市の５市

１町）を担当地域として活動している。 

支援対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害

者、発達障害者、難病のある方で、北播磨障害保健福

祉圏域内に在住もしくは就労先のある人が対象者であ

る。 

平成 28 年度現在、当センターへの登録者数は、身体

障害者 47 人、知的障害者 150 人、精神障害者 54 人、

その他の人が25人で、合計276人となっている。また、

平成 28 年度に支援対象者に対する相談や支援を行っ

た件数は 2,420 件で、相談や支援を行った事業所数は

149 事業所となっている。 

  

要旨抄録  

厚生労働省「平成 28 年障害者雇用状況の集計結果」によると、平成 28 年６月１日現在、民間企業（50 人以上

規模の企業：法定雇用率2.0％）に雇用されている障害者は474,374人（対前年4.7％増加）で、13年連続で過去

最高となっている。更に、実雇用率も1.92％（対前年比0.04％上昇）で過去最高となっている。 

雇用者の内訳は、身体障害者が327,600人（対前年比2.1％増）、知的障害者が104,746人（同7.2％増）、精神

障害者が42,028人（同21.3％増）で、精神障害者の伸び率が特に大きいことがわかる。その背景として、身体障

害者と知的障害者のみで算出されてきた法定雇用率が、平成30年４月１日から精神障害者も対象となることによ

る、法定雇用率の引き上げが見込まれていること、更に精神障害のある方が年々増加していることなどが考えら

れる。 

このように近年、障害者の就労意欲の向上・雇用は急速に高まっており、望ましい状況になっているというこ

とが言えるが、一方で障害者の職場定着の推進が大きな課題となっている。 

私たちが勤務している、北播磨障害者就業・生活支援センター（以下、当センター）でも、職場定着支援を重

点課題の一つとして取り上げてさまざまな取り組みを行っているところである。ちなみに当センターの平成28年

度における登録者の１年以内の定着率は87.6％（身体障害者100％、知的障害者85.8％、精神障害者75％、その

他（発達障害など）100％）である。 

当センターの職場定着促進に向けた取り組みの一つとして、在職の障害者を対象とした、「職場定着促進のため

の在職者の交流活動」事業がある。 

平成22年度から取り組んでいるこの交流活動事業は、就労移行支援事業所など、職場定着に苦慮している事業

所の参考に資することができる実践内容であり、また他の事業団の取り組みの参考になるものであることから、

このたび、報告することとした。 

更に、これまでの実践を通して得た結果を基に、当センターでは平成29年度から新たな体制で実施していくこ

ととしたので、併せて報告する。 

 

キーワード 

障害者雇用、定着支援、在職者の交流活動、ピアサポーター、定着率 
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実施計画を挙

、平成 29 年度

回数を毎月１

プであるため、

よう、一定の

孤立感が生ま

有したり、情

していく。 

、精神障害者

える研修」を

して、自身の

薬など健康管理

らないなど、

る。 

価することが

出勤ができに

ある。 

院等で活動する

ーターが当事

事者が自身の

応じて訓練す

ることを目的

になってから

で生活リズム

毎日助けをも

化などのこれ

との大切さを

ーワードでも

援についても

ることができ
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ので、周囲に感謝している。」などの助言を受け、当事

者からは、「同じ病気や障害を抱えながら就職へ進んだ

人の助言は、とても参考になった。」といった感想が聞

かれた。 

研修終了後、当事者は就労移行支援事業所の利用を

開始するなど、それぞれが就労までのステップアップ

を考える機会となり、一定の効果が得られた。 

また、ピアサポーターは、「自身の経験が他の人の参

考となり、良くなってもらえたら」との思いを持って

活動しており、ピアサポーター自身、やりがいや生き

がいを感じて、ピアサポーターとして活動をすること

ができている。 

平成 28 年度「職場定着促進のための在職者の交流活

動」で挙げられた、高齢化に向けたソフトランディン

グについては、参加者のこれまでの就業生活の頑張り

を受け止めて、ソフトランディングの期間が必要であ

る方に対し、支援の一環として継続的に実施していく。 

 

５ おわりに 

 

平成 30 年４月１日から身体障害者と知的障害者の

みで算出されていた法定雇用率に精神障害者も加わる

ことにより、障害者の就労意欲の向上・雇用は更に高

まることであろう。 

当センターでは、定着が難しいとされている、精神

障害者の定着率が、平成 27 年度 60％、平成 28 年度 75

％と向上している。定着率向上の要因は、「職場定着促

進のための在職者の交流活動」の実施、ピアサポータ

ーの導入などが要因の一つとして挙げられる。 

平成 30 年度、雇用率が変わることを見越して、「定

着支援」が重要なキーワードとなるであろう。当セン

ターでは、これらの活動を継続して実施し、利用者が

自己決定に添った道筋へ導き、地域機関等と連携して、

定着率 90％以上を目標の一つとしていきたい。 

 

引用・参考文献 

１）平成28年障害者雇用状況の集計結果（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145259.html 

２）精神障害者の雇用に係る企業側の課題とその解決

方策に関する研究 

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

http://www.nivr.jeed.or.jp/download/houkoku/houk

oku128.pdf 
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【平成29年度全事協実践報告・実務研究論文優良賞入選論文】 

不登校の子どもへの基本的な支援 

～子どもの安心感と自信を取り戻すための地域支援と連携～ 

 

児童心理治療施設 清水が丘学園 中村 有生、木村 望、新穂 唯 

 
１ 不登校の現状と支援 

 

(1) 不登校・ひきこもりの状態像 

平成 27 年度の学校基本調査（文部科学省）による

と、平成 26 年に病気や経済的な理由以外で学校を

30日以上欠席した小中学生は全国で計122,897人で

あった。そのうち小学生は 25,864 人、中学生は

96,786 人であり、全児童生徒数に占める不登校児は、

小学校が 0.39％で過去最高となり、「255 人に 1人」

の割合となった。中学校は、2.76％で「36人に1人」

の割合となっている。前年と比べても不登校児は小

中ともに約 2千人の増加が見られており、依然とし

て不登校児の数は増え続けていることが分かる。不

登校になったきっかけと考えられる状況を見ると、

要旨抄録  

「不登校」の定義としては、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により児童生徒が登

校しないあるいはしたくともできない状況である（ただし、病気や経済的な理由によるものを除く）」と定義され

ている。このように定義される不登校の子どもの数は依然として高い水準で推移している状況である。2001 年で

は小学校での不登校比率0.36％、中学校での不登校比率2.81％という状況であり、その後はほぼ同水準を継続し

ている。 

文部科学省は、不登校児への予防と対応として、“不登校とならないための魅力ある学校づくり”と“不登校児

に対するきめ細かく柔軟な対応”という大きな方針を打ち出している。また、2003 年の不登校問題に関する調査

研究協力者会議による「今後の不登校への対応の在り方について」の報告では、不登校児の支援に関する基本的

な指針が挙げられている。①将来の社会的自立に向けた支援の視点、②連携ネットワークによる支援、③将来の

社会的自立のための学校教育の意義・役割、④働きかけることや関わりを持つことの重要性、⑤保護者の役割と

家庭への支援の 5 つである。このように不登校児の支援として必要なことが挙げられており、著者も実践を通じ

て重要であると感じる項目である。不登校状態になっている子どもに対して、上記の指針を実践していくための

基本的な支援について、以下の3点が重要と考える。 

(1) 子どもが自分の気持ちを素直に表現できる関係 

(2) 子どもが安心できる居場所 

(3) 子どもが自信を持てる活動や学習への取り組み 

これは不登校になっている子どもの「不登校になったきっかけと考えられる状況」が、情動的混乱や無気力な

どの理由があるからであり、これらは子どもが学校での学習や活動、友人関係の行き詰まりから情緒的に不安定

になったり、意欲を失っている状態だと考えられるからである。そのため、不登校になっている子どもに対して、

突然、学習や活動、登校を促すことは、一度くじけてしまった、難しい課題に再び挑ませることになる。 

このような子どもに対して、まずは子どもが不安や楽しみなことなどを素直に表現できる関係づくりから始め、

子どもが受け入れられている感覚、自分の気持ちが尊重される感覚を持てることが大切である。そのような関係

を踏まえて、学校に登校できていないこと、学習できていない不安もあるが、自分を受け入れられている居場所

があることで安心と自信を回復することができる。このように安心と自信、他者への信頼感を基盤として、少し

ずつ活動や学習に取り組むことで、自信や意欲を取り戻すことができる。ひいては、社会への参加、登校へのモ

チベーションを持つことができる。 

本稿では、このような支援の基本を踏まえた上で、子どもへの支援、保護者との協力、関係機関の連携と役割

分担、効果的な相談体制やアウトリーチについての報告を行い、よりよい支援について検討したい。 

 

キーワード 

不登校の子どもへの支援、地域支援、関係・居場所づくり、アウトリーチ、コンサルテーション 
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小学生では「不安など情緒的混乱」「混乱」「無気力」

「親子関係」が多く、中学生・高校生と比べると、

家庭に係る状況が相対的に多い。一方、中学生では、

「不安など情緒的混乱」と「無気力」が並んで多い

というデータが出た。兵庫県下においても児童問題

は深刻化している。平成 27年度版兵庫県学校基本調

査によると、県内の小学校における不登校児童数は

820 人で全児童数に占める割合が 0.27％、中学校に

おける不登校生徒数が 4,099 人で全生徒数に占める

割合は 2.57％で計 4,919 人となった。 

また、不登校や高等学校中途退学等学校段階での

つまずきがニートやひきこもりへとつながっていく

ことが複数の調査結果より示唆されている。内閣府

が 2015 年に実施した調査によると、6ヶ月以上にわ

たって仕事や学校に行かず自宅にいる、15～39 歳の

「引きこもり」の人が、全国で推計 54 万 1 千人に上

ることが発表されており、引きこもりになったきっ

かけとして「不登校」を理由にあげている割合は全

体の 18％であった。また 14 歳以下で「ひきこもり」

状態になったと答える割合が全体の 12.2％、「15～

19 歳」が 30.6％と、学齢期で現在の状態になった

と答える割合が全体の 4割を占めるという結果が出

ている。更に、内閣府が 2009 年に実施した「高校生

活及び中学生活に関する調査」では、高校中退者や

不登校経験者がひきこもりになる割合が通常の 6.7

倍、ニートになる割合が 2.4 倍になるという結果も

ある。 

こうした不登校生徒増加の流れを受けて各学校も

対策に乗り出しており、特色を打ち出した魅力ある

授業作りや学力に応じたクラス編成、小中学校間で

の引継ぎにも力を入れているが、依然として不登校

の増加に歯止めはかかっていないのが現状である。 

(2) 不登校・引きこもりに関する支援のあり方 

それでは、現在も増加し続けている不登校児らに

対してどのような支援が行えるのであろうか。一般

的に不登校や引きこもり状態にある子どもの多くは、

対人関係での不安や不信感、自信の喪失、集団参加

や社会的活動への意欲の低下等の心理的課題を抱え

ており、各々の背景にある発達や家庭状況、集団で

の課題などを整理しつつ、本人の心情を踏まえた支

援が必要になる。八木（2013）は、不登校の基本的

な目標として『①対人関係の信頼の回復、②自信の

回復、③集団参加・社会的活動への意欲の回復』を

挙げ、これらを達成するための支援方法として、『①

子どもが安全・安心に過ごせる環境や関係作り、②

子どもが自分の考えや気持ちが表現できる関係作り、

③子どもが“できるかもしれない”と思える、具体

的な課題を提示する』という 3点の基本原則を打ち

出した。これらは、後述する学園で行っている不登

校支援においても主軸に据えている原則である。 

実際の支援においては、子どもへの支援と並行し

て、保護者への支援も行っていかなければならない。

子どもが不登校になると保護者もまた不安から動揺

するため、支援側はまずこれらについて受容・共感

することが求められる。生育歴の聞き取りはもちろ

ん、段階を追って子どもとの関わり方や学校との関

係の取り方について保護者が主体的に取り組めるよ

う支援し、必要に応じて助言や提案を行うことが必

要になってくるだろう。 

上記に加え、学校との関係調整もまた欠かすこと

のできない支援である。担任教諭をはじめ、その他

学年主任や生徒指導担当、不登校担当の教諭らとの

相談の機会を持つことで、教員が不登校の子どもと

その家庭に対してどのようなアプローチを行うかと

いった方法について相談の機会を設けることは重要

な対応である。 

また、児童の状態に応じて学校への支援とは別に

近隣のサポート校や療育施設等の他機関を紹介する

こともひとつの対応策になってくる。その他必要に

応じて医療機関や市町村の関係機関との関係調整が

必要になるケースも多い。 

このように、ひとりの児童が不登校という状態に

陥った際には児童本人に対するアプローチだけでな

く、保護者や学校、関係機関など児童を取り巻く諸

機関との関係調整が不可欠になってくる。 

 

２ 清水が丘学園の外来相談 

 

(1) 外来相談の概要 

清水が丘学園では昭和 54 年から外来相談を開始

して以来、多くの不登校の子どもの支援を行ってき

た。多くの場合、学園での外来相談は子どもの不登

校や不適応の課題を抱えた保護者の希望で相談を開

始し、子どもと保護者それぞれに対して心理治療士

が定期的な面接を行う。通常は 1～2週間に 1回程度

、1回 50 分で子どもへのプレイセラピーやカウンセ

リングを親面接と並行で行う。その上で、必要に応

じて子どもが通う学校や子どもの支援のための福祉

サービスとの連携や他機関の紹介を行うなど、先の

見通しを持って適切な支援方法を検討し、介入を行

っていく。 

平成 28 年度に学園で実施した外来相談状況を見

ると、年間相談件数は延べ 926 件にのぼった。相談

内容としては『発達障害・その他』に関する相談が

707 件と最も多く、次いで「ひきこもり（不登校）」

が 212 件、神経性習癖 5件、軽度の非行 2件と続い
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行う中で児童が徐々に登校への自信がついてきて学

校への登校を希望する場合には、学園が学校に直接

連絡を取ることもある。 

無論ケースによって支援の仕方は異なるが、一般

的な支援方法としては、①子ども本人と保護者の了

解を得た上で学校に連絡を取り、担任教諭や学年主

任、不登校担当教諭に対して、子どもの状態や保護

者についての説明を行い、情報の共有を図る。②次

に、担任教諭と子ども・保護者間の関係を構築して

いけるよう相談・助言を行い、相互に話ができるよ

うサポートを行う。③子ども・保護者と学校とで子

ども本人が取り組みやすい活動や学習、登校の仕方

を相互に相談するのをサポートしていく。その際、

子どもの心情や特性に応じた課題の設定や関わり方

について心理的な観点から説明を行うというもので

ある。 

不登校が長期化すると、子ども・保護者はどのよ

うに学校に協力してもらえば良いか分からず戸惑う

一方で、学校側は支援のきっかけやタイミングを見

計らっている。そのため、学園が子どもや保護者と

学校との連携に関わることで、双方が安心感をもっ

てスムーズに関わっていけるようサポートしていく

ことが、学園が行う不登校支援の一つの狙いといえ

る。 

 

３ 不登校支援の一例 

 

(1) モデル事例 

上記の不登校生徒の支援の基本を踏まえ、学園で

行っている外来相談の流れをモデル事例として挙げ

てみたい。なお、下記のモデル事例は学園において

いくつか見られた事例を集約したものであり、倫理

的配慮から個人の事例としては挙げない。 

【事例概要】 

Ａ：中学 3 年生男子。2 年の夏休み明け頃から「

朝起きづらい」と欠席が増え、3 年生に上がってか

らは 1 学期の始業式に登校したのみで、以降は登校

できない状態が続いている。本人としては「登校し

なければ」という思いはあるものの、起床時の身体

のだるさや腹痛のため起き出せないと話す。母はＡ

を朝無理矢理起こそうとしたり担任教諭に相談した

りしていたが、一向に変化が見られない本児の状態

に焦りと疲労感を募らせて来園に至る。 

【見立て】 

Ａの話を聞くと、自分が登校できない原因には全

く心当たりがないとのことだったが、話を聞いてい

くと学校を休みだした頃から授業が難しくなりつい

ていけなくなっていたこと、また学校に行けていな

い分どんどん提出物が溜まっていくことへのプレッ

シャーや、進路への不安で気が重くなるばかりであ

ったことを話し出した。母親へはこれまでの本児の

学校生活について話を聞いていく中で、Ａが幼稚園

の頃から引っ込み思案で集団に入っていくことがで

きず、現在も特に仲が良い友達はいない様子だと話

された。このような親子からの話を受け、Ａが自身

の学習・提出物への不安やしんどさ、またコミュニ

ケーション能力の低さから対人関係への自信のなさ

等を自覚できず、適切な形で表出できていなかった

ために、それらが身体症状として現れて現在の登校

できない状態に陥っていることが想定された。 

心理治療士は上記のような見立てを立てた上で、

Ａと母親に対して定期的な面接の実施を提案したと

ころ、両者ともに了承されたため、外来相談からの

支援を開始することとなった。 

【支援】 

Ａへは心理治療士が定期的な面接を重ね、興味の

ある話題について話したり本人の好きな将棋をした

りする中でＡは少しずつ安心感を高め、学校での負

担や気苦労、学習の遅れに対する不安や家庭での居

心地の悪さを語るようになった。そのため、心理治

療士はＡに面接の機会とは別に学園の通所グループ

に参加して、自分のペースで学習したり提出物に取

り組む時間を作ってみてはどうかと提案した。最初

は集団で学習を取り組むことに抵抗を示したＡであ

ったが、通所グループで学習支援を受けだすと徐々

に提出物を消化することができるようになり、次第

に学園での学習習慣が定着していった。 

一方、母親との面接では、語りの内容が日々の子

育てへの負担やＡの進路への不安から、徐々に自ら

の子育てを振り返る内容に変化し、父母ともにこれ

まで登校を無理強いするような言動をしてしまって

いたが、それがＡの負担になり余計に登校しにくく

させていたのではないかと振り返るようになった。

心理治療士は母親の不安や困惑を汲み取りつつも、

Ａ自身も登校しようにもできないジレンマに陥って

いるという本児の心情への理解を求め、今はＡが家

で安心して過ごすことができるよう登校刺激は控え

て見守ってもらえるよう助言を行った。そのためか、

次第にＡが家庭でも表情よく過ごすことが多くなり、

会話も増えてきたと母から報告があった。 

この頃になるとＡは面接の中で「少しずつでも学

校に行っておきたい」という気持ちを語るようにな

ってきたため、心理治療士はＡの中である程度登校

への自信がついてきたと判断し、Ａの通う学校に連

絡を入れ、担任教諭や不登校担当教諭らと心理治療

士との話し合いの機会を設定し、支援方針の共有を
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行った。その結果、①Ａに対して別室や保健室への

登校という形で居場所の提供を行い、担任との関係

を築いていくこと。②提出物の取り組みについては

本児のペースを尊重し、自信の持てる教科から教室

に入ることを認めていただくこと。③養護教諭にも

Ａと関わりを持ってもらい気持ちのフォローをして

いただくこと等の設定についてともに検討してもら

いＡのサポート体制の整備を行った。その結果、Ａ

は学園の外来相談及び通所グループと並行して学校

の別室登校という形で少しずつ登校し始め、以降半

年間で時折欠席は見られるものの、安定したペース

での教室登校ができるようになった。 

【考察】 

本事例は不登校が長期化しようとしている状態を

想定して記述した。今回は最終的に再登校に至ると

いう経過を紹介したが、子どもによって支援目標や

支援方針は異なる。大切なことは、Ａと保護者の気

持ちの聞き取りから心理治療士が不登校に陥った背

景に対する見立てを立て、この見立てに沿ってＡの

居場所づくりや保護者の関わり方に対する助言、ま

た学校との関係調整などを行い、本人の意思を尊重

した形で目標達成を目指していくということである。

このように、不登校の子どもへの支援の他に、彼ら

を取り巻く保護者や教諭、関係機関と支援方針の共

有を図りサポート体制を充実させることによって、

本人の安心感や自信を高めていくことが不登校の状

態改善の重要な鍵になるといえる。 

(1) 支援のポイント 

上記の事例はあくまでもサンプル事例であるが、

学園で行っている不登校支援におけるいくつかのポ

イントがここで提示されている。 

まず児童本人に対する支援のポイントとしては、

以下の 3点に集約される。 

①子どもが自分の気持ちを素直に表現できる関係の

構築 

②子どもが安心できる居場所の提供 

③子どもが自信を持てる活動や学習への取り組みの

提案 である。 

多くの場合、不登校状態の子どもはＡのように学

校生活で自信を喪失して気力や活力を失い、情緒的

な混乱状態に陥っている。子どもに必要なのは、ま

ず現在の自分の状態を否定せずに分かろうとしてく

れる場所に出会い、自分の心情を否定されずに受け

止められるという関係を体験することである。この

関係の中で相談を繰り返すことで安心感や活力を回

復することで、はじめて子ども自身が自発的に意欲

や自信を育むことが可能になり、次のステップに進

むことができるのである。このような支援を行うた

めには、子どもを取り巻く関係者と情報を共有して

協同で支援に当たらなければならないが、ここで必

要になるのは子どもが保護者や学校、相談機関に対

しても安心して話ができる関係作りである。学園で

は、子どもの心情を説明したり相談の機会を設ける

等して子どもが保護者や学校と安心して相談したり

課題と向き合うことができるよう連携を図るのであ

る。 

いずれにしても、学園の不登校支援では子どもの

意思やペースを中心に据え、あくまで本人が主体と

なって内発的に意欲や自信を付けていけるようスモ

ールステップで支援していくこと、そして段階に応

じて周囲と連携して子どものサポート体制を整える

ということが最重要事項になる。不登校に陥ること

で子どもが失った自信や意欲を回復し、自身の望む

方向へ歩みを進めることができるよう、ここで述べ

たポイントを抑えつつ、柔軟な姿勢で支援に当たっ

ていかなくてはならない。 

 

４ 学齢期からの引きこもり予防に関する提言 

～アウトリーチでの支援～ 

 

(1) ｢学齢期からの引きこもり予備モデル事業」の導入

と目的 

学園では、兵庫県の委託を受け平成 24 年、25 年

に「学童期からの引きこもり予備モデル事業」とし

て、Ａ市・Ｂ市と連携を行った。このモデル事業の

導入する目的として、「近年、不登校は増加しており

、そのまま成人になっても就職せず、社会的に引き

こもりにつながる場合が見られる。また、知的障害

を伴わない発達障害児に対する虐待やいじめにより

生ずる二次障害については、児童の自我や心理面で

の発達に大きな影響を与え、成人になってもさまざ

まな問題につながることがある」（不登校・引きこも

りを考える－関係機関との連携を通して－平成 24

年度報告書より）。そこで、事業を導入し、不登校生

徒への初期対応に加え、二次障害への影響や引きこ

もりの予防について考える必要があった。Ａ市では、

検討委員会を設置、その後事業を開始し、教育委員

会との連携を行った。Ｂ市では、連携協力校（以下、

Ｃ校とする）への年間を通して学園職員の派遣を行

い、不登校児童への初期対応を中心に進め、主に不

登校や発達障害や虐待などの背景の専門的アセスメ

ントを行った。Ｃ校には、平成 24 年度から引き続き

平成 27 年度までカンファレンスに参加し、さまざま

な問題を抱えているケースについてコンサルテーシ

ョンや連携を行った。 

ここでは、主に平成 26 年度、平成 27 年度におい
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校ケースについての見立てを行い、本人がどのよ

うな状態にあるのか検討し、教諭と共有した。実

際には、連休明けや行事前など生徒が疲れやすい

時期は欠席生徒（不登校に順ずる生徒、体調不良

も含む）の数が増加しており学校全体でストレス

マネージメントの提案を行った。学園を利用して

いるケースについては現在の状況を確認、方向性

を伝え、教諭への対応について協力を依頼した。 

Ｃ校では、別室教室をどのように利用するか、

教室へ復帰するためにはどのように過ごすか、復

帰するタイミングについても丁寧に議論されてい

た。そこで、清水が丘学園からは、復帰してから

の見通しを伝え、別室教室での居場所づくり、安

心できる関係の構築を行う必要があることを伝え

た。 

⑥ カンファレンスで検討されたケースについて 

ここでは、実際に問題を抱えていたケースにつ

いて、問題背景・学校の対応・清水が丘学園の関

わりについて報告する（なお、個人情報保護のた

め内容については一部修正を加えている）。 

ケース１：過剰適応が背景と予想され、登校が難

しくなっているケース 

（概要） 

女子生徒（以下、Ｄとする）。真面目な性格で、

勉強・部活に意欲的に取り組む。しかし、進路の

ことが気になり、課題が進まないプレッシャーか

ら少しずつ欠席が増える。登校する意思はあるが

起床できず、登校するまで難しい。担任や母が宿

題のことを気にしないよう伝えると、登校できる

日があった。しかし、少しでも登校を促すと反抗

的な態度をとることが増えており、どのように登

校を促したらよいか悩んでいると担任に相談があ

った。 

（見立て） 

Ａの状態として過剰適応傾向にあり、自分の不

安や心配ごとを素直に話せない状態にあったと予

想された。そのため、ストレスが高まり、誰にも

頼れない状態が続き、進路をきっかけに登校が難

しくなったと考えられた。 

（支援方法） 

不登校の段階を踏まえ、今はＡが登校について

過度のプレッシャーにならないよう配慮し、タイ

ミングを見てまずは保健室登校や適応教室の利用

を勧めることが必要であった。まずは、弱音を吐

ける居場所作りや、関係作りが必要であると考え

た。 

ケース２：発達に問題を抱えると予想され、不登

校となっているケース 

（概要） 

男子生徒（以下、Ｅとする）。成績は平均的であ

るが、教科間でのアンバランスさが見られる。学

校では、刺激に弱く衝動的に行動してしまうこと

や、周囲からは空気が読めないと浮いている状況。

Ｅは、進級するにつれ、他者と上手くやり取りが

できていないことから自信をなくしている状態で、

登校渋りが目立っている様子。 

（見立て） 

学校の様子から、発達の問題を抱えていると予

想されたため、教諭に生育歴の聞き取りや、小学

校で情報収集（対人関係、成績など）するよう助

言を行った。また二次障害から自信喪失、現症と

して登校渋りにつながっているのではないかと考

えられた。 

（支援） 

まず、情報から相談機関での検査の必要性を伝

えた。発達特性から、具体的な声かけなどの対応、

他者とのトラブルパターンを学校全体で周知する

必要を伝えた。また、母子ともに SC につなぎ継続

して心理的ケアを行うことも必要であることを伝

えた。 

ケース３：虐待が疑われ、他相談機関との連携を

必要とするケース 

（概要） 

女子生徒（以下、Ｆとする）。不安定な登校状況

で、登校しても教師の関わりを求めていると思わ

れる注意獲得行動がある。家族の様子は両親とも

に精神疾患や養育能力の問題が疑われる。また、6

兄弟の末っ子であり、兄弟ともに引きこもってい

る状態である。長期間にわたり、家事が十分に行

き届いていないようで、衣服は汚れが目立ち、髪

はべたついている。福祉のサポートが入っている

ようだが、家庭とは連絡が取れず、学校は状況が

つかみにくい。 

（見立て） 

不安定な養育環境から、生活習慣、情緒面、社

会性が育っていないと考えられた。心身ともに十

分なケアがなされていない状態と考えられたため、

早急に対応する必要があることを伝えた。 

（支援） 

まずは、家族についての状況把握を行ってもら

い、SSW には福祉の利用状況、支援について調整

を依頼し、共有を行う必要があった。この状況か

ら福祉からのアプローチなど家族のサポートは必

須であるが、周囲にキーパーソンや、Ｆと関われ

る人物がいるか把握する必要がある。学校では、

家庭訪問を行い、信頼関係を作ったことで少しず
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つつながりをもつことができた。しかし、登校に

は至らなかったため、学校から児童相談所に相談

し、家庭状況の説明や見守りの必要性、本人が卒

業してからつながりをもてる相談機関の情報提供

を求めることが必要であること、また早急に対応

を依頼する必要があることを伝えた。 

⑦ 今後の課題 

今回は、学園が行っている地域支援の一つとし

て、従来の外来相談ではなく地域の学校へ出向く

アウトリーチ型地域支援について報告を行った。 

アウトリーチ型地域支援で重要なことは、①ア

セスメントを行うこと、②学校全体でのチームア

プローチの必要性、③アプローチをする上で学校

のコーディネートをする役割、④生徒を支援する

教諭をエンパワメントすることである。 

清水が丘学園では、生活・教育・心理・医療の

総合的な観点から問題について考えており、総合

的な治療施設の心理士が不登校や発達の問題、家

庭の問題について専門的にアセスメントを行うこ

とで、よりよいアウトリーチ支援につながったと

思われる。そして、不登校生徒への初期対応を中

心に、不登校や発達障害や家庭の問題（虐待）な

どの背景の専門的アセスメントを行なった。そし

て、教諭とアセスメントを共有し、不登校生徒へ

の対応について考えた。 

専門機関が学校へアウトリーチ型の地域支援を

行うことによって、不登校の基本対応である、気

持ちの受け止め・居場所の確保・取り組める課題

への挑戦・自信を育む支援を学校が行えるよう専

門機関が支援する必要がある。このような対応を

基本に、不登校生徒・学校全体のアセスメントを

行った上で情報を集約し、学校全体で方向性を出

し、チームアプローチをすることが必要である。 

学校の状況によるが、例えば適応教室の使用方

法、教諭の役割についてコーディネートし、円滑

に支援できるよう専門機関がコンサルテーション

を行うことが望ましい。1日の大半を過ごす学校

生活では、思春期を迎える子どもにとってストレ

スフルな状況に陥りやすく、更に対人関係や学習

の問題もあり、誰もが悩みを抱えやすい状態にあ

る。その生徒に対応している教師の困り感を専門

機関が十分に受け止めながらメンタルサポートを

行い、エンパワメントする必要がある。また、相

談機関や社会資源などの情報提供を行うこと、学

校の要望に応じて研修を行うことも、アウトリー

チ型の地域支援へつながっている。 

アウトリーチ型の地域支援の課題は、時間や回

数の課題があるが、各学校にソーシャルスクール

ワーカーや、スクールカウンセラーが配置され、

その役割を担っている。しかし、専門機関が入る

ことで子どもと保護者が専門機関につながりやす

くなり、より良い連携につながることもある。 

このように地域支援することで、早期介入につ

ながり、不登校生徒についてのより良い対応、不

登校の慢性化を防ぐことにつながる。また、学校

全体で情報や方向性を共有することで結果、引き

こもり防止につながっていると考える。 

 

５ おわりに 

 

現代社会の不登校の背景を滝川（2017）として、以

下の 4 つの理由を挙げている。①学歴価値の低下、②

学業と労働のギャップ拡大、③学校での心理緊張の高

まり、④学校の聖性消失などの社会の変化を理由とし

て挙げている。この結果として「児童生徒をおのずと

学校へ向かわせる力が弱まった一方、学校生活をスト

レスと感じさせる力は強まった」という状況に加え、

核家族やひとり親家庭の増加、貧困の問題など家族を

とりまく状況も大きく変化しつつある。 

このような現状に対しては、従来の学校教育のスタ

イルだけでなく、多様な子どもの状況を踏まえた、将

来的な自立を目指すための学習や対人関係を経験でき

る環境の設定も必要とされる一方、家庭環境へのサポ

ートが必要とされる場合も多い。また、子どもの発達

面も丁寧に見た上での支援が必要とされている。さま

ざまな背景と要因が絡みあい不登校という現象が起こ

っていることを、支援者はまず理解しなければならな

い。そのような理解を踏まえた上で、子どもの状況・

状態を理解していかなければならない。多様なニーズ

があるために、多面的な視点での情報収集が必要であ

り、学校現場においては日常的に子どもたちに一番近

い場所で関わっている教員の果たす役割は言うまでも

なく重要であり、更には複数の視点での情報が必要で

ある。また、専門家との連携も必要である。まずは子

どもの心理的な状態を理解するためにはスクールカウ

ンセラーも大切な役割を担い、子どもの発達面の理解

と支援には特別支援コーディネーター、家庭や環境面

の理解と必要な制度や資源につながるためにはスクー

ルソーシャルワーカーとの連携も有効である。 

本稿では不登校の子どもへの支援の在り方を清水が

丘学園の支援の実践を通じて考察を試みた。子どもと

保護者が安心できる関係、適切な情報収集に基づくア

セスメント、子どもの目線に立った安心、自信、信頼、

意欲を取り戻せる支援、これらを実践するための連携

やアウトリーチの必要性について論じた。外部の専門

の相談機関の役割としても従来の外来相談型は、学校
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以外の子どもの安心できる関係・居場所として必要で

あると同時に、相談機関の専門家も学校という子ども

の生活場所に赴くことで、子どもの状況をより把握す

ることで、適切な助言やコンサルテーションを行うこ

とができる。多様な子どもを取り巻く状況に応じて、

支援の在り方も柔軟に検討していかなければならない。

ただし、それは周囲が子どもに対して求めることでは

なく、あくまで子ども自身が安心し、自信と意欲を持

てるような、子ども目線の支援でなければならない。 
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した。保護者と紹介のあった市に、各評価結果と支援

方法を書類として情報提供し、センターの利用が終了

となった。 

 

事例２：４歳・地域の園在籍 主訴：他児とのトラ 

ブル 

３歳児健診では指摘はなかったが、園では教室から

の飛び出し・おもちゃの取り合いなど対人トラブルも

多く、園から保健師に相談があった。保健師から保護

者にセンターの出張発達健康相談を勧めるが「だいじ

ょうぶです」と相談に至らなかった。しかし、半年後

保健師から再度保護者に連絡し相談に至った。 

X 年 10 月 出張発達健康相談１回目（４歳、保

護者の受け入れできず経過観察） 

X＋1 年 1月 市で保健師との面談 

X＋1 年 3月 市で発達検査実施 

X＋1 年 5月 出張発達健康相談２回目（５歳にな

ったが変わらない・センター紹介） 

X＋1 年 8月 初診（医師の診察・保育士による行

動観察） 

X＋1 年 9月 言語聴覚士・作業療法士による評価、

全職種によるカンファレンス 

X＋1 年 10 月 診断告知 

X＋1 年 10 月～X＋2年 3月 言語聴覚療法・作業療法

を実施しセンターの利用が終了 

長期的に相談をする中で、受診に対する保護者の心

の準備ができた。出張発達健康相談の間や初診までの

間にも保健師が定期的に面談を行い、その都度保護者

や児の様子の情報共有ができ、経過を追うことができ

た。顔見知りの職員がいることで保護者・児も安心し

て来所することができ、診断告知・療育の受け入れも

スムーズであった。月１回の頻度で言語療法・作業療

法の個別療育を実施し、市では就学に向けた就学相談

・教育委員会と学習のサポート体制を相談し、通級を

利用することが決まった。保護者が放課後等デイサー

ビスの利用も希望しており、保健師に利用の手続きの

案内を依頼した。療育終了時に保護者と紹介のあった

市に各評価結果・療育経過・支援方法を書類として情

報提供し、センター利用が終了となった。 

 

３ 考察 

 

近年、発達障害についての関心が高まっていること

もあり、センターの受診希望も年々増えている。セン

ターでは、ひとりの児に対して多職種で関わっており、

それぞれの専門的な視点・分析による発達行動評価を

カンファレンス内で共有することで、児を多面的に捉

えることができている。そのなかで主訴となっている

表面的な困りごとだけでなく、困難の原因となってい

る発達の未熟さが明確になり、療育や地域での支援に

繋がっていると思われる。 

現在、センターでは市町からの紹介～診断告知まで

に４～６ヶ月以上の期間を要している。その要因とし

て、市町からの紹介が多く初診までの待機期間が長く

なっていること、初診から診断告知に至るまでに複数

回の来所の必要があることが挙げられる。これらに対

して、初診数を増やす、来所者全員に同じ内容の評価

を行うのではなく必要に応じて評価内容の精査を行い

期間の短縮に繋げたいと考える。 

しかし、診療体制の見直しのみでは解決することは

難しいと考える。市町からの紹介時に、より具体的な

情報共有を行う項目の確認、緊急度の高い場合の予約

を優先するなどの、市町との連携の重要性が挙げられ

る。アウトリーチの事業を通して、市町の療育体制の

バックアップ・支援者の知識やスキルの向上など、保

健・医療・福祉・教育等の各分野での支援体制の充実

を図ることが今後の検討課題である。 
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「特色あるデイサービスにしていくために」 

～日中活動の充実を図り利用者確保につなげる～ 

 

特別養護老人ホーム 朝陽ケ丘荘 藤永 幸正 

 
１ デイサービスの現状 

 

これまで高い稼働率を維持し、安定した経営状況で

あったが、平成 27 年度には稼働率が 80％台となり、

下降気味である。契約者が 35 名前後となり、冬季には

本体施設の感染症の影響を受けることが多く、利用率

が激減することもある。目標としては、平均稼働率 85

％以上、契約者は定員の 3倍以上の確保と考えている。

しかし実際には本体施設への入所移行、予定していた

デイ利用からショートステイへの変更、その月々の利

用者の変化や入院、追加利用を促進しても地域が多方

面となり、人、車の確保がままならず、稼働率向上に

はなかなかつながっていかない。そんな中、現状を改

善し、少しずつでも稼働率を上げ、利用者確保につな

げるためには、特色づくりとそのＰＲが重要ではない

かと考えた。 

さて、特色づくりとＰＲの活動と、その活動から利

用者がどのように変化し、利用状況がどうなっていっ

たのかを実際の活動を紹介しながら述べたいと思う。 

 

２ 季節行事を企画し実施する 

 

(1) 外出の機会を増やす 

デイサービスを利用していても、実際の外出の機

会が少ない方が多い現状を踏まえ、室内での取り組

みも必要ではあるが、活動しやすい時期にはできる

だけ外に出る機会を増やすよう計画した。 

外出にはさまざまな刺激を受けるチャンスがあり、

脳の活性化はもちろん心の活性化にもつながり、そ

の影響で身体機能の変化が現れるかもしれない。こ

のようなことを期待し実施した。 

・具体的な取り組み 

季節感を味わうため、花の観賞に出かけた。車中

でも会話が弾んだり、見る景色にその都度感動され

る方も多かった。実際に花を触ったり、その周辺の

景色を見ることで、発する言葉が増えている。また、

花に関することや知識の豊富な面がよく出ている方

もあり、利用者同士の交流やスタッフとの会話も増

えていることが分かった。懐かしい地域を巡り涙を

流す方、思い出話に盛り上がる方、気に入った場所

まで積極的に歩いて行こうとされる方、何より「今

後も外出がしたい」と、実際に希望される方が出て

きた。利用者の変化だけでなく、スタッフが今後の

外出のアイデアを出すようにもなり次へとつながっ

てきた。 

(2) 調理体験やおやつ作り 

この活動は、以前からも行っていたが、季節を感

じることを踏まえながら月単位で定期的に行うこと

とした。 

・具体的な取り組み 

調理やおやつ作りは生活の中で繰り返された馴染

みの作業である。また、多くの工程があるため、そ

要旨抄録  

朝陽ケ丘荘デイサービスは、平成18年 7月 1日に開設し、11年目を迎える。町内唯一の認知症対応型として定

員12名の通所介護事業を行なっている。家庭的な雰囲気を大切にしながら、小グループや個別対応も取り入れ、

利用者個々のペースに合わせた事業に取り組んできたが、一般型のデイサービスと何が違い、どのような特色が

あると言えるのか、10 年を過ぎた今、一度立ち止まって振り返りを行い、これからの進むべき方向性を見出すき

っかけとしたい。 

現状としては、利用者の重度化、強いＢＰＳＤへの対応で、慌ただしい毎日が続いており、それなりに工夫は

しているが、どちらかといえば決められた業務で進められ、室内での活動が多く変化が少ない。特色あるデイサ

ービスとしていきたいが、明確なものがなく利用者確保へもつなげていけない。利用者や家族から選ばれるデイ

サービスとするため、スタッフの話し合いを積み重ね、活動の幅を広げられないかの意見交換を行い、新たな取

り組みを検討、実施することとした。 

 

キーワード 

認知症支援、利用者を知る、アイデア、チームで取り組む、熱い気持ち 
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れぞれに役割を持ってもらい無理なく参加してもら

うことができた。やはり活動中は、生活感がただよ

い会話が弾む。これまでの経験と思い出話も加わり、

雰囲気が良い。そして完成したものが目の前にある

ため、達成感を得ることができた。 

(3) 季節行事を自分たちで作る 

季節感を感じる催しで、それでいて何か懐かしい。

日曜大工と調理場面にそれぞれ分担した準備を行う

ことで、利用者がその場面で主役になれる行事を計

画する。 

・具体的な取り組み 

夏にそうめん流しを企画した。天然の青竹を使用

することとし、そのため作業道具が必要となった。

スタッフが青竹等道具を準備すると、自然に利用者

が近づく。鉈やノコギリはお手のものという方が現

れる。きれいに仕上がった竹を今度はそうめんが流

れやすいようセッティングする。ここでも試行錯誤

し、会話が弾みながら準備が進んでいった。つまり

「体を動かす」、試行錯誤しながらも「考える」、で

き上がると「達成感が得られ」た。中には直接参加

できない方たちもいたが、雰囲気は伝わっているよ

うで、セッティング場面をじっと見つめ「もっと右

や」と気にされ、声を発する方もいた。実際にそう

めんを食するときも、たいへん盛り上がり、利用者

の表情はとても明るい。これほど童心に帰れるもの

かとスタッフも改めて感じることができた。 

(4) 園芸療法的な活動は利用者を本気にさせる 

西播磨総合リハビリテーションセンターから、定

期的にセラピストが来荘し、指導を受けられること

になっている。その中でも園芸療法は、とても身近

で親しみのある取り組みである。現在デイサービス

での参加はないが、本体施設で取り組んでいるもの

からヒントを得て活動していくものもある。 

・具体的な取り組み 

季節の花や野菜を植えるということはよくあるが、

四季折々に花や葉は変わっていく。実際に散策がて

ら花びらを摘んだり、落ち葉を拾ったりし観察する。

そしてそれらを使い創作活動につなげている。また、

収穫時期には野菜や竹の子掘りも行う。この収穫時

期が特に利用者が得意分野を大いに発揮できるとき

でもある。普段もの静かな方でも鍬を持てば手のひ

らに唾を付け耕す光景や、額に汗がにじんでいる姿

も見られる。これほどにまで本気になれる取り組み

があるのか、これまでの人生経験の中で密着したも

のであったのがよく理解できる。今後も定期的に実

施していきたい。 

(5) ４ＤＡＳを取り入れて 

昨年度から４ＤＡＳ実践者研修に参加することに

なったが、趣旨は生活期リハビリテーションを充実

させるために、通所介護事業所等に対し、認知症高

齢者に対する効果的な機能訓練が行えるよう支援す

るといったもので、この機能訓練と活動を合わせる

ことでより充実したものができるのではないかと期

待し、実践することとした。 

・具体的な取り組み 

４ＤＡＳは、その人への十分な状態の把握をし、

その人に応じたプログラムを提供することが大切と

のことで、実際に評価をしてみると、もちろん認知

症の状態と身体機能の状態が把握できる。しかし４

ＤＡＳは、それだけの把握だけではなく、家族や本

人の思いを汲み取り把握していくことが必要である。

時間をかけ家族と会話をすることにより、本人のこ

れまで生きてこられた背景をスタッフは感じること

ができた。 

利用者の状況、状態の把握をし、その人に合わせ

た目標を設定、それに向けて活動を行なう。対象者

が全員ではなく数名とはなったが、経過を見ながら

スタッフ同士で振り返ると、その人の表情の変化や、

行動の積極性まで観察できるようになり、活動のア

レンジ方法のアイデアも出るようになった。この４

ＤＡＳを知ってからは、これまで私たちが行なって

きた活動内容や方法と通じるものがあると感じた。 

 

３ まとめ 

 

一つの外出で、利用者の変化が明らかにあり、気持

ちが穏やかになり前向きになっていることが分かる。 

調理やおやつ作りでは、特にスタッフが利用者に寄

り添い声かけを行うため、介護の基本を改めて理解で

きると同時に、利用者への観察力の向上にもつながっ

た。 

季節行事を自分たちで作り上げることや、収穫時に

よる園芸療法的な活動も利用者の参加率は良く、見て

感じて体験することが大切であり、今後も定期的に実

施する必要があると感じた。 

４ＤＡＳにおいても、利用者一人ひとりを見つめる

いい機会となり、それぞれの得意分野や発揮されてい

ない能力をいかに発揮していくことができるかアイデ

アを出しあうことが必要と感じることができた。 

これまで特色のあるデイサービスを作り上げるため

に、スタッフがアイデアを出し、それを計画し実施し

てきたが、結果的に利用者それぞれが能力を発揮でき

る動機づけになっている。利用者本位のサービスを提

供していくためには利用者を知ることである。それに

合わせて家族の思いも理解することで、おのずとスタ

ッフのアイデアも湧いてくるものである。 
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28 年度は、稼働率も上昇し始め、90％を超えること

もあった。また、契約利用者も 45 名確保でき、目標を

達成できた。これは活動の様子を家族に写真で伝えた

り、定期的に機関誌等で紹介したことでＰＲにつなが

ったのではないかと思っている。これは特色あるデイ

サービスになりつつあることへの理解が、利用者や家

族また関係機関から得られてきたことがもちろんこれ

がすべてではないが、考えられる。しかし、冬季に関

しては 27 年度と同様、感染症の関係で利用が低迷する

時期があったことで、結果的に年間稼働率は 82.6％に

とどまってしまった。今後はこの期間のリスクを最小

限にしていくための対策を更に検討していくこととす

る。 

そして最後に、私自身福祉現場での経験は 29 年目を

迎える。これまでの現場経験からそれなりに自信もあ

って、事業がより向上していくよう工夫することが自

分自身の役目だと思ってきた。ここ最近は、稼働率の

ことばかりを気にしすぎ、事業として何を目指してい

るのか説明できていなかったように思う。今回のさま

ざまな取り組みを通して再認識したことや新たな発見

により、これまで積み上げてきた経験や思いを思いか

えすことができた。また、一人ではなくチームとして

現場内での工夫を実践していくことで、更なる効果が

得られることも再確認するきっかけとなった。 

確かに稼働率は大切ではあるが、現場にいる私たち

が率先して動き、アイデアを出し、熱い気持ちでいる

ということが基本となり、それが結果的に利用者確保

につながり、稼働率の上昇にもつながると信じている。

進むべき方向性が分かれば、自分たちが何をしなくて

はならないのかということが分かる。試行錯誤しなが

らも取り組み、たとえ失敗したとしても熱い気持ちが

あればその失敗は素直に受け止められ、反省もできる。

そんな気持ちが改善策となって現れ、次へのステップ

としてつながっていく。これからも特色あるデイサー

ビスをつくり上げ、それが魅力あるデイサービスとな

っているようチーム一丸となって取り組むことで、強

い現場力を持った元気な現場であるよう今後も頑張っ

ていく所存である。 
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【平成29年度第４回夢を叶えるプロジェクト実践発表大会最優秀作品】 

電動車椅子に乗って自由に移動できる生活を送りたい 

 

特別養護老人ホーム 朝陽ケ丘荘 鵜崎 笑花 

 
１ 利用者プロフィール 

 

・氏名：Ａさん 

・年齢：79歳 

・性別：男性 

・入所年月：平成 19 年 10 月 23 日 

・在所期間：9年 12 ヶ月 

・出身地：兵庫県佐用町 

・要介護度５、認知度Ⅲa 

・既往歴：脳梗塞、高血圧、イレウス 

 

２ 方法 

 

・Ａさんの状態、状況の把握 

・｢Ａさんの思い」「ご家族の思い」を傾聴する 

・「Ａさんの思い」「ご家族の思い」を支援員間で共有

する 

・他職種と連携行いチームアプローチ 

・夢の実現 

 

３ 倫理的配慮 

 

・Ａさん、ご家族に事例として紹介させていただくこ

とに、ご理解ご了承いただく。 

 

４ 結果 

 

電動車椅子で自由に移動できる生活が送れるように

なり、QOL が向上したことで、Ａさんに笑顔が増えた。

そして、生活範囲が広がり、積極的に行事等にも参加

できるようになり地域との交流もできるようになった。

朝陽ケ丘荘での生活の中で生きがいを見つけることが

でき、Ａさんらしい生活を取り戻すことができた。Ａ

さんからの「ありがとう」との言葉と笑顔で支援のや

りがいを感じることができ、施設全体がいい方向に動

いている。 

 

５ 考察 

 

今回の取り組みを通じてチームアプローチの大切さ

が分かった。Ａさん一人に対して各専門職がそれぞれ

の専門性を発揮し、Ａさんがより良い生活を送れるよ

う支援していくことの大切さを学べた。そして、信頼

関係を築くことでＡさんが心からどのように生活を送

りたいかとの思いを知れた。些細な事の声掛けを実践

することでＡさんは心の扉を開かれる。小さな心掛け

が大きな成功へと繋がることを実感した。Ａさんから

「ありがとう」と笑顔で言って貰えることがこんなに

も嬉しい事で、支援をしていく上でのやりがいに繋が

ることを実感した。Ａさんの夢を叶えることは私たち

支援員の喜びでもある。今回の取り組みを通じて、利

用者様本位で支援をしていくことの喜びを改めて感じ

た。 

要旨抄録  

以前電動車椅子を使用されていたが、入院をきっかけに意欲が低下し居室にこもりがちになっていた。Ａさん

に以前の生活を取り戻して欲しいとチームアプローチを行った。Ａさんの夢に寄り添い、実現することで生活に

潤いを出し生きがいになるよう支援する。それとともに、Ａさんの笑顔を見ることで支援員の仕事へのやりがい

に繋げる。 

 

キーワード 

夢の実現、チームアプローチ、各専門職が専門性の発揮、信頼関係を築く、仕事のやりがい 
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「手関節拘縮皮膚炎への取り組み」 

～緑茶を用いたハンドロ－ル効果の検証～ 

 

特別養護老人ホーム たじま荘 褥瘡防止検討委員会 

石田 美和子、西村 知美、塚本 典子、赤木 亨、済木 美江、長野 潤、田中 美佳、川見 寛之、奥仲、治枝 

 
１ 目的 

 

緑茶パックハンドロール使用のケアは介護職の負担

なく手関節拘縮皮膚炎の軽減に効果があるかを検証す

る。 

 

２ 実施方法 

 

(1) 期間 平成 28 年６月 13 日～９月 30 日 

(2) 対象 

①手関節拘縮皮膚炎のある４ユニットの利用者６名 

②実施したユニットの職員 19 名 

 

３ 方法 

 

(1) 市販の緑茶パック３ｇをハンドタオルに巻き付け

てガーゼで包む。 

(2) 毎日、弱酸性ハンドソープで洗浄後に従来のハン

ドロールを使用するユニット、入浴後に緑茶パック

を使用したハンドロールを使用するユニットに分け

る。 

(3) 手の臭いを４段階、皮膚の状態を５段階に分け調

査の前、１週間後、２週間後、３週間後の計４回評

価を行う。（様式１） 

(4) 臭いの評価は３名の職員で行う。（３人の平均を評

価値とする） 

(5) 皮膚の評価は看護師２名で行う。 

(6) 実施後、ケアに関わった介護職員にアンケート調

査を行う。 

(7) 委員会にてアンケートを集計し評価を行う。 

 

(臭いの評価基準) 

0 異常なし 

1 浸軟 

2 びらん 

3 潰瘍 

4 滲出液 

 

（皮膚の評価基準） 

0 無臭 

1 やっと感知できる程度 

2 少しの臭い 

3 強い臭い 

 

 

 

要旨抄録  

高齢、脳血管障害などにより長期臥床を余儀なくされている利用者は廃用性の萎縮が生じ拘縮が生じやすい。

特に手指関節に拘縮のある高齢者の手掌内は、関節可動域の制限により、清拭や洗浄などが困難なために清潔が

保持されにくく白癬症にかかりやすく悪臭の発生が問題となる。以前、たじま荘では手指拘縮のある利用者の皮

膚トラブルの対応策として、一日一回洗浄を行い小さいタオルをロール状にし、ガーゼで包んだ物（以下、ハン

ドロールという）を使用していた。この方法にて拘縮による皮膚炎はある程度予防、改善できていた。しかし、

近年の人手不足から時間的余裕がなく一日一回の洗浄によるケアが困難となり、皮膚トラブルの生じた時期のみ

に洗浄を行い、ハンドロールを使用することとなった。そのことが要因となり拘縮手のある利用者の手掌内は、

湿潤、ただれ、悪臭の軽快、増悪を繰り返す状態となり職員はケアに苦慮していた。そこで、緑茶に含まれるカ

テキンの作用、効果について研究が行われていること、他の高齢者施設が取り入れ効果を得ていることから委員

会にて検討し緑茶パックを使用したハンドロール（以下、緑茶ハンドロールという）を作成し使用することとし

た。その結果、拘縮手の皮膚の状態が改善され、またこの方法は介護職員の負担も少ないなどの効果が得られた

ため報告する。 

 

キーワード 

ハンドロール、緑茶パック、消臭予防、手関節拘縮皮膚炎 
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４ 倫理的配慮 

 

実施についてリーダー会議で説明、承諾を得たのち

に対象利用者の家族に緑茶ハンドロール使用について

説明を行い承諾を得た。 

職員アンケートは無記名とし個人が特定できないよ

うに配慮した。 

 

５ 結果 

 

(1) 臭いの評価 

①  毎日洗浄後にハンドロール交換 

実施前は、３の強い臭いであったが、1週間後

にはＣ氏１名が２の少しの臭いに改善し、２週間

後にはＢ氏が０の無臭にまで改善、Ａ氏、Ｃ氏の

右手もやっと１の感知できるまで改善した。３週

間後、Ｂ氏の手の臭いは０の無臭のままだったが、

Ａ氏、Ｃ氏の手の臭いは、再び２の少し臭うまで

悪化した。また、洗浄後３～４時間が経過すると

ハンドソープの臭いは無くなり再び手の臭いが感

じられた。 

② 入浴後に緑茶ハンドロール交換 

週に２回の入浴後に緑茶ハンドロールを交換し

た利用者Ｄ氏、Ｅ氏、Ｆ氏の手の臭いは、開始１

週間後には、２名が１のやっと感知できる臭いの

程度で、残りの１人は０の無臭になる結果となっ

た。 

 

（表１ 毎日洗浄、ハンドロール使用） 

 

 

（表２ 週２回入浴時、緑茶ハンドロール使用） 

 

(2) 皮膚の状態評価 

①  毎日洗浄後にハンドロール交換 

実施後、１週間後は効果がなかったが、２週間

後にはＡ氏、Ｂ氏は２のびらん状態から１の浸軟

状態へと改善したが、Ｃ氏は４の浸出液が出る状

態まで悪化してしまった。３週間後もＡ氏、Ｂ氏

の２名は１の浸軟状態のままで、Ｃ氏は３の潰瘍

状態まで改善した。 

② 入浴後に緑茶ハンドロール交換 

週２回の入浴後に緑茶ハンドロールを交換した

利用者の皮膚の状態は、１週間後より効果が現れ

２のびらん状態から、１の浸軟状態に改善、２週

間後にはＤ氏、Ｆ氏の２名が０の異常なしにまで

改善、３週間後には３人とも０の異常なしとの評

価となった。 

 

（表３ 毎日洗浄、ハンドロール使用） 

 

 

（表４ 週２回入浴時、緑茶ハンドロール使用） 

 

 

(3) 職員アンケート結果 

実施期間終了後に関わったユニット職員を対象

として、それぞれのケアについてのアンケートを

行った結果、毎日洗浄、ハンドロール交換を行っ

たユニット職員は１名を除いて８名が負担になる

と回答した。しかし、週２回の入浴時に緑茶ハン

ドロール交換を行ったユニットの職員 10 名全員

は負担がないと回答していた。また、今後の緑茶

パック使用の継続について聞いたところ緑茶ハン

ドロールを使用したユニットの職員 10 名全員が

今後も使用を継続する必要性があると回答してい

た。 

実施前 １週間後 ２週間後 ３週間後

右手 3 3 1 2
左手 3 3 1 2
右手 3 3 0 0
左手 3 3 0 0
右手 3 2 1 2
左手 3 2 2 2

手の臭い

Ａ氏

Ｂ氏

Ｃ氏

実施前 １週間後 ２週間後 ３週間後

右手 3 0 0 0
左手 3 1 0 0
右手 3 1 0 0
左手 3 0 0 0
右手 3 0 0 0
左手 3 0 0 0

Ｄ氏

手の臭い

Ｅ氏

Ｆ氏

実施前 １週間後 ２週間後 ３週間後

右手 2 2 1 1
左手 2 2 1 1
右手 2 2 1 1
左手 2 2 1 1
右手 2 2 4 3
左手 2 2 4 3

皮膚の状態

Ａ氏

Ｂ氏

Ｃ氏

実施前 １週間後 ２週間後３週間後

右手 2 1 0 0
左手 2 1 0 0
右手 2 1 1 0
左手 2 1 1 0
右手 2 1 0 0
左手 1 1 0 0

皮膚の状態

Ｄ氏

E氏

Ｆ氏
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結果を基に効果

毎日洗浄につ
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に時間がかか

とってケアの負

の取り組みで

ある利用者の皮
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施設入所者の権利を守る 

～成年後見制度の活用事例報告・ケース記録から～ 

 

特別養護老人ホーム 丹寿荘 若森 崇 

 
１ 倫理的配慮 

 

個人の事例を使用するにあたり、あらかじめ本人の

同意を得ている。また、個人が特定されるおそれのあ

る事項については、限定的な表現はあえて避けている。 

 

２ 基本情報 

 

氏名 Ａ 性別 女 年齢 87 歳 

要介護度 ３ 既往症 左脳内出血（Ｈ９） 

障害高齢者の日常生活自立度 Ｂ２ 

認知症高齢者の日常生活自立度 Ⅱa 

家族関係 

５人きょうだいの４番目。実の両親は離婚、再婚を

繰り返しているため、腹違いのきょうだいがいるが

会ったことはない。幼いころに養子に出る。養家は、

養母と２人暮らし。結婚歴はない。 

既往歴・現病歴 

左脳内出血（Ｈ９）、高血圧、ぜんそく、体幹の変

気による気管支閉塞 

服薬状況 

ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ（気分安定剤）、ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ（冠血管拡

張剤）、ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝＯＤ錠（胃薬）、ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ（降圧剤）、

ﾅﾊﾞｹﾞﾝｸﾘｰﾑ（鎮痛消炎軟膏）、ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ（肝機能

改善薬） 

保険者

情報 

（介護保険）住所地特例、旧措置負担限度

額認定、（身体障害者手帳）１種１級、（医

療保険）福祉医療制度 

生活歴 

Ｓ市で出生。５人きょうだいの４番目。地元の尋常

小学校を卒業後、女学校卒業し、専門学校を中退し

ている。その後、養子縁組でお茶屋を営む家に入る。

養子に行ったのちに、結核にかかりしばらく養生し

ている。その頃から、茶道、華道を教えるようにな

る。結婚歴はない。養母が亡くなったのちは独居と

なる。Ｈ９に風呂場で倒れているのを近所の人が発

見する。病院退院後、当施設に措置入所となる。性

格はさっぱりしている反面、こだわりが強い。 

  

要旨抄録  

約 20年前、措置入所した独居高齢者が、高齢とＡＤＬの低下、認知症の進行が著しくなり、判断能力が低下し

はじめた。施設での看取りを見据え、今後の生活について検討しなければならない必要性に迫られた。 

本人は現在、自分の思いを伝えることはできる。かねてより、「誰の世話にもなりたくない」「施設で看取って

ほしい」という思いは持ち続けている。その反面、「私のさみしさなんか誰も分かってくれない」と悲観的な言動

も見られる。今回、本人の財産管理について、成年後見制度を利用することとした。申し立てから後見人が就任

するまで約１年かかった。利用者の思いを聞きながら、手探りで手続きをすすめてきた過程を報告する。 

 

キーワード 

独居、成年後見制度、財産管理、看取り、判断能力 



-93- 

３ アセスメント 

 

食事 
右片麻痺であるが、セッティングすれば、

左手で自力摂取可能。 

排泄 

全介助。尿意、便意あり。日中はポータブ

ルトイレ、夜間はおむつ対応。自力で移乗

ができない。 

入浴 
一部介助。座浴。洗身は手の届く範囲で行

う。 

更衣 
一部介助。上衣、首を入れれば自力で着脱

可能。 

移動 
車いす。右下肢は装具着用しているため、

座位は傾きあり。短い距離は自操可能。 

整容 
整髪、洗顔、義歯の着脱は自力で行う。 

意思

疎通 

その場での意思疎通は可能。短期記憶はま

だら。 

 

上記のように、本人のＡＤＬは一部介助から全介助

レベルである。介助量が増えるに従って、活動量が減

ってきており、日中、寝ている時間も多くなってきた。

意欲低下も著しく、「どうでもええわ」という言葉がよ

く聞かれるようになってきた。 

また、本人には同じ利用者のＢ氏の存在がある。Ｂ

氏は家族でもない、友達でもない。「私が面倒みてあげ

ないと・・・」と思っている。本人は結婚歴もないし、

子どももいない。ある種母性本能のようにも見受けら

れる。日中は一緒に過ごしたり、一緒にベッドで寝て

いたりしたこともある。最近はお互いに少し興味がな

くなっている様子であるが、ことあるごとに、「あの子

に何か買ってやって・・・」などという言葉は聞かれ

る。 

 

４ 成年後見制度を利用した理由 

 

前述のように、本人は措置制度で入所し、約 20 年が

経過する中で、ＡＤＬが低下し、自分の体が思うよう

に動かないことに失望し、意欲が低下している。また、

長い施設生活で、社会との関わりもなくなっている。

親族も代がかわりほとんど疎遠になっている。本人は

かねてから、「私は一人身なので、誰も頼る人もいない

し、頼りたくない、施設で最期までお世話になりたい」

という気持ちを強く持ってきた。本人が尊敬する人が

献体を望まれた経緯があり、自分も死亡後は献体を希

望し、大学病院へ登録している。 

しかし、財産管理は手付かずであり、試算では年金

収入だけでは施設利用料が賄えなくなってくる可能性

が高くなってきた。施設は施設利用料にかかる手続き

や管理は行えるが、不動産等の財産管理はできない。

今、本人は前述のように様々なことがわからなくなり

始めている。なんとか意思がはっきりしているうちに、

支援の糸口を見つける必要があり、成年後見制度の利

用を検討しはじめたのである。検討にあたり、図１の

ようなフローチャートを描いてみた。 

 

 

 

５ 経緯 

 

(以下、ケース記録より) 

＜主な登場人物の整理＞ 

Ａ氏：本人 

Ｂ氏：本人と依存的な関係にある利用者 

Ｃ氏：リーガルサポート兵庫支部の司法書士。のちに

成年後見人となる 

Ｄ氏：Ｍ氏より依頼を受けて、申し立てを担当する司

法書士 

 

H27.10.7 

本人から、「自宅のことが気になる」と話を聞く。

これ以前にも、ことあるごとに気にしていた。養家

の自宅の名義は分からないが、固定資産税は払って

いる。また、何度か自宅前までは行ったことがある

が、空き家で損傷が激しく、危険なため、中に入る

図１　手続きにかかるフローチャート

⇓ ⇓

⇓

⇓ ⇓

⇓
⇓

⇓

⇓ ⇓
施設内カンファレンス

で施設内での認識の統

一

申し立て準備

審査

審判

※　申し立て準備以降

は、施設は補助的な役

割を担う。

申し立て

精神科嘱託医に相談

地域包括支援センター

より専門家（司法書

士）を紹介してもら

い、相談の窓口を作る

本人の保険者（本籍

地）に相談

具体的な進め方を丹波

市地域包括支援セン

ターに相談

身元引受人に連絡・相

談

本人への聞き取り

情報の整理
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ことができなかった。とりあえず何か手がかりがな

いか本籍地の地域包括支援センターに問い合わせる。

回答は、旧措置入所者でもあり、当時の詳しい事情

を知る職員がいないので分からない。一度法務局に

問いあわせてはどうか。というものであった。 

 

H28.1.14 

丹波市の地域包括支援センターに以下の点を問い

合わせる。 

・本人の自宅について 

本人の自宅は、空き家状態で名義も分からない。

長年放置され、これからも使用する予定もない。

本人は、「どうでもいい。好きなようにしてほしい

」という。施設では不動産の処理などはどうしよ

うもないので、成年後見制度の利用はどうか。 

・献体について 

かねてより、死亡後は献体を希望していた。献体

後のお墓などの取り扱い（永代供養等）はどうす

ればいいのか。 

＜丹波市より＞ 

・本人の意思がしっかりしていれば、成年後見はな

じまない。市の権利擁護の窓口で相談すればどう

か。 

・献体は親族がいれば、同意が必要となる。遺骨は

親族に引き取ってもらうのが一般的である。 

 

以上のように、施設としては、このようなケース

はどこまで関わればいいのか。施設だけでは完結で

きないので、協力をお願いしたい旨伝える。 

 

H28.1.15 

現在の身元引受人に連絡する。これまでの経緯等

を話すが、身元引受人も代が変わり、本人のことは

ほとんど知らない。ケアプランの同意書を返送する

だけのやりとりしかしていない。結局、明確な回答

はなかった。これ以上の協力は得られない様子だっ

た。 

 

H28.7.6 

本人と話をする。施設が一番困っているのは、お

金の管理である。現在年金があるので、なんとか利

用料はまかなえているが、領収書等書類の管理や、

本来家族がしている各種手続き等も施設では限界が

ある。（住所地特例や銀行口座の関係で複雑な手続き

が多くある）。まずは、これからどうしたいかを順に

聞かせてほしい。と質問する。 

本人の意思は、 

・他に行くところはない。施設で最期まで生活させ

てほしい。 

・できるだけ人の世話になりたくない。 

・家や土地はどうでもよい。施設の好きなようにし

てほしい。 

・今、食べられるだけのお金があればよい。そのほ

かはどうでもよい。 

以上の話を聞く。この話を聞き、施設でケアカン

ファレンスを開催する。施設で検討した結果、今後

看取りから死後まで本人が安心できるように、また、

現在の施設の負担を軽減できるようにするには、成

年後見制度の利用が必要であることを改めて確認す

る。 

 

H28.9.2 

成年後見制度の利用について、かねてから相談し

ている丹波市地域包括支援センターに連絡する。相

談員から、公益社団法人成年後見センターリーガル

サポート兵庫支部所属の司法書士を紹介いただく。

また、本人の保険者にも一報を入れておくように助

言いただく。 

司法書士とやりとりを行う。 

・後見制度利用にあたっては、本人の判断能力がど

のくらいあるのか、制度を利用するのであれば、

補助、補佐、後見のどの段階になるのか主治医に

相談してみてほしい。また、申立人を誰にするの

か。補助、補佐であれば親族の同意をとるかどう

かなどを確認しなければならない。 

・本人が亡くなれば、相続人は生家のきょうだい、

養子のきょうだいそれぞれになる。 

以上の助言をいただく。 

 

H28.9.2 

本籍地の地域包括支援センターに連絡する。経緯

を話すが、「成年後見の申し立ては、住所地の裁判所

になるため、ここでは特に詳細な経緯は必要ない。」

との回答を得る。 

 

H28.9.5 

成年後見制度の利用と、司法書士への情報提供に

ついて、本人の同意を得る。司法書士へ、本人の情

報と金銭関係の情報（金銭出納簿等）を提供する。 

 

H28.9.6 

成年後見制度の利用について、精神科の施設嘱託

医の往診時に相談する。一度受診の指示あり。 
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H28.9.13 

褥瘡が悪化し、午後からベッドで横になることを

職員と相談していたが、そのときは、Ｂ氏と一緒に

横になっていた。看護師から、一人でゆっくり休息

をとるように伝えるが、「あんたらには、わたしらの

ようなさびしいもんの気持ちはわからん。子どもも

いて、家もあって・・・」と興奮気味に話す。褥瘡

が悪化すると、入院になる可能性もあることを伝え

るが、なかなか理解していなかった。 

 

H28.9.14 

丹波市から紹介をうけた司法書士のＣ氏に連絡す

る。かねてから、本人の判断能力がどれくらいのも

のかを聞かれていた。 

・精神科の嘱託医から、「本人の状態は後見レベル」

と判断する。診断書が必要なら、受診すれば書く

ことはできる。 

と言われたことを伝える。 

Ｃ氏から、「後日司法書士の集まりがある。そこ

で後見の申し立てを行ってくれる方（別の司法書

士）を依頼する予定である。」と言われる。Ｃ氏に

よると、「実際の後見人は裁判所が決める。必ずし

も、申立人が後見人となることはない」と言われ

る。(のちに司法書士に確認する。申し立て人と後

見人が同じ人になっても特に問題はないが、今回

のケースでは、リーガルサポート兵庫支部内に、

複数の案件が寄せられたため、会議で担当を振り

分けた結果であった。) 

 

制度について、以下の確認を行う。 

・後見開始にあたり、申し立て費用として、手続き

の報酬 10 万円+手続き料 1万円が必要になる。こ

れは本人の口座から支払うことになる。 

・申し立てには、一応相続人とされる親族に同意書

を書いてもらうこととなる。しかしこの同意がな

くても手続きは可能である。 

・「補佐・補助」の場合は、本人の同意が必要となる。 

 

H28.9.29 

公益社団法人成年後見センターリーガルサポート

兵庫支部の地区長である司法書士のＣ氏（現在相談

している司法書士）と司法書士事務所のＤ氏が来所

する。本人、次長、施設ケアマネジャー同席する。 

＜相談・調整結果＞ 

・今後の後見申し立てはＤ氏が担当し、後見人候補

者はＣ氏となる。（最終的には裁判所が決定する） 

・申し立ては、本人申し立てがベストであるが、様

子を見ながら親族にも依頼する。 

・まずは、本人の住民票、戸籍謄本、医師の診断書

が必要である。診断書は所定の様式がある。 

・申し立てには、特に期限はないが、できるだけ速

やかに行う。 

・医師の診断書は、当施設の嘱託医にお願いするこ

とを申し合わせる。 

施設としては、身元引受人以外の親族とは、事務

的なやりとりはできないことを伝える。 

以上のやりとりを、身元引受人にも連絡するが、

以前送付した説明文書一式、別の親族に渡したと言

われた。 

 

H28.10.4 

本人の成年後見制度利用を検討していることにつ

いて、本人が親族の中で唯一心のよりどころにして

いる甥に連絡する。 

・現在、施設で本人の全ての財産を管理していると考

えている。他に誰か財産を持っている方があるか。 

・成年後見制度を利用するにあたって、推定相続人

（養子に行く前の実の家族も含む）の同意が必要

となる。同意がなくても制度利用は可能であるが、

司法書士から直接問い合わせがあるかも知れない。

このことについて、同意いただけるか。 

・現在の体調について、高齢になり、息が苦しくな

ったり、褥瘡ができたりしており、徐々に体力が

なくなっている。 

以上のことを連絡する。 

 

甥から、 

・制度の利用について、本人がよいと言っているの

なら同意する。 

・相続人は、まだほかにいると思う。 

・本人の財産は、施設が把握しているものが全てだ

と思う。 

と返答を得る。 

 

H28.10.11 

成年後見申し立てに必要な住民票、戸籍謄本をと

りに、本人と本籍地と住所地の２か所の市役所に行

く。その後、本人の自宅を見に行く。損傷した自宅

を見るのは嫌だったのか、「もうええわ」と車から降

りなかった。その後スーパーへ買い物に行く。好き

な衣類とＢ氏へのお土産を購入し、満足げな様子だ

った。 

 

H28.10.20 

診断書作成のため、精神科を受診する（初診）。Ｃ

Ｔ検査、血液検査を受ける。ＣＴ検査結果は、脳は
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少し萎縮していた。長谷川式スケールを用いながら

問診を受けた。 

 

H28.10.26 

司法書士のＤ氏に診断書ができたことを報告する。

Ｄ氏から、 

・戸籍をたどると、思った以上に複雑だった。 

・これからの手続きとしては、親族の同意がどこま

で必要なのかを検討し、戸籍の整理を行う。その

後、診断書と合わせて申請する予定。 

 

H28.11.8 

司法書士のＤ氏来所。申し立てにかかる資料作成

のため、本人に面会する。 

・戸籍をたどりながら、本人の親族関係を整理して

いる。 

・土地、家屋の固定資産評価額を提示される。自宅

を処分することになれば、解体費用もかかること

から、時間がかかる。 

Ｄ氏は本人に、「○○さん知っていますか」などと

確認をしたが、かなりはっきりと覚えていた。 

 

H28.12.6 

Ｄ氏から、以下の連絡あり。 

・親族関係は複雑であった。相続の権利のある親族

もいるが、本人とまったく交流のない人もいる。

申し立ての同意は、裁判所に一任する。 

・親族のうち、数名は同意をとることができた。各

親族には、「相続の権利の同意と、後見申し立ての

同意はまったく別のものである。後見申し立てに

同意したからといって、相続の意思が示され、損

益が発生するのもではない」ことを十分に説明し

た。 

以上の説明を受ける。 

 

H29.1.4 

Ｄ氏から連絡あり。 

・成年後見申し立てにかかる書類が整った。最新の

通帳のコピーと金銭出納簿を渡す。戸籍が複雑で

たどるのに時間がかかったとのこと。今から申し

立てを行い、許可が下りてから 2 週間程度で正式

に後見人がつく予定。 

 

H29.1.10 

甥家族の面会あり。看護師から、高齢とＡＤＬの

低下について説明する。 

 

 

H29.2.7 

Ｄ氏から以下の連絡あり。 

・成年後見は裁判所で審議中である。本人の判断能

力について、裁判所から問い合わせがあった。医

師の診断書とＤ氏の申し立について、直接本人に

会って確認したい。（本人申し立てになっているが

、適切かどうかの確認） 

・家庭裁判所の審議官が来所する予定。本人は、細

かいことは分からないが、すべてを任せるという

意思はあるので、審議官も面接すれば分かるだろ

う。 

・審議官の確認する内容 

①自分の財産を後見人に任せてもよいか。 

②申し立てに至った経緯の確認。 

③簡単な認知機能のテスト。 

 

H29.2.28 

Ｄ氏と家庭裁判所審議官が来所する。丹寿荘から

は、次長、ケアマネジャー同席する。 

＜審議官から＞ 

・本日の目的は、成年後見の申し立てが「本人申し

立て」になっている。しかし、診断書は、「判断能

力が低下している。」との記載がある。申し立てが

本人の意思に基づいてされているものかを確認す

る。 

＜面接＞ 

・審議官が本人の判断能力について確認する。内容

は、年齢や生年月日、100-7 は？など長谷川式ス

ケールのようなものだった。 

・本人に、「これからの生活について任せたい人がい

るのか、何をお願いしたいのか、今後移りたい場

所（他施設や転居したい場所）はあるか」を質問

される。本人から、「自分では何もできないからお

願いしたい」「家をなんとかしてほしい」「丹寿荘

で生活したい」「家に仏壇があるけど、どうでもよ

い」「茶箪笥は大切なもの」と話す。 

・本人の親族関係について質問されるが、ほとんど

知っていた。その親族について、同意をとり裁判

所で判断することについて、本人は同意する。 

＜面接を終えて＞ 

・今後の予定について、本日裁判所審議官は、本人

の意思は確認できたので、申し立ては受理される

予定。その後、決定される日（審判日）があり、

通知は本人とＤ氏に届く。受け取った日から 2 週

間の申し立て期間を経て、実際の効力が発生する

確定日になる。確定日から成年後見が開始される。

後見人は最初相談をもちかけたリーガルサポート

兵庫支部の司法書士Ｃ氏になる予定。 



家庭裁

 

H29.3.21 

神戸地方

知書が届く

また、本人

んわ」と笑

 

H29.4.11 

通知書が

に連絡する

Ｄ氏か

・審判が下

・その後東

かる。 

・さらに登

かる。 

以上のこ

際の活動が

 

H29.4.15 

後見人の

する。 

・本人の金

通帳は今

来なら成

が、銀行

使用する

にする。

・施設利用

・自宅の取

・死後の取

ている。

課題とす

以上、現

決していく

裁判所審議官

方裁判所柏原

く。後見人は

人にも通知書

笑っていた。

が届いてから

る。 

ら、 

下りてから、

東京法務局に

登記の証明書

ことから、審

が開始される

のＣ氏来所。

金銭管理につ

今までのもの

成年後見人の

行にあらかじ

ることが可能

。 

用料の支払い

取り扱いは今

取り扱いにつ

。献体後の永

する。 

現時点での課

くことを確認

による本人へ

原支部から、

は司法書士の

書を見せる。「

 

ら、何の連絡

確定するまで

に登記がされ

書を取り寄せ

審判が下りて

ると返答あり

今後の手続

ついては、す

のを使用する

の名前にする

じめ届けてい

能であるため

いはＣ氏が行

今後の課題と

ついては、本

永代供養等に

課題を整理し

認する。 

への聞き取り

成年後見の審

Ｃ氏が就任す

お金なんかあ

絡もないため、

でに2週間か

るまでに 2 週

るまでに 1 週

から約 1か月

。 

続き等について

べてＣ氏が行

。通帳名義は

のが一般的で

れば、本人名

、今回は本人

う。 

する。 

本人は献体を希

ついては、今

、今後少しず
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審判通

する。

あらへ

、Ｄ氏

かかる。 

週間か

週間か

月で実

て相談

行う。

は、本

である

名義で

人名義

希望し

今後の

ずつ解

 

の

(1

(2

注

の

出

申

え

精

る

申

人

開

の

必

限

以上が、今

の取り組みで

1) 本人の思い

本人は、「

にしてほし

ってもよい

存関係にあ

言う。さっ

さや不安が

することが

2) 本人の「判

（図２） 

成年後見は

力を欠く状

条)。本人の

あります。

は、一時的

通常は判断能

しています。

 

成年後見制

がある。今

た。法定後見

それぞれ、判

て、活用され

申し立て

ことは、「ど

ことであっ

注：（＊）「特定の事

承認や放棄、新築や

所：永田　祐ほか著

し立てにより与

られる権限

精神上の障害によ

判断能力の程度

し立てができる

始決定について

本人の同意

必ず与えられる権

限

・

の

取

６ 

回の取り組み

は、以下の点

いを汲み取る

「ここで生活で

い」「お金や

わ」と言われ

り、「私のさみ

ぱりした性格

のぞかれた。

、私の役目で

判断能力」に

、精神上の障

況にある人を

の事理弁識能力

これを欠く常

に判断能力は

能力を欠く状

。1） 

制度には、法

回のケースで

見には、図２の

判断能力（事

れる類型が分

にあたり、司

どのくらいの判

た。おそらく

事項」とは、民法13条

や増改築などの事項を

著『よくわかる権利擁

図１　法定後

不

―

欠く常況

本人・配偶者、

財産管理について

全般的な代理権・

消権

後見類型

まとめ 

みの詳細な記

点に留意しな

る。 

できるなら、

や家はどうでも

れるが、反面

みしさは誰も

格であるが、

この思いを

であると思っ

に着目する。

障害により事

を保護する制

力（判断能力

常況にあると

は回復するこ

状態にあると

法定後見制度

では、法定後

のように３つ

事理弁識能力

分かれる。 

司法書士から

判断能力があ

く司法書士が

条1項に掲げられてい

をいう。

擁護と成年後見制度』

後見制度の三類型

不要

補佐類型

著しく不十分

四親等内の親族、検

・特定の事項（＊）

についての同意権、

取消権

・特定の事項（＊）

以外についての同意

権、取消権

・特定の法律行為に

ついての代理権

記録である。今

ながら進めた。

施設のええよ

もよい」「ど

面他の利用者

もわからない

根底にはさみ

を受け止め、形

った。 

 

事理を弁識する

制度です(民法

力）の程度の差

いうことの意

ことはあっても

いうことを意

度と任意後見制

後見制度を利用

つの類型があ

力）の程度によ

ら最初に聞かれ

あるのか」とい

がいう判断能力

る借金、訴訟行為、

ミネルヴァ書房

必要

―

補助類型

十分でない

検察官・市町村長等

意

に ・特定の法律行為

ついての代理権

・特定の事項（

の事項の一部につ

ての同意権、取消

今回

。 

よう

うな

と依

」と

みし

形に

 

る能

法７

差に

意味

も、

意味

制度

用し

り、

よっ

れた

いう

力と

相続

い

為に

＊）

つい

消権
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私たち施設職員がいうそれとは、ずいぶん違うもの

だということはすぐに感じとれた。まずは、医学的

にはどう判断されるのか、精神科の嘱託医に相談し

た。嘱託医は、「（後見を申し立てるなら）判断能力

はないと判断する。もしあるとすれば、例えば、補

佐や補助と判定されると、Ａ氏が何を判断できる？

審判が下りてから、困るのは本人だろう。」と答えら

れた。なるほど、私たち施設職員は、日常生活の視

点で主にＡＤＬについて利用者のアセスメントを行

う。Ａ氏は、例えば、「入浴する、しない。今日はし

んどいから行事には参加しない」というようなこと

は自分ではっきり意思表示ができるため、ある程度

の判断能力は持ち合わせていると判断する。しかし、

嘱託医は、利用者の人生を見据え、審判が下りたあ

との生活については、判断能力はないと判断された

のである。 

では、なぜ、判断能力を欠く状態で、「本人申し立

て」ができるのかを疑問に思った。 

 

後見の対象者について「自己の財産を管理できる判

断能力」と「支援を求めたいとの判断能力」とは、

求められる判断能力の質に相違があり、後見開始の

審判に際して、本人申し立てがなされるケースが相

当数存在している。2） 

 

この文献で、嘱託医の言われることと、制度が示

していることの整合性が説明できる。H29.2.28 に家

庭裁判所審議官が来所し、直接確認を行ったのはそ

のためであったと思われる。 

(3) 後見申し立てに客観性を持たせる。 

施設入所者の生活は、ほぼ施設内で完結できる。

利用者や家族にとっては、安心できる快適な空間で

ある。反面、社会とのつながりが希薄になり、閉鎖

的になってしまう。 

昨今、高齢者施設内での虐待があとをたたない。

報道されているような大きな事件以外にも、表面に

出てこない事案は数あると思うが、外部からは見え

づらい。今回は高齢者の権利擁護にかかる事例であ

ったことから、客観性を持たせることを常に念頭に

おいた。施設内で完結すると、施設の都合のよいよ

うに手続きをすすめ、ともすると方向性を誤り、権

利侵害に値すると考えたからである。対策としては、

まず高齢者権利擁護の中心機関である地域包括支援

センターに相談をした。また、複雑な家庭環境だっ

たので、専門家に依頼し、手続きの中心を担ってい

ただいた。施設内では、常に記録をこころがけ、施

設内で周知を図るとともに、法人本部にも情報提供

を行った。 

このように、申し立てのどの時期をとっても、常

に資料の整理を行い、いつでも外部に説明できるよ

うにしていた。 

 

７ 最後に 

 

これまで、成年後見制度の概要は、研修会に参加し

たり、裁判所に説明を聞いたことはあったが、具体的

に成年後見の申し立てから関わったことはなく、初め

ての経験でとまどうことも多かった。今回のケースは、

戸籍関係が複雑で、司法書士もまれなケースであった

と言われていた。私自身が申し立て人になり、具体的

に手続きするならともかく、判断能力が低下している

利用者が自身で申し立て、また家族の協力も期待でき

ないなかでの取り組みであった。本人の意思を代弁す

ること(アドボカシー)が我々の役目であることは理解

しているつもりであるが、時々間違った方向、本人の

意図していない方向に進んでいないかを振り返りなが

ら進めていった。 

これから、高齢社会になり、身寄りがない、あって

も希薄な利用者は増え、家族によるサポートがない人

たちも増加している。利用者の生活について、誰が判

断するのかが課題になっている。 

平成 28 年度から特別養護老人ホームの入所要件が、

原則要介護３以上となり、高齢で介護度の高い利用者

が入所する。医療依存度も高くなり、施設在所期間が

短い中で利用者の権利を守ることは難しい。その一つ

の対策として、成年後見制度はあるが、施設入所後に

利用するのは、かなりハードルが高いと感じた。 

今、事業団高齢者施設で、「夢を叶えるプロジェクト」

と題し、利用者の夢を叶える取り組みを行っている。

Ａ氏の願い、「家の茶箪笥の中のものを取り出したい」

という夢プロジェクトが進行中である。自宅の損傷が

激しく、容易に自宅の中に入れない状況で、後見人と

建築業者を巻き込みながらなんとか叶えられないかと

模索中である。この事例が記載されるころには、良い

報告ができることを願っている。 
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地域と“人”をつなぐ 

～地域コミュニティとしての特養の役割について～ 

 

特別養護老人ホーム くにうみの里 友納 和也、島﨑 洋子、山﨑 有記 

 
１ 施設概要 

 

兵庫県社会福祉事業団は、昭和 39 年に兵庫県により

設立された社会福祉法人で、県とのパートナーシップ

のもとで県立施設の受託経営を行っている。兵庫県下

65 ヶ所で 97 の施設を運営しており、日々3,000 名を超

える方々が利用している。 

今回淡路島の洲本市に整備した特養は事業団で７つ

目となる。整備した場所は、旧県立病院が移転した跡

地を活用したものである。敷地面積は約 9,000 ㎡、建

物は鉄骨造の2Ｆ建で、延床面積は6332.41㎡である。

全室個室のユニット型施設で、１Ｆに 40 床、２Ｆに

60 床（ショートステイ 10 床含）の合計 100 床。併設

事業としては、短期入所生活介護（ショートステイ）、

居宅介護支援事業所、地域密着型サービスの認知症対

応型デイサービス（定員 12 名）を備えている。“つな

がろう” 人と 地域と くにうみの里 を施設コン

セプトとして、より地域に開かれた施設づくりを目指

し、日々利用者の“その人らしさ”を追求した支援を

している。 

また、特別養護老人ホームは原則、要介護３以上の

方が入所対象となり、これまで以上に重度化した利用

者が増えていくことが予測できる。加えて、全国的に

も介護職員の不足は深刻で、職員確保や人材育成にも

視点を向けていかなければならない。特に職員の腰痛

対策は重要な課題で、くにうみの里では、職員にもや

さしい施設を目指して、腰痛対策のために二重床を採

用し、少しでも腰への負担を軽減する工夫や、床走行

リフト等の福祉用具も積極的に活用している。業務で

は効率化を目指し、記録媒体の IT 化も推進している。

記録業務を効率化することで、職員がより入居者とふ

れあう時間を今以上に持てるのではないかと考え、事

業団全特養で導入している介護ソフトに加えて、タブ

レットを活用した新しい記録の方法等も導入している。 

更に、施設と地域、職員と住民が双方向の関係性で、

“地域の中の特養“を意識した施設づくりを展開して

いくことが重要であるとの考えから、施設１Ｆの「地

域交流スペース」及び２Ｆの「語らい広場・語らいコ

要旨抄録  

平成12年に介護保険制度が始まり、その時々の社会情勢に合わせ、制度の見直しがなされてきた。国が目指し

ている「地域包括ケアシステムの構築」についてはさまざまな課題があげられているが、団塊の世代が75歳以上

の後期高齢者となる2025年を間近に控え、地域で支え合うことができる社会の構築は非常に重要なテーマの一つ

である。 

その中で、社会福祉法人の地域貢献が重要視され、特に特養は2025年の高齢者介護・医療のピークに向けて、

地域において新たな役割を果たす必要がある。高齢化の進展については、2025年に 75歳以上は約2,200万人とな

り、人口の18％を占めると予想されている。 

これからの超高齢社会を考えた場合、介護保険制度だけでは支えることは難しい。自助・互助・共助・公助を

適切に組み合わせる、いわゆる福祉ミックス論の考え方が重要ではないだろうか。その中で、「特養」が地域にお

いて果たすべき役割というのは大きい。 

特別養護老人ホームくにうみの里（以下、「くにうみの里」）は、平成 28 年 11 月 1 日に新規開設した。施設整

備当初から、“地域の居場所”としての機能をどう組み込むか、“施設と地域をつなぐ”役割をどう担うかを、施

設コンセプトの中に位置づけ、より地域に愛され、開かれた施設づくりを目指している。 

施設開設５ヶ月が経過し、どのように地域や住民等を巻き込んでいるか、また施設入居者が地域を意識した“

暮らし”を実現できているか、くにうみの里が地域の介護や福祉のレベルを底上げできるような、教育や学びの

場としての役割を担えているか、“地域の中の特養”としての機能が果たせているのかについて事例を交え考察し

た。 

 

キーワード 

地域交流、つなぐ、コミュニティ、地域包括ケア、居場所づくり、地域貢献 
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ーナー」を「地域と施設をつなぐ」（Communication HUB 

Spot）拠点と位置づけ、コミュニケーションエリア、

ライブラリーエリア、ラーニングエリア、キッズエリ

ア、アクティビティエリア、喫茶エリアを設け、高齢

者・若年層等の多世代が交流できる仕組みを作ってい

る。 

 

２ 地域と“人”をつなぐということ 

 

(1) 地域のなかの施設とは 

故 外山 義 氏（京都大学大学院教授）は自身

の著書で、高齢者は「３つの苦難」と「５つの落差」

によって自分らしさを捨てて施設へ入居してくると

述べている。その場合多くの利用者は、あきらめ感

や悲愴感が漂っていると言われている。在宅等から

施設入居する場合、多くの人は住み慣れた自宅や馴

染みの地域から離れることになる。そのときに、い

かに施設が地域と関わりを持ち、地域住民等が自然

と出入りしている環境があれば、たとえ地域と離れ

ても繋がりは持てるのではないだろうか。また、入

居者の中には、島外や県外の方もいる。そういった

方については、住み替えた先で新たにコミュニティ

を形成し、関係性を構築することができれば、住み

替え等によるリロケーションダメージは少なくなる

のではないだろうか。 

くにうみの里では、表１のとおり、島内３市から

の入居者が 87％、島外の市町村からが７％、県外か

らは５％である。施設が立地している洲本市からの

入居者が一番多いが、洲本市であっても在宅から離

れた場所からの入居者が半数以上を占め、地域との

関係性を継続したままでの施設入居は難しいのが現

状である。また、島内の他２市はもとより、島外や

県外の入居者についてはより地域との関係性を断ち

切っての入居が殆どであるといわざるを得ない。 

平均要介護度は 3.6 で、男女別の最高齢者は、男

性が 97 歳、女性は 99 歳、平均年齢は男性が 83.8

歳、女性が 84.1 歳で男女合わせた平均年齢は 84.2

歳である。入居者はもちろんのこと、地域等で入居

を待っている高齢者の年齢や要介護度は今後も高く

なると予想される。洲本市の高齢化率も 33.3％と全

国平均 26.6％を大きく上回っており、今後も上昇傾

向が予測されている。 

 

（表１） 

洲本市 淡路市 南あわじ市 神戸市 播磨町 大阪市 
滋賀県 

野洲市 

愛媛県

八幡浜市

57％ 26％ 4％ 6％ 1％ 3％ 1％ 1％ 

 

くにうみの里では、施設建設当初から、旧県立病

院の跡地という立地を活かした、積極的な地域交流

を行い、地域に根ざした施設づくりを検討してきた。

特に、病院という場所の性格上、さまざまな“命”

にまつわるエピソードがあったことと思う。今まで

この土地にはさまざまな人の流れがあり、嬉しいこ

とや悲しいこと等が重なり合っていた場所であった

と想像できる。病院が移転し、この場所は更地とな

り、建物はなくなったが、この場所で紡がれた“思

い出”までもがなくなったわけではない。更地にな

って時間が止まっていたこの場所に、かつての地域

の物語や、行き交う人々のエピソード、人との繋が

りを、くにうみの里を通して、もう一度再構築し、

止まっていたこの場所の“交流”という時間を地域

の方々とともに、再び動かしたい、そういう場所に

なることが、地域の中の施設づくりではないかと考

える。 

(2) 地域の居場所づくり 

私たちが目指したいのは、この場所に「くにうみ

の里」があってよかったと地域の方に心から思って

いただける、そういう居場所を作ることである。し

かし、居場所を作るとはどういうことだろうか。 

スタンフォード大学のジョン・Ｄ・クランボルツ

教授が提唱した「プラント・ハプンスタンス理論」

というのがある。プラントは計画されたこと、ハプ

ンスタンスは偶然の出来事。計画されているのに偶

然？少しおかしな言葉であるが、この「計画された

偶然性」こそ私たちが目指している“特養”のあり

方である。 

例えば、「幸運な偶然」に出会うことはあると思う。

クランボルツ教授の理論の根拠となっている指摘が

ある。教授は「豊かな人生に満足しています」と答

えた 300 人にヒアリングを行い、そして「どうやっ

てその未来にたどり着くことができたのか？」を調

べると、圧倒的に多かったのが「幸運な偶然」であ

った。そこで今度は彼らの共通点を探って見ると、

思考や行動に特徴的なパターンが見つかった。それ

は、思いたったらすぐ行動する、自分から人に会い

に行く、新しいことに興味を持つ等々であった。そ

ういう積極性が「幸運な偶然」に結びついているこ

とが確認されたのである。同じ事ばかりを繰り返し

ている日常には偶然は訪れにくいものである。非日

常の中にこそ偶然は潜んでいるのではないだろうか。

特に、人との出会いはその最たるものである。しか

し、全ての人がそのようになれるのかというと難し

いだろう。 
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特に高齢者や小さな子ども、障害を持つ方等々は

そういう気持ちがあっても、実際に行動に移すこと

が難しい場合も多々ある。そこで私たちは、この「

幸運な偶然」を「計画された偶然性」という、相反

する考え方に基づいて、施設の所々にしかけを施し

た。まず一つ目が「地域交流スペース」である。こ

の場所を「施設と地域をつなぐ」場所として位置づ

けており、職員がミーティングをしたり、その横で

子どもが遊んでいたり、お母さんがママ友とお茶し

ていたり、また地域の方がくつろいでいたり、会議

をしていたり、学生が勉強していたり・・・・。同

時並行的にいろんな場面が展開されるそのような場

所を想像している。写真１、２のように、何か一つ

の行事やイベントのためだけに使われるのではなく、

より自然発生的な雰囲気でこのような場面が起こっ

ていることで、入居者はもとより、面会に来られた

家族や実際に使用していただいた方々からも「最初

は変な感じがしたけれど、こういう開放的な場所で

、いろんな方が利用する中での会議も新鮮で良かっ

た。」（会議で使用の専門職種の方）「子どもが騒い

だら迷惑かなと思いましたけれど、和やかな雰囲気

だったので、気兼ねなく子どもを遊ばせることがで

きました。」（キッズコーナー利用のお母さん）等々

の感想をいただいた。もちろん、プライバシーに配

慮すべき内容については、最大限の注意が必要なこ

とは言うまでもない。ただ言葉で「開放しています」

と言うだけでなく、きちんとしたコンセプトを持ち、

かつ“しくみ”を作ることで、特養の地域性という

ものが出せるのではないかと考える。 

 

  

 

 

  

（写真 1）打ち合わせをしている横で、専門職種の会議 

（写真 2）その横では、お子様がキッズコーナーで楽しくお遊びを・・・ 
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図１は１階の地域交流スペースの基本コンセプト

をデザイン化し表したものである。ホールを大きく

５つのエリアに分け、それぞれが独立したエリアで

はなく、重なり合い、互いに相乗効果が出るように

している。また、この５つのエリアはその時々にホ

ールの中で場所を変えて動かすことも可能である。

そうすることで固定された場所だけではなく、その

時々に応じて５つのエリアが４つになったり３つに

なったりすることができる。 

 

（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２は２階の語らい広場の基本コンセプトをデザ

イン化し表したものである。そこは、「知識と情報を

共有する」場所として位置づけており、具体的には、

壁面を開放し、展示スペースとしてさまざまな方の

作品を展示したり、書籍等を置き、施設に入居され

ている方や地域の方、または家族や職員等がこの場

所で「知識」や「情報」というキーワードを通じて

さまざまなことを共有できる場所になっている。 

この２階の語らい広場についても、１階の地域交流

ホールと同じで、固定されたものではなく、使う人や

用途に合わせて形を替えていくことが可能である。 

１階、２階の地域交流拠点は単なる地域交流とし

ての場ではなく、入居者や家族、職員にとってもや

すらぎの場であったり、情報共有や学びの場所であ

ったりする。 

図１、図２の基本コンセプトを元に、実際に実施

したイベントや展示の様子が写真３である。開設か

ら５ヶ月の間に様々な取り組みや催しを行い、多く

の地域の方々等に施設に足を運んで頂いた。11 月か

ら３月までの見学者は 679 名を数え、４月以降も月

100 名近い見学者等が後を絶たない。また、研修会

は職員の OJT が 32 回延べ 311 名の参加、オープン研

修が２回延べ 76 名の参加、地域住民参加型の催しが

12 回に及んでいる。（表 2、表 3-1、3-2 参照） 

 

（図 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライブラリーエリア 

コミュニケーションエリア
語らいエリア 

コミュニケーションエリア 

喫茶エリア 

キッズエリア 

アクティビティエリア 

カウンターエリア 

ラーニングエリア 
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＜研修会＞ 

    

    

（表 2） 

 研 修 名 開 催 日 

1 急変・体調不良時の対応について 平成 28 年 11 月 4 日 

2 嘔吐物の処理方法について 平成 28 年 11 月 4 日、9日、14 日、25 日 

3 認知症サポーター研修（認知症キャラバンメイト） 平成 28 年 11 月 7 日 

4 介護ソフト使用講習会 平成 28 年 11 月 7 日、8日、9日 

5 個別支援について 平成 28 年 11 月 10 日 

6 社会人基礎力研修 平成 28 年 11 月 11 日 

7 介護力基礎研修 平成 28 年 11 月 11 日 

8 介護リフト研修会 平成 28 年 12 月 1 日 

9 ユニットケア勉強会 平成 29 年 2月 6日～3月 31 日（週 1回） 

10 動きたいをサポートする研修／アンガーマネジメント研修 平成 29 年 2月 13 日、3月 19 日 

 

＜催し・ボランティア活動等＞ 

    

    

（写真 3）地域交流ホール・語らい広場での催し等
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（表 3-1） 

 催し・ボランティア活動等 開 催 日 

1 パステルアート教室 平成 28 年 11 月より月 1回ペース 

2 アロマテラピー 平成 28 年 12 月より月 4から 6回ペース 

3 クリスマスリースづくり 平成 28 年 12 月 13 日 

4 クリスマスコンサート 平成 28 年 12 月 14 日 

5 臨床美術（つながる絵を楽しむ） 平成 29 年 1 月 21 日 

6 7 丁目フォーク村ライブ 平成 29 年 1 月 24 日 

7 ウクレレサークル演奏・郷土料理振る舞い 平成 29 年 1 月 29 日 

8 親子小麦粉粘土遊び 平成 29 年 2 月 9日 

9 ピアノ教室 平成 29 年 3 月より月 1回ペース 

10 チェーンソーアートがやってくる 平成 29 年 3 月 20 日 

11 高校生による琴演奏・呈茶 平成 29 年 3 月 27 日 

 

＜展示等＞ 
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（表 3-2） 

 展 示 内 容 等 展 示 日 

1 十の会展示 平成 28 年 11 月より 

2 くにうみ水族館 平成 28 年 11 月より 

3 涅槃狸展示 平成 28 年 11 月 24 日～ 

4 森のようちえんまんまる活動写真展 平成 29 年 1 月 5日～ 

5 臨床美術士による絵画展 平成 29 年 1 月 5日～ 

6 職員による写真展 平成 29 年 2 月～3月末 

7 白石紘三 写真展＆木工展 平成 29 年 4 月～ 

8 横手希翔書展 平成 29 年 4 月～ 

9 書道展 平成 29 年 5 月～ 

 

(3) ３つの「輪」と５つの「交流」 

前述したさまざまな催し等は、単に行っているの

ではなく、施設としてしっかりとした、しくみやコ

ンセプトに基づいて実施している。まず、くにうみ

の里の「交流」をキーワードにした「未来」を描く

３つの輪である。「私たちがやりたいこと」「私たち

ができること」そして「地域の方が求めていること」

の３つの輪について考え、これらが交わる共通点を

さまざまな催しを通じて、「施設⇔地域」双方向で考

えている。 

そして「交流」については、「地域交流」「文化交

流」「多世代交流」「福祉交流」「知的交流」という５

つの交流（図４）をベースに、さまざまなしかけや

仕組み作りを考えている。いずれにしても、重要と

考えているのは、「一方向」ではなく「双方向」とい

うことである。“地域のなかの特養”を考えるとき、

この「双方向」がキーワードになってくると考える。

前述した催し等もただ単発で打つと、一瞬の華やか

さやインパクトはあるものの、そもそも何故それを

特養がしなくてはならないのか？という疑問が残り、

施設職員や入居者、地域住民の心には響かない。地

域交流はそもそも何の為にするのか、なぜ必要なの

かということをしっかりと意味づけて行うことが重

要であり、それが「計画された偶然性」の考えにつ

ながるのではないかと考える。 
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（図 4） 

 

３ 事例検討による地域交流の効果と課題 

 

(1) 検討方法 

施設と地域がつながることにより、どのような影

響が入居者の方々に表れたのかについて、事例を交

えて考察をしたい。2（1）でも少し触れているが、

特養のような施設へ入居する高齢者は、ほとんどの

方が何らかの課題を抱えている。それは高齢による

身体的なことはもちろんのこと、家族関係や近隣と

の関係等多岐に渡る。また、自分が今まで慣れ親し

んだ在宅環境や地域とのつながりを施設入居するこ

とで一端断ち切らなくてはならないのが現状である。

この地域との関係性を絶ちきることを最小限度にと

どめることができれば、入居する高齢者も、住まい

は変わるが、その他の関係性やつながりをできる限

り継続することで、施設生活においても、自分らし

く、生き生きと暮らせるのではないだろうか。そこ

で、多くの入居者が感じている、あきらめ感や悲愴

感というものが、この“繋がり”によって改善され

るのではないかという仮説をたて、入居後の行動パ

ターンや睡眠パターン、いわゆる認知症による周辺

症状がどう変化したのかについてデータをとり分析

することとした。 

(2) ケース検討 

２つのケースについて検討してみたいと考える。

ケース１は入居後から１週間単位での睡眠パターン

と BPSD（認知症による周辺症状）の関係性について

、㋐入居後１週間、㋑入居後１ヶ月、そして、㋒入

居後３ヶ月の評価期間を設定し、時間毎の睡眠覚醒

状態や BPSD の症状について、データを収集し分析を

実施した。分布図については、各評価期間の平均値

を集計しグラフ化した。 

＜ケース１＞ 

① 氏名年齢   Ｍ・Ｎ（女性）82歳  

② 要介護等    

要介護度 4・日常生活自立度 B2・認知症日常

生活自立度 Ⅲb 

③ 評価期間    

㋐ H28.11/18～11/24、㋑ H29.2/18～2/24、

㋒ H29.3/25～3/31 

④ 入居経緯    

夫、姑とＡ市（島外）で暮らしていたが、平成

20 年頃から物忘れが出現する。平成 24 年に夫が

死亡し、96 歳の姑と在宅生活が継続できていたが

平成 25 年に姑が死亡する。その後、娘夫婦と平成

25 年 4 月から同居を開始し、ショートステイ等施

設を利用するようになった。徘徊がひどく、すぐ

外に出て行くので目が離せない状況であった。警

察の保護も 2回受けており注意もされた。娘は就

労しており、市内に住む姑も要介護状態で週の前

半は実母、後半は姑の介護で心身ともに限界がき

ており入居に至った。 

【取り組み内容】 

Ｍ・Ｎさんは、平成 28 年 11 月 18 日に施設入所

した。図５からも分かるように入居当初は夜間の

睡眠が安定せず、また BPSD（徘徊）も非常に顕著

に見られた。ほぼ１日中、徘徊行為があり、居室

やユニットから外へ出ようとする行為が頻発して

いた。その間、職員がつきっきりで支援に当たっ

ているものの、BPSD が改善する傾向は見られなか

った。徘徊時に本人は、非常に表情が険しくなり、

意味不明なことをつぶやきながら行為に至ってい

た。職員の言葉掛けや、付き添いの効果もなく、

時には職員の腕をふりほどいて動き回る程の活動

性が見られた。この時期は、施設側としても、開

設したばかりということもあり、職員側の動きも

まちまちであり、そのことが余計にＭ・Ｎさんが

落ち着かなかった原因であるとも考えられる。ま

た、ユニットの中だけで過ごす時間が１日のうち

ほとんどで、ユニットから出ようとすると、職員

が制止する場面もあり、その行動抑制も本人には

苦痛であったのではないかと考えられる。 
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図６の入居後１ヶ月更に図７の入居後３ヶ月の

状態を見ると、１週間のときよりも、夜間の睡眠

時間が安定しているのが見て分かる。加えて、BPSD

（徘徊）の症状が大幅に改善している。これは、

施設入居後の生活パターンが職員側である程度把

握ができたことと、本人も入居により環境が変化

したが、施設での生活に徐々に適応していること

が覗える。図８の BPSD の比較のうち、入居後１週

間と３ヶ月を比較すると、回数が 10 分の 1にまで

減少している。その原因として考えられるのが施

設内の他入居者や職員、地域との繋がりである。

Ｍ・Ｎさんが入居した 11 月当初は表３からも分か

るように、施設行事や地域交流はほとんど行われ

ていなかったが、その後、人と人とが繋がれるよ

うな行事、イベント等が行われるようになるにつ

れて、Ｍ・Ｎさんの症状に変化が見られてきたと

推測できる。 

 

 

（図 5）Ｍ・Ｎさん入居後１週間の分布図（第 2軸の単位は「回数」） 

 

Ｍ・Ｎさんの場合、徘徊という症状は、単に外

に出たいというだけのものではなく、一人でいる

ことや、他者との関わりの薄さによる寂しさから

見られた症状ではないかと推測できる。日々の生

活の中で、徐々に人間関係が再構築され、また職

員との信頼関係や、地域の方々が自然と施設内に

出入りする環境が整っていくに従い、BPSD の症状

が改善したと考えられる。施設という性格上、建

物の大きさや、職員の多さ等、普段の生活ではあ

まり馴染みのない環境であると言わざるを得ない。

そのような中で、いかに入居者の今置かれている

立場や世界観の目線で、支援できるのかが重要な

ことであると考える。図７を見ても、まだ夜間帯

で睡眠の安定しない時間が見られる。ただし、日

中の離床時間は安定し、図５の入居後１週間では

見られていた、日中の傾眠等は見られなくなった。

日中にある程度活動性を上げることで、夜間の睡

眠の安定と BPSD の改善が図られたのではないか

と考えられる。写真４を見ればわかるように、入

居当初の緊張した無表情から、いろんな行事や催

しを通じて、本来の表情に戻り、自らの居場所や

新たな人間関係を再構築したように写る。 

【Ｍ・Ｎさんのエピソード】 

ある催しに参加したときに、キッズコーナーで

遊んでいた子どもさんに関心を示した。いつもは

落ち着かないＭ・Ｎさんだが、子どもさんにそっ

と近づき「おいで、おいで」と声を掛けた。子ど

もさんはちらっとＭ・Ｎさんを見たが、少し警戒

し近づかなかった。するとＭ・Ｎさんは、歌を唄

い子どもをあやし始めた。遊んであげたいという

気持ちが表われていた。すると警戒していた空気

が一瞬で和み、それを見ていた職員がその場をや

さしく見守り、Ｍ・Ｎさんと子どもさんが、一緒

におもちゃで遊ぶことで一層空気が和んだ。Ｍ・

Ｎさんは、子どもへの関心や想いを強く持ってい

ることが分かった出来事であった。その後も子ど

もさんを「おいで、おいで」と呼び、ギューッと

抱きしめることがあった。Ｍ・Ｎさんはとても満

足した表情で、抱きしめられた子どもさんはびっ

くりしていたが、「おばぁちゃん、あなたのことが
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好きなのよ」と声を掛けると、子どもさんはしば

しＭ・Ｎさんに身を預けた。それはＭ・Ｎさんの

ことを受け入れた瞬間であり、お年寄りと触れる

ことで子どもさんも何かしらの成長が見られた瞬

間であった。 

 

（図 6）Ｍ・Ｎさん入居後１ヶ月の分布図（第 2軸の単位は「回数」） 

 

（図 7）Ｍ・Ｎさん入居後３ヶ月の分布図（第 2軸の単位は「回数」） 

 

（図 8）Ｍ・Ｎさん BPSD の比較（単位：回数） 
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（写真 4）入所当初から現在のＭ・Ｎさん 

【結果と考察】 

Ｍ・Ｎさんは、認知症による症状で意思疎通が

難しい場面が多々ある。そういった中で、時折見

せる、寂しい表情や嬉しい表情は、どういったこ

とが影響しているのかを入居当初はなかなか把握

できなかった。支援する側が良かれと思ってした

ことが、逆にＭ・Ｎさんの周辺症状を悪化させる

場面も多く見られ、職員も本人にとっても歯がゆ

い思いであった。 

Ｍ・Ｎさんは、施設開設間もない頃に入居され、

他の入居者も少ない中で、大きな施設の中での戸

惑いや、知った顔のない環境の中で過ごす中で、

わからないなりに、徘徊という行為によって、自

分のアイデンティティを表現していたのだと考え

る。しかし、夜間の睡眠・覚醒パターンや周辺症

状の関係性を調べ、また施設が地域と遮断されて

いる状況をできる限り早い段階で改善したことで、

Ｍ・Ｎさんの行動パターンが明確になった。特に、

他者との交流を増やすことで、表情や行動、コミ

ュニケーションにも変化が見られ、データが示す

ような症状の改善が図られた。人は決して一人で

は生活できないと言われている。ただそれは物理

的な一人を指すのではなく、大勢の人に囲まれた

環境であっても、他者との交流や会話がなければ、

前者と同じである。ましてや、認知症の症状を持

つ高齢者は、自らの意思を正確に伝えることが難

しい状況に置かれている。そういった方々には支

援する側の、何かしらの介入が必要になってくる

が、この場合もただ介入すれば良いのではなく、

意思疎通が難しい中での本人の想いにどれだけ、

耳を傾けることができるかが大切である。しかし、

施設内だけで、職員だけでは難しい。やはり、地

域との交流が非常に重要であり、そこに「計画さ

れた偶然性」による場が必要になってくると考え

る。 

Ｍ・Ｎさんの症状は、良いときもあれば、悪い

ときもあるが、入居当時の不安等からくる症状出

現からは脱したと考える。本人にとって、施設が

住まいに近づいてはきていると思う。今後も、他

入居者や職員、そして新たに構築した地域の方々

との関係性を今後も緩やかに継続していくことが

重要である。施設が、地域の居場所となることで、

そこに住まう入居者に、この地域が自分にとって

の新たな居場所であると思ってもらえるのではな

いだろうか。 

Ｍ・Ｎさんの事例は、施設・地域という二元論

で考えるのではなく、その中間的要素を持たせる

環境を整えたことで、人が生きていく上で大切な

人間関係や地域とのつながりを再獲得できたと事

例であると考える。 

＜ケース２＞  

① 氏名年齢   Ｈ・Ｕ（女性）88歳 

② 要介護等    

要介護度 3・日常生活自立度 A2・認知症

日常生活自立度 Ⅱb 

③ 評価期間      H28.11/16〜H29.3/31 

④ 入所経緯     

 



-110- 

長年洋装店を一人で営んできたが、10 年前に姉

宅（孫家族と同居）に同居し、店に通っていた。

３～４年前に転倒し、顔面を外傷する。その後、

認知症が強くなった。１年前に歩行状態が悪化。

姉も 91 歳で自分のことをするのが精一杯であり、

最近は物忘れも増えてきている。主に介護してい

た姉の孫の妻は H27 第２子を出産した。姉の孫夫

婦は日中働き、２児の子どもの世話をしながら、

２人の介護をしている。H27.7 から通所介護を開

始。水頭症を診断され、経過をみていたが、認知

症の進行と歩行状態が悪化。家族の状況からケア

不足の改善が見込めないため入所希望となる。 

【取り組み内容】 

Ｈ・Ｕさんは、平成 28 年 11 月 16 日に施設入所

した。図９からも分かるように入居当初は、帰宅

願望（BPSD）が非常に多く、そのことにより介護

拒否や不穏等の症状が多く見られた。また、ケー

ス１のＭ・Ｎさん同様に、施設開設間もない時期

の入居ということもあり、日々落ち着かない状態

が続いたのではないかと考えられる。入居当初は、

職員の顔を見ると「ほな、帰ろうか。」等頻回に帰

宅願望が、昼夜を問わず見られた。 

その都度、本人が納得いくまで、付き添ったり、

ユニットを出て、玄関まで出たり、施設内を散策

したり、少しでも気持ちが落ち着くように対応し

た。図９のグラフから見ても分かるように、入居

した 11 月の帰宅願望や介護拒否・不穏は非常に多

い。Ｍ・Ｎさん同様に、この時期は表３を見ても

分かるように、施設内での行事や地域との交流は

ほとんど行われていなかった。 

そのような中で、関わりを持ちながら、本人が

興味を持ちそうなことについてアセスメントを行

い、作業療法士（以下、OT）が中心となり、簡単

な手作業等への参加を試みた。そうすると、図９

からも分かるように、12 月の帰宅願望は 11 月の

３分の１にまで減少した。これは、施設行事や地

域との交流も徐々に形になり、それらにも参加す

る機会が増え、また体操等にも参加し、身体を動

かすことを意識したことによる効果であると考え

る。合わせて、介護拒否や不穏等も、作業や行事、

アクティビティへの参加が増えたことで、反比例

するかのごとく減少したことが見て取れる。 

 

 
（図 9）Ｈ・Ｕさん BPSD 等比較（第 1軸、2軸の単位は「回数」） 

 

当たり前のことではあるが、本人との関係性を

どう職員側が構築しようとしたのかが非常に重要

な要素である。Ｍ・Ｎさん同様に、どんなに施設

が新しく、綺麗であったとしても、入居する方に

とって、その場所が心から安心できる場所かどう

かは別問題である。まして、認知症等により自分

の意思や想いをきちんと伝えることが難しくなっ

ている状況の中ではなおのことである。このよう

な場合、今いる場所が完全な安心とまではいかな

くても、“何となく楽しいな”と少しでも感じても

らうことができれば、良い影響を与えられるので

はないだろうか。 

Ｈ・Ｕさんの場合は、行事参加もさることなが

ら、手作業を同じユニットの他入居者とともに行

ったり、地域住民と作業等を通じての交流を持つ

ことで、図９のグラフのように、症状等が改善さ

れた。 

【Ｈ・Ｕさんのエピソード】 

ある催しに参加したとき、Ｈ・Ｕさんは、無表

情で椅子に座っていた。歌が始まってもあまり関
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心を示すことはなかった。それが、後半になると

唇が動き始め、歌詞を口ずさみ、小さな声が出始

めた。だんだん表現が大きくなり、最後は大きな

声で歌い、拍手を送っていた。催しのあと「歌が

好き。こんな会、また呼んでよ。」と自身の想いを

伝えてくれた。 

 

    

 

    
（写真 5）作業等を通じた交流の場を持つＨ・Ｕさん 

 

【結果と考察】 

認知症の周辺症状の中で「帰宅願望」をまずど

う捉えるかが重要である。ほとんどの場合が、問

題行動として分類しがちではないだろうか。認知

症高齢者は、慣れ親しんだ自宅や地域から、急に

縁もゆかりもない土地の施設に入居した場合、そ

こが自分の居場所ではないということは、感覚的

に理解している。だから「ここは家ではないから

帰らしてもらいます。」という反応は何らおかしく

ないのである。その行動を制止すればするほど症

状は悪化していく。そこで重要なことは、その人

にあった関わりの持ち方である。そしてケース１

のＭ・Ｎさん同様に、施設は施設として、いかに

そこだけの関係性や空間にしないかが大切である

と考える。Ｈ・Ｕさんの場合は、手作業等により、

何か集中できる環境や、行事や体操等に参加して

身体を動かすことで、さまざまな症状が改善され

た。そしてその中でも重要なことは、他入居者や

地域との関係性である。 

自宅ではない施設において、ある種混乱の中に

いた本人は、帰宅願望や支援への抵抗、拒否が見

られた。しかし、本人にあった支援方法をアセス

メントし、ある種違和感だらけの場所が、新たな

人間関係の構築や関わりを持つことで、本人の中

で咀嚼できたのではないだろうか。帰宅願望が減

少することで、施設が自分の家であると認識した

のではなく、施設に自分の居場所があるのだと解

ったからこそ、症状が落ち着いたのだと考える。

Ｈ・Ｕさんの事例についても、人にとって重要な

他人との関係や、自分自身の価値を施設という今

まで馴染みのなかった場所で見出せたことは、と

ても意味のあることであったと言えるのではない

だろうか。 

 

４ “学びの場”としての役割・効果 

 

特別養護老人ホームは、言わずと知れた高齢者の施

設であるが、これまで述べてきたように、くにうみの

里は、地域の中での“学びの場”としての役割も担っ

ていきたいと考えている。開設後に実施してきた研修

を表２にも示してあるが、施設職員向けの研修はもと

より、地域の他介護事業者や従事者向けの研修、広く

地域一般向けの研修、また近隣の学生向け研修等も実

施していきたいと考えている。 

ではなぜそのような役割を特養が担わないといけな

いのか？厚労省の推計では、2025 年度には介護職員が

約 253 万人必要とされている。それに対し、供給見込

みは約 215 万人しかなく、約 38 万人の不足が出る見込

みである。しかし、介護保険制度施行後、介護職員も

年々増加傾向であり、55 万人しかいなかった介護従事

者は 2013 年度には 171 万人まで増えてはいる。ではな

ぜ不足が出るのであろうか。職員不足の理由の第１が

少子高齢化である。そして第２がそもそも働く人口の

減少が挙げられている。特に、介護福祉に携わる職員
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の離職率は 16%と高く、勤続年数についても、全産業

が平均12年に対し、福祉施設介護職員は約７年と短い。 

介護は「低賃金・重労働」というイメージが先行し

ており、新卒者の採用も難しいのが現状である。国も

離職防止や定着促進の為に、様々な施策を打ち出して

はいるが、効果が上がっているとは思えないのが現状

である。 

こういったことを踏まえ、私たちが現場レベルでで

きることは、やはり負のイメージをどれだけ払拭でき

るかではないだろうか。賃金については、介護保険と

いう税金で給料が賄われている分、大幅なアップをす

るということは制度改正や報酬改定で議論されるべき

ところではあるが、福祉の仕事が敬遠される原因は賃

金だけでなく、やはり将来性の部分が大きいのではな

いだろうか。福祉にやりがいを感じるというコメント

は良く耳にする。しかし、具体的にどこにやりがいを

感じるのかはあまり語られていない。それは、特養等

の施設が一般的には入りにくい、閉鎖的なイメージが

あるからではないだろうか。 

人間は必ず老いていき、最期は必ずこの世から旅立

つ。これは誰も避けられない宿命である。その人生の

最終章に携わるのが介護の仕事であるとも言える。こ

こにどのようなやりがいがあり、魅力があるのかをい

かに若い世代、とりわけ小学生以下のレベルから伝え

ていくことができれば、いわゆる「3K（汚い・きつい

・給料安い）」の仕事とは思われないのではないだろう

か。そのためには、施設をできる限り開放することが

重要である。ただ、「いつでも入れますよ」というレベ

ルではなく、何か目的を持って、施設へ訪れてもらい、

そこで施設とはどのような場所で、何をするところな

のかを伝えていくことが必要である。そこで働く職員

に対しては、自分がしている仕事に誇りが持て、胸を

張って話せるように教育することも必要である。 

地域の介護や福祉のレベルを向上させるための、“学

びの場”としての役割については、表２にある研修以

外にも、就職前の学生等の職場体験であるインターン

シップの受け入れや、中学生等の職場体験である、ト

ライやるウィークの受け入れも積極的に実施していく

ことで、若い世代が“福祉の仕事”と言うものをきち

んとイメージできるようにしていく必要がある。 

（表 4、写真 6参照） 

また、ボランティアの受け入れも積極的に行ってお

り、開設してまだ 5ヶ月ではあるが述べ 160 名近い方

々が関わりを持ってくれた（表 5参照）。 

（表 4）実習生等受け入れ状況（単位：人） 

 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 

実習生等 18 3 2 1 5 29 

 

（写真 6） 

 

 

 

 

（表 5）ボランティア・実習生受け入れ状況 

（単位：人） 

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

ふれあい活動 4 3 6  6 19

クラブ活動の援助    1 1

行事等補助 2 5 34 2 4 47

労力提供  4 2 5 11

学生ボランティア    22 22

その他 12 4 13 12 16 57

合 計 18 12 57 16 54 157

 

このような体験を通じて、施設というものを肌で感

じてもらえる機会にもなるだろうし、実際に施設には

どんな職員が働いていて、どのような支援等を行って

いるのかを知るきっかけになったと思う。 

また、その場所が、地域にとっての相談できる窓口

としての機能を併せ持つことで、住民の方々が介護等
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で行き詰まったときに、「あそこに行けば、何か話しを

聴いてもらえるかもしれない。」「何か教えてくれるか

もしれない。」と頭の片隅においてもらえるようにする

ことも大切である。 

 

５ 成果 

 

くにうみの里は開設後、地域の居場所となれるよう

に設計当初からさまざまなコンセプトを検討し、しか

けを行ってきた。開設当初の入居者の受け入れと並行

して、職員研修の実施やマニュアルの整備等と慌ただ

しく日々が過ぎて行った。コンセプトや仕組みを全職

員が理解し、同じ目標に向かって、日々邁進している

状況である。新規開設ということは、今までの特養の

イメージの払拭や、やりたいけれどできなかった思い

等を実現できるチャンスである。もちろん実現するに

は、さまざまな壁があることは理解している。ある職

員が、研修中にこんなことを言ってくれた。「やりがい

や生きがいを感じられる、それが介護の仕事だし、人

に感謝される究極の仕事が介護だと思います。」と。前

述したように、介護に対する仕事のイメージは良いと

は言えない。しかしそれは実際介護の仕事を生業とし

ている私たちにも責任があるのではないだろうか。 

今や特養は看取りケアを行い、最期まで看ることが

当たり前になってきている。しかし、特養に入居し、

一度も施設から外に出ることなく、その人生を終える

人が多いのも事実である。もちろん、入居者の重度化

が進んでおり、容易に外出等が難しくなっているのも

現状ではある。だからこそ、施設が地域とつながる、

地域の中の居場所として、入居者、職員、そして地域

に理解してもらうことが重要である。そして、さまざ

まな人が出入りすることで、何度も言うが特養という

施設がどのようなものであるかということを理解して

もらうきっかけにもなる。そのためには、地域交流は

非常に重要な要素であり、施設に気軽に出入りしても

らうきっかけとしての行事やイベント、研修会の実施

は意味があると考える。 

そういう意味で、この５ヶ月間に非常に沢山の方々

に施設へ足を運んでもらい、私たちの考える施設のあ

り方や仕組み等を説明する機会をいただいた。見学者

からは、「そんなことができるのですか？」「それがで

きればすばらしいと思います。」「びっくりしました。」

「参考にさせていただきたい。」等々、応援してくれる

言葉を数多くいただいた。 

私たちの法人でも、既存の施設で地域交流は行って

きた。しかし、今回はそれとは大きく異なっている。

何が違うのかというと、施設と地域、施設とボランテ

ィア、施設と実習生等の関係を一方向にせず、双方向

で物事を考えているという点である。施設は地域等に

頼られるだけでなく、施設も地域を頼る存在であり、

人と同じで施設も地域と離れては存在できない。この

ことを職員全員が理解し、行動できるように育ってき

ていることが大きな成果である。 

 

６ 最後に 

 

開設後５ヶ月が経過した。至らない点は多々あり、

改善しなくてはいけない課題が山積している。私たち

が自らに課したミッションはそう簡単には実現できな

いだろう。職員教育や職員不足についても心配がない

訳ではない。地域に向けてのさまざまな発信はもちろ

んのこと、くにうみの里で働く職員にとっても、この

場所に魅力があり、やりがいの持てる場であり続ける

ことが重要である。 

今回の取り組みで、地域と関わることが入居者にど

のような好影響を与えるのかについては検証ができた。

しかし、地域にとって、施設というものがどのように

受け止められたのか、どのような影響を与えたのかに

ついては十分な検証や結論には至ってない。このこと

については、今後深めていく必要がある。 

くにうみの里のスタンスとしては、一方通行の関わ

りではなく、双方向の関係性を構築し、施設職員や入

居者、家族、地域住民がそれぞれに主体性をもって、

地域の介護や福祉、そして地域の未来を考えていける

ようなそんな“場”になれたらと思う。口先だけの地

域交流や地域貢献ではなく、「地域コミュニティの中心

としての特養」のロールモデルを目指して、日々取り

組みを実践していきたい。 

 

＜参考文献＞ 

○ 外山 義「自宅でない在宅 高齢者の生活空間論」

医学書院 

○ 山崎 亮「コミュニティデザイン～人がつながる

しくみをつくる～」学芸出版社 

○ 山﨑 亮「ふるさとを元気にする仕事」 

（一部引用）ちくまプリマー新書 

○ 厚生労働省ホームページ 

 http://www.nhlw.go.jp/ 

○ 第 24 回全国介護老人保健施設大会 特別講演Ⅰ

内容 
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【平成29年度全事協実践報告・実務研究論文佳作入選論文】 

Ｏさんの支援から学んだこと 

 

洲本市五色健康福祉総合センター 特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール 

安田 良平、濵 龍太、新谷 賢次、山本 洋敬、武本 昌子、平田 奈津子 

 
１ 施設紹介 

 

特別養護老人ホーム五色・サルビアホール（以下、

サルビアホールという）は、４つのユニット（千鳥の

里、嘉兵衛の里、都の里、菜の花の里）に分かれてい

る。“つながるきずな 広がる笑顔 あなたらしさのお

手伝い”を施設のキャッチフレーズとして、①排泄ケ

アの推進、②個別入浴の推進、③食事ケアの推進、④

外出支援の推進、⑤生きがい支援（活き活き人財派遣）

の推進の５つを重点的に取り組んでいる。３つのユニ

ットは従来型多床室であり、１つのユニットは地域密

着型特別養護老人ホームとなっている。また、窓から

は、瀬戸内海が一望でき、神社や図書館、食料品店、

衣料店等の地域資源に囲まれている。また、兵庫県最

高齢の女性入所者（110 歳）が入所されている。 

 

２ 利用者について 

 

(1) 利用者紹介 

① 対象者 

Ｏ・Ｋ様（以下Ｏさん） 

② 生年月日 

大正 14 年４月７日（92歳） 

③ 要介護度など 

要介護度４、日常生活自立度 C１、認知症高齢

者日常生活自立度自立 

④ 既往歴 

多発性脳梗塞後遺症・高血圧症・慢性心不全・

貧血末梢神経障害 

⑤ 日常生活など 

コミュニケーションは可能。 

精神面が不安定であり、以前から神経痛による

全身の痛みの訴えが多かった。そのため、日中で

は居室に戻りたいとの希望が多く、日中の半分以

上をベッド上にて過ごしていた。 

性格的に遠慮しがちであり、強く希望を伝える

ことは少ない。 

⑥ 生い立ちなど 

兵庫県神戸市西区生まれ。幼少期は神戸市で育

ち、縁あって 26 歳のときに、淡路島の夫と結婚。

現在の洲本市五色町に移住した。その後、夫の農

業の手伝いをしながら２人の子どもを授かった。

しかしながら、１人は生まれてまもなく、もう１

人は病気を患い６歳のときに他界する。他界した

２人の子どもはＯさんの生家近くの寺に眠ってい

る。その後親戚から養女をもらい育てるが、自身

の心の中では２人の実子が胸に残っていた。ただ、

「辛くなる」とのことで、実家には 50 年近く帰る

ことがなかった。 

夫が 30 年以上前に他界し、その後は一人暮らし

要旨抄録  

平成27年の介護保険法の改定に伴い、特別養護老人ホーム（以下、特養という）の入所基準は原則として「要

介護３以上」に変更となった。老人福祉法にあるように、これまで特養はその目的として在宅復帰を念頭に置い

た機関として位置づけられてきたが、今後は中重度要介護者の入所増加が見込まれ、特養は人生の最期を迎える

場所、「終の棲家」としての役割を明確化されたのではなかろうか。日常の支援は三大介助が中心となり、利用者

一人ひとりのQOL(＝生活の質)の向上とは結びつきにくいのが現状である。 

入所時の利用者本人や家族の意向などを聞き取る際に、「特に希望することはない」「安心して暮らすことがで

きたらそれで良い」という言葉が多く聞かれる。しかし本当は誰しもが胸の奥にしまっている思いがあるのでは

ないか。遠慮などによって言葉にできないだけではないか。地域で生活していたときのように希望や活気を取り

戻すことはできないだろうか。 

今回、私たちは１人の利用者の支援を通じ、これらの疑問に対しての学びを得ることができた。それを紹介し

たい。 

 

キーワード 

ターミナルケア、願いを叶える、帰省、課題への取り組み、他職種連携 
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をしていたが、年齢を重ね自宅にて転倒し骨折を

繰り返していた。寝たきりになることが懸念され

たため、平成24年11月5日に当施設に入所した。

入所当時は歩行器を使い歩行していたが、徐々に

身体機能が低下し、入所して２年が経過した頃、

車いすでの生活となる。 

入所当時から大きく体調を崩すことはなかった

が、平成 28年４月下旬から発熱が続き、食事量の

減退に伴い体重も低下する。Ｏさんから、「入院は

したくない。しんどい思いはもうしてきたから。」

と言葉があり、同年５月 26日に施設でのターミナ

ルケア対応となった。 

その過程において、「２人の子どものところに行

けなかったことに悔いが残っている。子どもが眠

っているお寺に行って手を合わせたい。」という言

葉を聞き取った。 

意欲・体力の低下が見られターミナルケア対応

になっているＯさんであるが、なんとか思いを叶

えることはできないか、と多職種が連携しさまざ

まな支援を行った。 

 

３ うつ症状の改善のための取り組み 

 

「何もしたくない」と話すことが多く、活気が見ら

れない状況が続くＯさんについて、看護師や嘱託医に

相談を行い、老年期うつ病評価尺度（以下 GDS）を活

用してみてはどうかとの提案があった。（※１） 

平成 28 年６月中旬に第１回目の評価を行った。評価

結果として、15 点中 10 点という評価であり、『うつ状

態』であるとの結果となった。 

嘱託の精神科医にこの結果を相談したところ、老人

性うつ病の患者に対して良い接し方を２点教えていた

だいた。１つは『自然の豊富な場所などを散策するこ

と』、もう１つは『高齢になってもできる趣味を行うこ

と』であった。あまり趣味がなく、これまでにも手芸

などに誘うが「したくない」と答えられ、余暇活動に

対して消極的であり、外の空気に触れる機会も少なか

ったＯさんに、外出する楽しみを持ってもらうため、

近場への外出を企画した。活動を始めた当初、「どこに

も行きたくない」と乗り気ではない様子であった。そ

のため、施設の外に出て外気浴を行ったり、玄関付近

を散策し花を見ることから始めた。６月ということも

あり、あじさいなどの初夏の花を見る機会を設けるこ

とができ、「もうこんな時期になったんか。何月かもわ

からんかったけど、花見たら分かるようになるな。」と

Ｏさんからの言葉が聞かれた。２週間ほど経過した後、

「一度ドライブにでも行きませんか。」と誘い、施設か

ら車で５分ほどの場所にある港湾に外出を行った。外

気浴を定期的に行っていたためか、「行ってみようか。」

と積極的な言葉が聞かれた。30 分程度の外出であった

が、倦怠感や疲労感を訴えることはなかった。外出の

際も、水平線を眺めながら「日差しが暑いな。もう夏

やな。」と話していた。 

外出後、「どうでしたか。」と言葉を掛けると、「まあ

、良かったな。でも、しんどいのは嫌や。」などの言葉

があった。２週間後、職員が「お家の近くの神社に行

ってみませんか。」と誘うと、「それやったら慣れた所

やから行ってみるのもええな。」との返答があった。 

施設から車で 10 分程度の自宅近くの神社に到着し、

「懐かしいな。」と話しながら参拝した。手を合わせて

いる際に「いつも元気に過ごさせてもらってありがと

うございます。これからもできるだけ元気で過ごせま

すようにお願いします。」と小声で祈っていた。 

帰所する直前、下校途中だった小学生が境内を通っ

ており、「こんにちは。」と挨拶をされると、Ｏさんが

小さな声で「こんにちは、可愛い子やな。」と答えてい

た。また、小学生が手を差し出すと、自ら手を伸ばし

「こんな私と握手してくれて嬉しいよ。」と涙を浮かべ

握手をしていた。帰所後、職員に向かい「ありがとう

よ。今日はとても良い日になったわ。」と満面の笑みを

見せていた。 

その後も、１週間に１度は外出の機会を設けること

にした。１時間程度のドライブから 30 分以上離れてい

る淡路市にある伊弉諾神宮まで合計３時間以上になっ

た外出を行い、施設の外に出ることがＯさん自身も次

第に楽しみになってきている様子であった。また、日

中活動においても、職員に話し掛けることが多くなり、

以前から見られた神経痛の訴えも軽減していった。 

２ヶ月間、週に１度程度の頻度で外気浴や外出活動

などの機会を設け支援を行ってきた。結果、それ以外

の生活の場面でも表情も見るからに明るく変化してい

った。 

平成 28 年 8月下旬、２回目の GDS 評価を行うことと

なった。結果として、15 項目中該当するものが７項目

であり、２ヶ月前は 10 項目が該当していたため『うつ

状態』との結果であったが、今回の評価では３項目下

がり『うつ傾向』まで改善することができた。また、

外出活動を通し、長時間の乗車にも耐えうる心身の状

態であることが把握できた。 

また、ターミナルケア対応になる前後では、施設行

事やボランティアによる行事などにも参加することは

少なかったが、外出活動に取り組みだしてからは徐々

に意欲的になり、夏祭りなど施設全体での活動にも多

く参加するようになった。 
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４ 体力の向上に向けて 

 

身近なところへの外出を続けながら、体調を整える

ために食事面でのアプローチも行った。管理栄養士や

看護師、支援員などがＯさんの希望を聞きながら勧め

ていった。 

ターミナルケアに移行した際、前月（平成28年４月）

の平均の食事摂取量は54.2％であったが、体調が悪化し

た同年５月の食事摂取量は 38.0％と、実に 16.2％も減

少していた。それに伴い、体重も４月の時点では 29.2

㎏あった体重が、５月の計測時には 28.2 ㎏と１㎏減少

していた。食事を勧めるが活気が見られず、どんどん

減退していく一方であった。管理栄養士の提案で、そ

れまで主食をおにぎりで提供していたが、全粥に変更

となった。また、みかんなどの生果物が食べたいとの

希望があったため、昼、夕食時には生果物を付けるよ

うになった。 

主食を変更したことで、主食量は徐々に増えてきて

おり、主食の平均摂取量が５月では 56.6％であったも

のが、次月の 6月では、88.0％と増加した。しかしな

がら、副食の摂取量が増加せず、5月の平均摂取量が

19.2％であったものが、6月では 28.5％と、生果物を

追加摂取した程度の数値にとどまった。そこで、管理

栄養士から「プロテインを追加してはどうか」との提

案があり、毎食に全粥内に追加して経過を見ることと

なった。また、Ｏさんから、「量が多くて食べきれない」

との話もあったため、全量を摂取できないのであれば、

Ｏさん自身が見た目で食べられると思える量に変更して

提供することを検討した。その結果、副食の量を１／

２量に変更し、食器のサイズも食事の量に合わせて小

さいものにした。 

すると、徐々に食事量が増加し、７月では主食 92.3

％、副食 38.3％、８月には、主食 93.6％副菜 56.6％

となり、全体的に食事量が増加してきた。（表－１） 

また、食事量の増加とともに、５月は 28.2 ㎏であっ

たものが、６月には 29.5 ㎏、７月は 31.7 ㎏、８月で

は 33.6 ㎏と、減少していた体重を大きく取り戻すこと

ができた。（表－２） 

 

（表－１） 

 

 

（表－２） 

 
 

５ 安定した座位姿勢を保つために 

 

食事量が徐々に増加したことにより、体力の向上が

見られた。しかし、日中、食事や水分摂取の際は離床

して車いす上にて過ごしているが、座位姿勢が不安定

であり、ひとたび食事が終わると「しんどいから横に

して欲しい」と訴えることが多かった。その結果、離

床時間は１日約３時間程度であり、ほとんどの時間を

ベッド上にて過ごしていた。また、ベッドでの姿勢に

ついても、同じ姿勢だと身体全体の痛みがあり、こま

めな体位変換が必要であった。 

座位姿勢においても、垂直の姿勢が保てず、（写真１

－Ａ）のように左側に傾くような状態になっていた。ク

ッションなどをはさむことで真っ直ぐの姿勢を保つこ

とができたが、「しんどい」と訴えることが多かった。

また、もともと円背であり、前屈姿勢で（写真１－Ｂ）

のように前かがみになっていた。そのため、身体の前方

に負荷がかかり、座位姿勢を長時間保持することが困難

であった。 

 

 

5月 6月 7月 8月 9月 10月
主食 56.6% 88.0% 92.3% 93.6% 93.6% 95.2%
副食 19.2% 28.5% 38.3% 56.6% 56.6% 66.0%
全体 37.9% 58.6% 65.3% 75.1% 75.1% 80.6%
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5月 6月 7月 8月 9月 10月
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ら身体が真っ

リを行った。

に、アクシ

ョンを使用

スを取るこ

複数敷くこ

が容易になる

変更した。そ

より後に体重

た。 

前屈する姿

ではなく、浅

重をかけられ

その後、鏡

ハビリを行い

約 75

Ａ） 

Ｂ） 

体が保つこと

っ直ぐになる

。また、それ

ョンパッドな

していたが、

とが困難であ

とで、座位全

ると意見があ

そして、車いす

重がかかり座

姿勢について

浅めに腰掛け

れるよう改善

鏡を見ながら

い、クッショ

度 

とができない

るように座位

れまで臀部の

など褥瘡予防

それでは自

あった。柔ら

全体のバラン

あったため、

す前方の高さ

座位姿勢が安

ては、車いす

けることでバ

善を図った。

ら座位姿勢を

ョンを変更し

約 155 度 

 

 

ので、鏡を見

姿勢を保つリ

痛みがあった

につながるク

身で座位のバ

かなクッショ

スを保持する

座面クッショ

を上げること

定するように

に深く腰掛け

ックサポート

 

保持してもら

、車いす前方
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見なが

リハビ

たため

クッシ

バラン

ョンを

ること

ョンを

とで、

になっ

けるの

トに体

らうリ

方の高

さ

変

加

時

時

す

休

間

し

な

た

太

て

な

 

 

 

さを上げ、座面

変更した当初

加は見込まれ

時間が増え、１

時間が長くな

すことができ

休みたいとい

間を離床して過

また、段階

した頃には、最

なり、ほぼ垂直

た。（写真２－

太ももにかけて

ていた体重が車

なり、倦怠感の

（写真２－Ａ）

（写真２－Ｂ）

約 175 度

面に浅く座っ

はＯさんも戸

なかったが、

１ヶ月後には

り、１日の離

た。２ヶ月が

う訴えはなく

過ごせるよう

的に姿勢が安

最初に見られ

直の姿勢を保

－Ａ）また、前

て 90度以上の

車いすのバッ

の訴えは聞かれ

） 

） 

 

度 

てもらうよう

戸惑い、あま

徐々に車い

は毎食時の前後

離床時間は５

が経過する頃

くなり、１日

うになった。

安定しており

れた 15 度の傾

保つことがで

前屈していた

の姿勢になり

ックサポートに

れなくなった

90 度以

う支援を行っ

まり離床時間の

いす上にて過ご

後 30 分程度離

時間程度に延

頃には、ベッ

のほとんどの

 

、２ヶ月が経

傾きは５度以下

できるようにな

た姿勢も腰部か

り、前面に掛か

に掛かるよう

た。（写真２－

 

 

以上 

った。

の増

ごす

離床

延ば

ドで

の時

経過

下と

なっ

から

かっ

うに

Ｂ） 
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６ 生家への外出の実施 

 

これまでの支援で意欲の向上が見られ、いよいよ平

成 28 年 10 月 31 日に当初の目的であった、出身地であ

る神戸市西区にある子ども２人が眠る寺への参拝を行

うこととなった。支援員とともに、体調面を考慮し看

護師１名が同行することとなった。目的地の寺は施設

より約 65 ㎞。高速道路を利用し、車で約１時間 30 分

の場所にある。外出前は精神面に不安があったが、「帰

るんやな。楽しみや。」と話し、消極的な様子は見られ

なかった。車中でも外の景色を眺めながら「ええ天気

や。」と話し、リラックスしている様子であった。昼食

のため、途中サービスエリアに寄ると、「お寿司が食べ

たい。」との希望があり、売店で販売されていた鯖の押

し寿司を購入し、明石海峡を臨む席にてゆっくりとし

た昼食を楽しんだ。「食べきれるかな。」と話していた

が、全量摂取でき、「自分で選んだ物食べるのはええ

わ。」と喜んでいた。 

高速道路を降り、目的の寺へ到着した。あいにく住

職が不在であったが、近隣に住む檀家の方々に門を開

けていただき中に入ることができた。階段があり、車

いすではお堂の中に入ることはできなかったが、階段

の下から阿弥陀如来に向かって手を合わせてお子様二

人の冥福を祈った。その後、門を開けていただいたご

近所の方々に、今こうやってお参りをしている経緯と、

Ｏさんがこのあたりの出身であることを伝えると、偶

然にも、淡路島に嫁ぐ以前のＯさんのことを知ってお

り、「Ｏさんですね。覚えていますよ。」と話され、昔

話に花を咲かせることができた。Ｏさん自身も忘れて

いるような話をしていただき、目を潤ませる場面もあ

ったが、このとき、Ｏさんの表情が見る見るうちにい

きいきとしはじめたことを、同行した職員は見逃さな

かった。 

歳を重ねていくうちに、失われていったもの、自ら

消してしまったものがＯさんの中にあったかもしれな

い。ひょっとしたら、もう自分は何もできない、無価

値な存在だと思いながら施設での生活を送っていたの

かもしれない。しかしそうではなかった。長年、帰っ

ていなかった生まれ故郷でも、その地域の人たちが覚

えていてくれた。誰かの心の中で、自分という存在が

今も生き続けていた。そう、二人の息子さんが今も心

の中で生き続けているのと同じように。Ｏさん自身が

そのように感じたのではないだろうか。このご近所の

方々との再会は予定されていたものではなく、思いが

けぬ収穫であったが、この再会によってＯさんが自分

の存在意義を再確認したことは間違いなく、その場に

居合わせた職員もＯさんの思いが伝わり、思わず目頭

が熱くなった場面であった。 

帰路の車中では「こんなんできると思わなかった。

悔いが残らんようにしてくれてありがとう。」と言葉を

詰まらせながら職員に話していた。道中、倦怠感や疲

労を訴えることはなく、帰所した後も体調を崩すこと

はなかった。 

外出後、同行しなかった職員から「外出はどうでし

たか。」と言葉を掛けられると、嬉しそうに「良かった

よ。ありがとう。」と答えていた。 

 

７ 結果と課題 

 

(1) GDS について 

平成 28 年 12 月に３回目の GDS 評価を行った際、

15 項目中６項目が該当し、８月に行った際に比べて

１項目減少した。また、その２ヶ月後に４回目の GDS

評価を行った際も同じ数値であった。表情も明るく、

以前に比べ精神状態は継続して安定している。 

(2) 食事について 

食事量も増加し、平成 28 年 10 月の平均では、主

食が95.2％、副食66.0％の全体平均80.6％であり、

その後も徐々に増加していった。平成 29年１月平均

では、主食 99.8％、副食 96.4％、全体平均摂取量が

98.1％と安定した食事量を摂取することが継続され

ている。 

また、それに伴い、体重も徐々に増加し、ターミ

ナルになった平成 28 年５月では、28.2 ㎏であった

ものが、平成 29 年１月では 35.8 ㎏と、実に７㎏以

上増加した。 

(3) 体力について 

以前はベッド上にて過ごす機会が多かったが、外

出後は日中ベッドで休むことがなくなり、座位姿勢

も安定している。現在では就寝時以外は車いすにて

他の利用者とともに過ごしている。また、以前に頻

繁にあった神経痛の訴えは現在見られない。 

Ｏさんへの取り組みを通じ、強く感じたことがある。

それは「目的」を持ってもらうことの大切さである。

Ｏさん本人が「目的」を持ち、達成に向けて意欲を高

めることができたのである。そして、Ｏさんの思いを、

支援員、施設ケアマネジャー、看護師、管理栄養士と

いった多職種の職員が共有し、その実現に向けて携わ

ったことで、「目的」が達成されたといえる。 

しかし、前述のように今後は中重度要介護者、意思

疎通の困難な方の入所増加が見込まれるなかで、Ｏさ

んのように利用者本人から直接希望を伺うことができ

ない状況が多くなる可能性がある。また、遠慮などか

ら、思いを胸に秘めたまま口にしない利用者もいるで

あろう。そういった方々の思いや希望をいかに引き出

すことができるか、そして実現するために、どのよう
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にして「目的」を持ってもらうか。それが今後の課題

である。 

そのためには、日常の支援を通じて「この職員は希

望を聞いてくれる」と思ってもらえるような支援を行

い、信頼関係を構築することが必要となる。ふとした

ときに発せられるサイン、言葉の中にもヒントがある

かもしれない。そして、ご家族と連携して、利用者の

歩んできた人生背景、性格傾向、人間関係などをヒヤ

リングし、「もしかしたら、こういった希望があるので

はないか。」「こんなところへ行ってみたいのではない

か。」と推測すること＝「想像と創造の力」が求められ

る。 

たとえ、利用者がこれまで歩んできた人生の輪郭が

ぼんやりとしていても、それを可能な限り読み取るこ

とで、その人の人生を最後まで鮮やかに彩るためのお

手伝いをする。それが、これから私たちに求められる

役割であり、目指すべき支援である。 

 

 

（※１）老年期うつ病評価尺度（GDS） 

高齢者を対象としたうつ症状のスクリーニング検査

である。現在の心理状態に関する 15 項目の質問に回答

していただき、その中で５個以上該当していれば『う

つ傾向』、10 個以上該当していれば『うつ状態』であ

るというものである。 
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平成29年度 民間社会福祉施設職員等海外研修・調査参加報告 

～スウェーデン・デンマークにおける障害者福祉の取り組みと処遇状況～ 

 

障害者支援施設 赤穂精華園成人寮 松井 悠介 

 
１ 研修施設 

 

 

スウェーデン（ストックホルム） 

施 設 名 形  態 

スウェーデン・クオリティ・ケア 民間企業  

ハビリテーリングスセンター・ヤルヴァ ハビリテーションセンター 

ヘッグヴィークス・ジムナシウム 特別高等学校 

ションダルス・グルップボスタード１ グループホーム 

アストラカン・ダーグリガ・ 

ヴァルクサムヘート 

デイアクティビティーセンター 

デンマーク（コペンハーゲン） 

通訳から、障害児・者福祉のレクチャー  

スヌーズルフセット・ゲントフテ スヌーズレンハウス 

ソフィエスコーレン 保育・教育施設と治療入居施設 

イェルペミッデルセントレット 補助器具センター 

スヴェーネヴァイ 軽度障害者の就労施設と 

メディアスクール 

 

２ 研修内容 

 

(1) スウェーデン（ストックホルム） 

①スウェーデン・クオリティ・ケア 

（Swedish QualityCare） 

民間企業であり、大学や自治体などがそれぞれの

ノウハウやシステム、プロダクトを広く世界に貢献

するために 2007 年に設立した。医療・福祉・教育な

どの分野において、視察や研修、実習プログラムを

専門に手配しており、本研修では、スウェーデンの

障害者福祉事情に関してレクチャーを受けた。 

スウェーデンでは、国民運動の歴史が長く、障害

者団体の社会への影響力が強い。1980 年代から大型

福祉施設の解体が進み、1994 年には全ての大型施設

が解体され、国の補助を受けながら在宅とグループ

ホームに移行した。 

「患者から市民へ」障害者の人としての権利が尊

重されるようになる。 

②ハビリテーリングスセンター・ヤルヴァ 

（Habiliteringscenter Järva） 

県が運営する施設であり、地域の障害者（身体や

知的、自閉症など対象者は多岐にわたる）のハビリテ

要旨抄録  

このたび、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが主催する、民間社会福祉施設職員等海外研修・調査の

ヨーロッパ班に参加し、福祉先進国である北欧諸国の障害児・者福祉関係施設を訪問した。そこで利用者の処遇

状況及び処遇技術の説明を受け、障害者福祉における取組みと現状について学んだのでその内容を報告する。 

・研修国 欧州における２か国２都市 

スウェーデン（ストックホルム）デンマーク（コペンハーゲン） 

・研修期間 平成29年９月３日～15日 

 

キーワード 

スウェーデン、デンマーク、高福祉高負担、自己決定権 
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る。障害者のた

行っている。 

、絵画の制作

で販売してお

る。 

や鞄を制作し、

カフェでの調理

木の伐採、雑草

ンパワーによる

に、情報共有を

い、職員対応や

担を少しでも軽

 

の障害者福祉に

ており、支援の

けた。「自分のこ

持っている欲求

慮が必要なのか

者においても、

見出す取り組み

実践することが

じた。 

。そ

知的

して

ズレ

心理

が実

ハー

学ぶ

、コ

とな

ィア

ため

作に

り、

、販

理作

草の

る手

を徹

や環

軽減

にお

の根

こと

求や

か。

、非

みが

が支
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(2)

 

(3)

わ

登

し

は

医

(4)

と

要

で

る

た

 

キ

“エ

～

 研修場所：

デンマーク

ーレン市）

ノルウェー

 研修期間：

平成 29 年

（5泊 7日）

研修メ

 デンマーク

労働者の約

わる人材のほ

医療システ

登録している

しない。家庭

は看護師が対

医療費は無料

 視察１ ポ

支援が必要

とした入居施

旨抄録  

福祉先進国と

サービスが提

のかを実際に

ので報告する

ーワード 

人権の尊重、

エイジレ

～デンマ

１ 研修

 

ク（コペンハー

 

ー（オスロ市）

 

11 月 12 日

） 

ンバー（ニ

 

ク・ノルウェー

約 35％が公務

ほとんどが公務

テムは医療が必

る家庭医に受診

庭医が休診の場

対応し病院と連

料。 

ポッペルボナー

（2

要な方や重度認

施設５施設や在

と言われるデ

提供され、支

に見聞し、感

る。 

自己決定、有

レス社会

マーク・

特別養

修の概要 

ーゲン市・ド

） 

（日）～11 月

ューハウンに

ーの医療・福

務員であり、医

務員として働

必要な時に、

診。病院の一

場合や、夜間

連携している

ーシングセン

24 時間看護付

認知症の高齢

在宅ケア用配

ンマークとノ

援者の思いや

じることで、

有意義な生活

”海外福

ノルウェ

養護老人ホーム

ドラゴー市・

18日（土）

にて） 

福祉制度 

医療、福祉に

働いている。

一人ひとり

一般外来は存

間、救急の際

る。歯科以外

ンター 

付高齢者住宅

齢者などを対

配食サービス

ノルウェーで

や考え方はど

今後の事業

活 
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福祉事情

ェーの高

 

ム あわじ荘

ヤ

 

 

に関

 

が

存在

際に

外の

宅） 

対象

な

どが

重し

いる

 

 

(5) 視

高

ボラ

時間

て

供し

 

、両国の高齢

うなのか、利

団の福祉サー

情・調査研

高齢者ケア

荘 濵野 陽子

が併設されて

し、孤独にな

る。 

視察２ ヴィ

高齢者対象の

ランティア利

間を過ごす場

1200 名以上の

し続けている

齢者福祉制度

利用者はどの

ービス、施設

研修に参

ア比較研

子 

ている総合施設

ならないよう

 

ィダゴーアク

の住居や活動

利用者による

場所”、“アク

の利用者にヨ

る。 

について理解

ように感じて

ケアの質の向

参加して 

研修～ 

設である。自

な環境づくり

ティビティー

（保健

を提供してい

民主的運営の

ティビティの

ヨガ等 60 種類

解し、どのよ

てサービスを

向上につなが

自己決定を尊

りを心がけて

 

 

ーハウス 

健センター）

いる複合施設

のもと、“共に

の場所”とし

類の活動を提

うな仕組み

利用してい

る知見を得

尊

て

 

設。

に

し

提



 

 

(6) 視察３ 

約 20 名

が住んでい

美容師、フ

職員数は

に生き、職

る。 

 

 

ファーゲル

名の長期居住者

いる高齢者病

フットセラピ

110 名。施設

職員が仕事を

ルトゥンシュ

者と約 38 名

病院。医師、

ピー等の多職

設の経営哲学

を楽しめる環

 

 

ケイエム 

（高齢者病

の要介護の高

看護師、PT、

種が勤務して

学は入居者が前

境にすること
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病院） 

高齢者

OT、

ており

前向き

とであ

(7

 

 

(8

 

7) 視察４ 

高齢者住宅

スを提供し

プログラム

方であれば参

ている。高齢

境に問題が

た施設では

8) 視察５ オ

高齢者住宅

ー。56 名の

「意義ある一

し、自己決定

サゲネシニア

宅兼認知症高

ている施設。

が作成されて

参加可能。１

齢者住宅では

あり在宅では

自立した方が

オーカンホー

（高齢者

宅兼認知症高

の住人に対し

一日にする」

定を原則にし

アセンター 

（在宅訪

高齢者の方の

デイサービ

ており、60 歳

１日 100 名程

は、67 歳以上

は生活が難し

が入居できる

ーム 

者住宅兼デイ

高齢者の方の

100 名程度の

を理念とし

した支援を行

訪問看護・介護

のデイケアサー

ビスでは１年分

歳以上で認知症

程度の方が利用

上で現在の住居

しいが環境の整

る。 

 

 

ケアセンター

のデイケアセン

の職員がいる

し６つの柱を基

行っている。 

 

護） 

ービ

分の

症の

用し

居環

整っ

ー） 

ンタ

。 

基と



 

 

デ

税、

税は

化も

保有

齢者

ると

こ

など

極的

いき

デンマーク、

市税を合わ

は 25％と高負

も異なる。し

有能力の活用

者の方々の人

という考えの

この研修を通

ど改めて重要

的に発信して

きたい。 

２ ま

ノルウェー

わせて所得の

負担であり日

しかし、高齢者

用・自己決定）

人権を尊重して

の原点は同じだ

通し、「自由」

要だと実感した

ていき、利用者

まとめ 

ともに所得税

5 割以上が徴

本とは医療

者三原則（生

）の基本理念

て、有意義な

だと感じた。

「自己決定」

たことを今後

者のサービス

 

税は、国税、

徴収され、消

・福祉制度も

生活の継続性

念に基づき、

な生活を保障

  

「個人の尊重

後も職場内で

ス向上に努め
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性・
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障す

重」

で積
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本紀要に掲載している個人情報につきましては、お取り扱いに

ご配慮くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
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